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１ 計画策定の背景

（１）高齢者を取り巻く環境の現状と動向

■■超高齢社会
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年となり、女性の平均寿命は

しかし、日常生活に制限のない期間（健康寿命）は、平成

点で男性が71.19

年以上となっています。
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年となり、女性の平均寿命は
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年です。国立社会保障・人口問題研究所の推計

84.95年、女性91.35
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■■要介護者の増加 

高齢化に伴い、介護を要する人も増えています。平成27年度介護保険事業状

況報告（年報）によると、要介護等認定者は65歳以上人口の18％近くを占め、

特に75歳以上では、要支援が9.0％、要介護が23.5％に上ります。 

要介護認定の状況  単位：千人、（ ）内は％ 

65～74 歳 75 歳以上 65 歳以上（合計） 

要支援 要介護 要支援 要介護 要支援 要介護 

246 510 1,470 3,842 1716 4352 

（1.41） （2.92） （8.98） （23.48） （5.07） （12.87） 

（4.33） （32.46） （17.95） 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」（平成 27 年度）より算出 

※（ ）内は、65～75 歳、75 歳以上、65 歳以上それぞれの被保険者に占める割合 

 

■■高齢者のイメージ 

平成29（2017）年1月5日、高齢問題の研究者らでつくる日本老年学会など

は、現在は65歳以上とされている「高齢者」の定義を75歳以上に見直し、65

～74歳は「准高齢者」として社会の支え手と捉え直すよう求める提言を発表し

ました。ただし、高齢者は心身の健康度や社会活動度に多様性のある集団であり、

この提言によって社会的ラベルを貼ることが趣旨ではないとしています。 

近年、個人差はあるものの、高齢者の定義が現状に合わない状況が生じてお

り、高齢者、特に前期高齢者の人々においては、心身の健康が保たれており、活

発な社会活動が可能な人が多数を占めています。 

内閣府が平成26（2014）年12月に実施した「日常生活に関する意識調査」

でも、高齢者だと思う年齢について「70歳以上」が29.1％、「75歳以上」が

27.9％で、「65歳以上」との回答はわずか6.4％でした。 

 

■■一人暮らし高齢者と認知症高齢者の増加 

「平成28年 国民生活基礎調査」によると、平成28（2016）年現在、65

歳以上の高齢者のいる世帯は、全世帯の48.4％を占めています。その内訳をみ

ると、夫婦のみの世帯が一番多く31.1％、単独世帯の27.1％を合わせると

58.2％です。一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著であり、高齢者人口に

占める割合は、男性13.3％、女性22.8％となっています。一人暮らしの高齢者

数は、今後も増加していくことが見込まれています。 

高齢化の進展に伴い、認知症の人は更に増加することが見込まれています。

厚生労働省の資料によると、平成24（2012）年は認知症患者数は65歳以上の

約7人に1人（有病率15.0％）でしたが、平成37（2025）年には約5人に1人

になると見込まれています。 



 

（２）（２）計画策定の目的

中標津町（以下、本町という。）においては、｢高齢者が生きがいを感じ、

もに支え合い、安心して暮らせるまちづくり｣の実現に向け、「高齢者福祉計画・

第6期介護保険事業計画」

前述の

「高齢期を豊かに過ごす

て、本町における高齢者福祉施策を総合的に展開し、介護保険制度の円滑な実施

を図るため、

策の目標及び介護サービス量の見込み等を定めます。

計画策定の目的

中標津町（以下、本町という。）においては、｢高齢者が生きがいを感じ、

に支え合い、安心して暮らせるまちづくり｣の実現に向け、「高齢者福祉計画・

介護保険事業計画」

前述のような高齢者の実態

高齢期を豊かに過ごす

て、本町における高齢者福祉施策を総合的に展開し、介護保険制度の円滑な実施

を図るため、地域包括ケアシステムの

策の目標及び介護サービス量の見込み等を定めます。

計画策定の目的 

中標津町（以下、本町という。）においては、｢高齢者が生きがいを感じ、

に支え合い、安心して暮らせるまちづくり｣の実現に向け、「高齢者福祉計画・

介護保険事業計画」の下に、

ような高齢者の実態

高齢期を豊かに過ごすまち

て、本町における高齢者福祉施策を総合的に展開し、介護保険制度の円滑な実施

地域包括ケアシステムの

策の目標及び介護サービス量の見込み等を定めます。
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に支え合い、安心して暮らせるまちづくり｣の実現に向け、「高齢者福祉計画・

の下に、高齢者施策の充実に取り組んできました。

ような高齢者の実態及びこれまでの成果や課題を踏まえるとともに、
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に支え合い、安心して暮らせるまちづくり｣の実現に向け、「高齢者福祉計画・

高齢者施策の充実に取り組んできました。

これまでの成果や課題を踏まえるとともに、

平成30年度から

て、本町における高齢者福祉施策を総合的に展開し、介護保険制度の円滑な実施

構築を進め、施策展開の考え方や方策、施

策の目標及び介護サービス量の見込み等を定めます。 

中標津町（以下、本町という。）においては、｢高齢者が生きがいを感じ、

に支え合い、安心して暮らせるまちづくり｣の実現に向け、「高齢者福祉計画・

高齢者施策の充実に取り組んできました。

これまでの成果や課題を踏まえるとともに、

年度から32年度におい

て、本町における高齢者福祉施策を総合的に展開し、介護保険制度の円滑な実施

構築を進め、施策展開の考え方や方策、施

中標津町（以下、本町という。）においては、｢高齢者が生きがいを感じ、と

に支え合い、安心して暮らせるまちづくり｣の実現に向け、「高齢者福祉計画・

高齢者施策の充実に取り組んできました。 

これまでの成果や課題を踏まえるとともに、

年度におい

て、本町における高齢者福祉施策を総合的に展開し、介護保険制度の円滑な実施

構築を進め、施策展開の考え方や方策、施



4 

 

２ 計画の根拠法と位置付け 

■■根拠法 

本計画は、老人福祉法第20条の８の規定に基づき定められる老人福祉計画及

び介護保険法第117条の規定に基づき定められる介護保険事業計画を一体的に

策定し、介護保険を含めた高齢者の福祉全般にわたる総合的な計画です。 

なお、前計画同様に高齢者の保健分野については、「中標津町健康づくり推進

計画」に委ねることとします。 

 

■■位置付け 

本町における本計画は、町の施策の最上位計画である「中標津町総合発展計

画」の施策の大綱「健やかでやさしいまちづくり」の高齢者施策の充実に関する

計画に位置付けられます。また、北海道が策定する医療計画や高齢者保健福祉計

画・介護保険事業支援計画とも整合を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 標 津 町 総 合 発 展 計 画 

 健やかでやさしいまちづくり 

（高齢者施策の充実） 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

障がい者計画・障がい福祉計画 

次世代育成支援行動計画 

健康づくり推進計画 

�
 

老
人
福
祉
法 

�
 

介
護
保
険
法 

�
 

北
海
道
保
健
福
祉
計
画
・介
護
保
険
事
業
支
援
計
画 

�
 

北
海
道
医
療
計
画 



 

３

４

３ 計画の

介護保険法第

32（2020

なお、計画の最終年度である平成

直しを行うこととします。

平成 
27 年度 
（2015） 

 
28
（

  

中 
高 齢 者 福 祉 計
第６期介護保険事業計

  

４ 計画の策定方法

（１）

本計画の策定に

ある福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

計画策定の

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

関係者、被保険

いました。

計画の期間

介護保険法第 117

2020）年度までの３年間を計画期間とします。

なお、計画の最終年度である平成

直しを行うこととします。

 

 
28 年度 
（2016） 

 
29
（2017

  

 標 津 町 
高 齢 者 福 祉 計
第６期介護保険事業計

  

 

計画の策定方法

（１）計画の策定体制

本計画の策定に

福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

計画策定の基礎資料を得ることを目的として高齢者や事業者等に対する実態調

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

関係者、被保険者等の構成による計画策定委員会を設置し、計画内容の審議を行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

期間 

7 条第１項に基づき、

）年度までの３年間を計画期間とします。

なお、計画の最終年度である平成

直しを行うこととします。 

29 年度 
2017） 

 
30 年度
（2018

高 齢 者 福 祉 計

第７期介護保険事業計画

 
高 齢 者 福 祉 計 画 
第６期介護保険事業計画 

 

 

計画の策定方法 

計画の策定体制

本計画の策定に当たっては、高齢者福祉事業及び介護保険事業の担当部門で

福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

基礎資料を得ることを目的として高齢者や事業者等に対する実態調

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

者等の構成による計画策定委員会を設置し、計画内容の審議を行

5 

条第１項に基づき、本計画

）年度までの３年間を計画期間とします。

なお、計画の最終年度である平成 32（2020

年度 
2018） 

 
31 年度
（2019

中 標 

高 齢 者 福 祉 計

第７期介護保険事業計画

 

 

計画の策定体制 

は、高齢者福祉事業及び介護保険事業の担当部門で

福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

基礎資料を得ることを目的として高齢者や事業者等に対する実態調

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

者等の構成による計画策定委員会を設置し、計画内容の審議を行

 

本計画は平成

）年度までの３年間を計画期間とします。

2020）年度に次期計画策定に向けた見

年度 
2019） 

 
32 年度
（2020）

 津 町 

高 齢 者 福 祉 計 画

第７期介護保険事業計画

 

見直し 

は、高齢者福祉事業及び介護保険事業の担当部門で

福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

基礎資料を得ることを目的として高齢者や事業者等に対する実態調

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

者等の構成による計画策定委員会を設置し、計画内容の審議を行

平成 30（2018

）年度までの３年間を計画期間とします。 

）年度に次期計画策定に向けた見

年度 
） 

 
33 年度 
（2021） 

画 

第７期介護保険事業計画 
 

 

 中

高 齢 者 福 祉 計
第８期介護保険事業計画

は、高齢者福祉事業及び介護保険事業の担当部門で

福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

基礎資料を得ることを目的として高齢者や事業者等に対する実態調

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

者等の構成による計画策定委員会を設置し、計画内容の審議を行

2018）年度～平成

）年度に次期計画策定に向けた見

 
 

 
34 年度 
（2022） 

 

 

中 標 津 町

高 齢 者 福 祉 計
期介護保険事業計画

は、高齢者福祉事業及び介護保険事業の担当部門で

福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

基礎資料を得ることを目的として高齢者や事業者等に対する実態調

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

者等の構成による計画策定委員会を設置し、計画内容の審議を行

）年度～平成

）年度に次期計画策定に向けた見

 
35 年度 
（2023） 

 

 

町 

高 齢 者 福 祉 計 画 
期介護保険事業計画 

は、高齢者福祉事業及び介護保険事業の担当部門で

福祉課と介護保険課を中心として、計画の評価及び見直しを行うとともに、

基礎資料を得ることを目的として高齢者や事業者等に対する実態調

査を実施し、町民の意見を反映させるため、学識経験者、保健医療関係者、福祉

者等の構成による計画策定委員会を設置し、計画内容の審議を行



 

（２）（２）委員会の構成

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

本計画を策定しました。

 

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画

（中標津町介護保険運営協議会委員）

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画

  

  

   

   

              

 

 

 

 

 

 

委員会の構成

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

本計画を策定しました。

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画

（中標津町介護保険運営協議会委員）

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画

   

   ① 介護に関する学識経験者・保健医療関係者

   ② 介護サービ

   ③ 被保険者

              

委員会の構成 

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

本計画を策定しました。 

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画

（中標津町介護保険運営協議会委員）

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画

介護に関する学識経験者・保健医療関係者

介護サービスに関する事業者

被保険者（号及び２号

              合      

6 

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画

（中標津町介護保険運営協議会委員）

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画

介護に関する学識経験者・保健医療関係者

スに関する事業者

号及び２号）

      計     

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画

（中標津町介護保険運営協議会委員） 

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画

介護に関する学識経験者・保健医療関係者

スに関する事業者      

        

        

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画

介護に関する学識経験者・保健医療関係者 ２名

       ２名

      ３名

        ７名

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画

名 

名 

名 

名 

中標津町高齢者福祉計画策定委員会の委員構成については、介護保険事業計

画策定が所管事項となっている中標津町介護保険運営協議会委員を構成員とし、

中標津町高齢者福祉計画策定委員会・・・・中標津町高齢者福祉計画 

中標津町介護保険運営協議会・・・・・・・中標津町介護保険事業計画 
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総 人

高 齢

高齢化率

 

 

 

 

 

 

 

コーホート変化率法

は

に

用

24,041

22.8

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2015

(H27)

（人）

第２章 

１ 人口等の動向

（１）

平成18

ト変化率法により推計した結果、高齢者人口は平成

していくこと

高齢化率は上昇を続けることが予測され、団塊の

（2025

しかし、本町の高齢化率は、国や北海道より低く推移しています。

■人口等の推移（住民基本台帳各年

平成 
 

27 年 

（2015）

人 口 24,041

齢 者 5,473

高齢化率 22.8

 

コーホート変化率法

「コーホート

は、ある地域における

コーホート法

に変化した場合

用いる方法です

24,041 23,891 23,691

23.5
24.3

2016

(H28)

2017

(H29)

 高齢者を取り巻く現状

人口等の動向

（１）人口等の推移

18（2006

ト変化率法により推計した結果、高齢者人口は平成

していくことが予測されます。しかし、出生数の減少により総人口は減少を続け、

高齢化率は上昇を続けることが予測され、団塊の

2025）年には、

しかし、本町の高齢化率は、国や北海道より低く推移しています。

■人口等の推移（住民基本台帳各年

 28 年 29

） （2016） （2017

24,041 23,891 23,691

5,473 5,603 5,759

22.8 23.5 

実績値 

資料：住民基本台帳（各年

コーホート変化率法 

コーホート」ということばの

における、ある

法は、このグループのある

場合、この基準期間

です。 

23,691 23,685

24.3
25.0

2017

(H29)

2018

(H30)

総人口と高齢化率の推移

総人口

高齢者を取り巻く現状

人口等の動向 

人口等の推移 

2006）年～28（

ト変化率法により推計した結果、高齢者人口は平成

が予測されます。しかし、出生数の減少により総人口は減少を続け、

高齢化率は上昇を続けることが予測され、団塊の

）年には、28.1％になると予測されます。

しかし、本町の高齢化率は、国や北海道より低く推移しています。

■人口等の推移（住民基本台帳各年

29 年 30 年 

2017） （2018）

23,691 23,685

5,759 5,933

24.3 25.0

資料：住民基本台帳（各年 10

ということばの起源は

ある年齢階層、

このグループのある

基準期間の人口変化

7 

23,570 23,432

25.7 26.1

2019

(H31)

2020

(H32)

総人口と高齢化率の推移

総人口

高齢者を取り巻く現状

（2016）年の住民基本台帳人口を基に、コーホー

ト変化率法により推計した結果、高齢者人口は平成

が予測されます。しかし、出生数の減少により総人口は減少を続け、

高齢化率は上昇を続けることが予測され、団塊の

％になると予測されます。

しかし、本町の高齢化率は、国や北海道より低く推移しています。

■人口等の推移（住民基本台帳各年 9月末）             

 31 年 32

） （2019） （2020

23,685 23,570 23,432

5,933 6,047 6,113

25.0 25.7 

10 月 1 日 

は古代ローマの

、ある性の人々

このグループのある時点（基準年

人口変化の比率を

 

23,432 23,290 23,123

26.1 26.5

2020

(H32)

2021

(H33)

総人口と高齢化率の推移

高齢化率

高齢者を取り巻く現状

）年の住民基本台帳人口を基に、コーホー

ト変化率法により推計した結果、高齢者人口は平成

が予測されます。しかし、出生数の減少により総人口は減少を続け、

高齢化率は上昇を続けることが予測され、団塊の世代が

％になると予測されます。

しかし、本町の高齢化率は、国や北海道より低く推移しています。

             

32 年 33 年

2020） （2021）

23,432 23,290

6,113 6,183

26.1 26.5

推計値

ローマの歩兵集団のことですが

人々のグループといった

基準年）の人口

を一つの値として

23,123 22,966

26.8 27.3

2022

(H34)

2023

(H35)

高齢者を取り巻く現状 

）年の住民基本台帳人口を基に、コーホー

ト変化率法により推計した結果、高齢者人口は平成37（2025

が予測されます。しかし、出生数の減少により総人口は減少を続け、

世代が75歳に達する平成

％になると予測されます。 

しかし、本町の高齢化率は、国や北海道より低く推移しています。

             

 34 年 35

） （2022） （2023

23,290 23,123 22,966

6,183 6,208 6,260

26.5 26.8 

推計値 

のことですが

のグループといった意味

人口が、一定期間後

として算出し、

22,966 22,796 22,619

27.7 28.1

2024

(H36)

2025

(H37)

）年の住民基本台帳人口を基に、コーホー

25）年までは増加

が予測されます。しかし、出生数の減少により総人口は減少を続け、

歳に達する平成

しかし、本町の高齢化率は、国や北海道より低く推移しています。 

             (単位：人、

35 年 36 年

2023） （2024

22,966 22,796

6,260 6,323

27.3 27.7

のことですが、人口推計において

意味で用いられます

一定期間後（基準年

、これを将来の

22,619

28.1

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

2025

(H37)

（％）

）年の住民基本台帳人口を基に、コーホー

までは増加

が予測されます。しかし、出生数の減少により総人口は減少を続け、

歳に達する平成37

単位：人、％) 

年 37 年 

） （2025） 

22,796 22,619 

6,323 6,355 

27.7 28.1 

において

いられます。 

基準年＋α年）

の推計に



 

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

（％）

 

 

（２）

■人口構成の推移（住民基本台帳各年

年 少 人

（0～14 歳）

生産年齢人

（15～64 歳）

高 齢 者 人 口

（65 歳以上）

総 人

 

 

 

24.2

22.7

18.8

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

2009

(Ｈ21)

（％）

出展：

（２）人口構成の推移

本町の平成

61.5％、｢

年齢人口や年少人口の割合が高いのが本町の特徴です。

本町の高齢化率は、全国平均と比べ、約

の割合は低いながら

人は高齢者となります

も続くもの

 

■人口構成の推移（住民基本台帳各年

平成 
 （

年 少 人 口 

歳） 

人 

％ 

生産年齢人口 

歳） 

人 

％ 

高 齢 者 人 口  

歳以上） 

人 

％ 

総 人 口 
人 

％ 

24.7
25.2

23.0 23.3

19.0
19.4

2010

(Ｈ22)

2011

(Ｈ

出展：全国と北海道は

人口構成の推移

本町の平成29年の人口構成比は、｢

％、｢65歳以上｣

年齢人口や年少人口の割合が高いのが本町の特徴です。

本町の高齢化率は、全国平均と比べ、約

の割合は低いながらも

人は高齢者となります

も続くものと思われます。

■人口構成の推移（住民基本台帳各年

27 年 28 年

（2015） （2016

3,585 3,515

14.9 14.7

14,983 14,773

62.3 61.8

5,473 5,603

22.8 23.5

24,041 23,891

100.0 100.0

25.2

26.0

23.3

24.1

19.4
19.9

2011

Ｈ23)

2012

(Ｈ24)

高齢化率の比較

全国と北海道は 「人口推計」（総務省統

人口構成の推移 

年の人口構成比は、｢

歳以上｣が24.3％です。全国と比べると、高齢化率は低く、生産

年齢人口や年少人口の割合が高いのが本町の特徴です。

本町の高齢化率は、全国平均と比べ、約

も年々増加しており、平成

人は高齢者となります。少子・高齢化が徐々に進行しています。この傾向は今後

と思われます。 

■人口構成の推移（住民基本台帳各年 9月末）

年 29 年 30

2016） （2017） （2018

3,515 3,353 3,359

14.7 14.2 

14,773 14,579 14,393

61.8 61.5 

5,603 5,759 5,933

23.5 24.3 

23,891 23,691 23,685

100.0 100.0 100.0

8 

26.0

27.0

24.1

25.1

19.9

20.8

2012

24)

2013

(Ｈ25)

高齢化率の比較

推計」（総務省統

年の人口構成比は、｢0～

％です。全国と比べると、高齢化率は低く、生産

年齢人口や年少人口の割合が高いのが本町の特徴です。

本町の高齢化率は、全国平均と比べ、約3

年々増加しており、平成

。少子・高齢化が徐々に進行しています。この傾向は今後

月末） 

30 年 31 年 

2018） （2019）

3,359 3,258

14.2 13.8

14,393 14,265

60.8 60.5

5,933 6,047

25.0 25.7

23,685 23,570

100.0 100.0

28.1

26.0

21.7

2014

(Ｈ26) (

推計」（総務省統計局）10/1、町

～14歳｣が14.2

％です。全国と比べると、高齢化率は低く、生産

年齢人口や年少人口の割合が高いのが本町の特徴です。

3％低く推移しています。しかし、そ

年々増加しており、平成30年には

。少子・高齢化が徐々に進行しています。この傾向は今後

 32 年 33

） （2020） （2021

3,258 3,173 3,101

13.8 13.5 13.3

14,265 14,146 14,006

60.5 60.4 60.1

6,047 6,113 6,183

25.7 26.1 26.5

23,570 23,432 23,290

100.0 100.0 100.0

29.1

29.9

26.6
27.3

22.8
23.5

2015

(Ｈ27)

2016

(Ｈ28)

町は住民基本台帳

14.2％、｢15

％です。全国と比べると、高齢化率は低く、生産

年齢人口や年少人口の割合が高いのが本町の特徴です。 

低く推移しています。しかし、そ

年には25％となり、

。少子・高齢化が徐々に進行しています。この傾向は今後

年 34 年 

2021） （2022） （

3,101 3,007 

13.3 13 

14,006 13,908 13,767

60.1 60.1 

6,183 6,208 

26.5 26.8 

23,290 23,123 22,966

100.0 100.0 

29.9

27.3

23.5

2016

28)

北海道

全国

中標津町

住民基本台帳 9/30 

％、｢15～64歳｣

％です。全国と比べると、高齢化率は低く、生産

低く推移しています。しかし、そ

となり、4人に

。少子・高齢化が徐々に進行しています。この傾向は今後

35 年 36 年

（2023） （2024

2,939 2,880

12.8 12.6

13,767 13,593

59.9 59.6

6,260 6,323

27.3 27.7

22,966 22,796

100.0 100.0

北海道

全国

中標津町

歳｣が

％です。全国と比べると、高齢化率は低く、生産

低く推移しています。しかし、そ

人に1

。少子・高齢化が徐々に進行しています。この傾向は今後

年 37 年 

2024） （2025） 

2,880 2,818 

12.6 12.5 

13,593 13,446 

59.6 59.4 

6,323 6,355 

27.7 28.1 

22,796 22,619 

100.0 100.0 
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14 .2
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13 .3

13 .0
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12 .6

12 .5

62 .3

61 .8

61 .5

60 .8

60 .5

60 .4

60 .1

60 .1

59 .9

59 .6

59 .4

22 .8

23 .5

24 .3

25 .0

25 .7

26 .1

26 .5

26 .8

27 .3

27 .7

28 .1
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2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(H31)

2020

(H32)

2021

(H33)

2022

(H34)

2023

(H35)

2024

(H36)

2025

(H37)

（％）

人口構成割合の推移

0～14歳 15～64歳 65歳以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34.6

12.0

10.8
5

10

15

20

25

30

35

40

2015

(H27)

（％）

（３）

 

■ 高齢者の人口構成

平成

総人口

 40 歳
以上 

 
 
40～

歳 

 
 

65 歳
以上 

 
  

65～
74 歳 

 
  

75 歳
以上 

 

 

 

 

 

 

34.6 34.7

12.0 12.4

10.8 11.1

2015

(H27)

2016

(H28)

（３）計画対象の高齢者人口等の推移

本町の40

65歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

す。その内訳をみると、前期高齢者（

以上）人口

高齢者数が前期高齢者

高齢者の人口構成

平成 27 年 
（2015） （

総人口 24,041 

歳 
以上 

13,801 

57.4 

～64
歳 

8,328 

34.6 

歳 
以上 

5,473 

22.8 

～ 
歳 

2,873 

12.0 

歳 
以上 

2,600 

10.8 

実績値

34.8

12.9

11.4

2017

(H29) (H30)

40

計画対象の高齢者人口等の推移

40歳以上の人口についてみると、人数・割合ともに増加しています。

歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

す。その内訳をみると、前期高齢者（

以上）人口は、ともに増加傾向が続き

が前期高齢者

高齢者の人口構成の推移（住民基本台帳各年

28 年 29 年
（2016） （2017

23,891 23,691

13,903 13,992

58.2 59.1

8,300 8,233

34.7 34.8

5,603 5,759

23.5 24.3

2,951 3,050

12.4 12.9

2,652 2,709

11.1 11.4

実績値 

 

34.3 34.3

13.2 13.5

11.9 12.1

2018

(H30)

2019

(H31)

年齢階層別割合の推移

40～64歳

計画対象の高齢者人口等の推移

歳以上の人口についてみると、人数・割合ともに増加しています。

歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

す。その内訳をみると、前期高齢者（

ともに増加傾向が続き

が前期高齢者数を上回ってくると予測されます。

（住民基本台帳各年

年 30 年 
2017） （2018） 

23,691 23,685 

13,992 14,065 

59.1 59.4 

8,233 8,132 

34.8 34.3 

5,759 5,933 

24.3 25.0 

3,050 3,124 

12.9 13.2 

709 2,809 

11.4 11.9 
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34.5

13.8

12.3

2019

(H31)

2020

(H32)

年齢階層別割合の推移

65～74歳

計画対象の高齢者人口等の推移

歳以上の人口についてみると、人数・割合ともに増加しています。

歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

す。その内訳をみると、前期高齢者（65～

ともに増加傾向が続きますが

を上回ってくると予測されます。

（住民基本台帳各年 9月末）        

 31 年 32
 （2019） （2020

 23,570 23,432

 14,133 14,194

 60.0 60.6

 8,086 8,081

 34.3 34.5

 6,047 6,

 25.7 26.1

 3,187 3,242

 13.5 13.8

 2,860 2,871

 12.1 12.3

34.6 34.8

14.1 14.0

12.5 12.8

2021

(H33)

2022

(H34)

年齢階層別割合の推移

75

計画対象の高齢者人口等の推移 

歳以上の人口についてみると、人数・割合ともに増加しています。

歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

～74歳）人口

ますが、平成36

を上回ってくると予測されます。

        

32 年 33 年 
2020） （2021）

23,432 23,290 

14,194 14,234 

60.6 61.1 

8,081 8,051 

34.5 34.6 

6,113 6,183 

26.1 26.5 

3,242 3,281 

13.8 14.1 

2,871 2,902 

12.3 12.5 

推計値

34.8 34.8

14.0 13.7

12.8 13.5

2022

(H34)

2023

(H35)

75歳以上

歳以上の人口についてみると、人数・割合ともに増加しています。

歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

歳）人口及び後期高齢者（

36（2024）年には、後期

を上回ってくると予測されます。 

        （単位;上段：人，下段：％）

 34 年 35
） （2022） （2023

 23,123 22,966

 14,254 14,256

 61.6 

 8,046 7,996

 34.8 

 6,208 6,260

 26.8 

 3,240 3,154

 14.0 

 2,968 3,106

 12.8 

推計値 

34.8 34.9

13.6 13.3

14.1 14.8

2024

(H36)

2025

(H37)

歳以上の人口についてみると、人数・割合ともに増加しています。

歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

後期高齢者（75

）年には、後期

上段：人，下段：％）

35 年 36 年 
2023） （2024） （

22,966 22,796

14,256 14,266

62.1 62.6

7,996 7,943

34.8 34.8

6,260 6,323

27.3 27.7

3,154 3,111

13.7 13.6

3,106 3,212

13.5 14.1

34.9

13.3

14.8

2025

(H37)

歳以上の人口についてみると、人数・割合ともに増加しています。 

歳以上の高齢者数は年々増加しており、この傾向は今後も続くと思われま

75歳

）年には、後期

上段：人，下段：％） 

37 年 
（2025） 

22,619

14,245

63.0

7,890

34.9

6,355

28.1

3,012

13.3

3,343

14.8



 

■総世帯数と高齢者世帯

高齢者のいる世帯

高齢者世帯比率

■高齢者世帯の世帯類型

高齢者のいる世帯

一人暮らし世帯

夫婦のみ世帯

その他世帯

一人暮らし世帯比率

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

（世帯）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

（世帯）

（４）

「平成

27（2015

傾向にあります。

高齢者のいる世帯の内訳をみると、

世帯数・割合ともに増加傾向にあり、その他の世帯は、世帯数・割合ともに減少

傾向にあります。

■総世帯数と高齢者世帯

  

総世帯数 

高齢者のいる世帯

高齢者世帯比率

■高齢者世帯の世帯類型

  

高齢者のいる世帯

一人暮らし世帯 

夫婦のみ世帯 

その他世帯 

一人暮らし世帯比率

9,118

2,279

25.0

平成12年

(2000年)

総世帯数

433

480

1,366

19.0

平成12年

(2000年)

一人暮らし世帯

（４）高齢者のいる世帯の状況

平成27（2015

2015）年の高齢者のいる世帯の推移をみると、世帯数・割合ともに増加

傾向にあります。

高齢者のいる世帯の内訳をみると、

世帯数・割合ともに増加傾向にあり、その他の世帯は、世帯数・割合ともに減少

傾向にあります。

■総世帯数と高齢者世帯 

単

 （世帯）

高齢者のいる世帯 （世帯）

高齢者世帯比率 （％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者世帯の世帯類型 

単  

高齢者のいる世帯 （世帯）

（世帯）

（世帯）

（世帯）

一人暮らし世帯比率 （％）

9,735

2,690

27.6

平成17年

(2005年

高齢者世帯の推移

高齢者のいる世帯

570

687

1,433

21.2

平成17年

(2005年

高齢者世帯の構成の推移

一人暮らし世帯 夫婦のみ世帯

高齢者のいる世帯の状況

2015）年 国勢調査

）年の高齢者のいる世帯の推移をみると、世帯数・割合ともに増加

 

高齢者のいる世帯の内訳をみると、

世帯数・割合ともに増加傾向にあり、その他の世帯は、世帯数・割合ともに減少

 

単  位 

（世帯） 

（世帯） 

（％） 

  位 
平成

(2000

（世帯） 

（世帯） 

（世帯） 

（世帯） 

（％） 

11 

10,076

2,690

年

年)

平成

(2010

高齢者世帯の推移

高齢者のいる世帯

22.9

年

年)

平成

(2010

高齢者世帯の構成の推移

夫婦のみ世帯 その他世帯

高齢者のいる世帯の状況

国勢調査」

）年の高齢者のいる世帯の推移をみると、世帯数・割合ともに増加

高齢者のいる世帯の内訳をみると、「一人暮らし世帯」と「夫婦のみ

世帯数・割合ともに増加傾向にあり、その他の世帯は、世帯数・割合ともに減少

平成 12 年 

(2000 年) 

9,118 

2,279 

25.0 

平成 12 年 

(2000 年) 

2,279 

433 

480 

1,366 

19.0 

 

10,076

3,043

30.2

平成22年

(2010年)

高齢者世帯比率

697

870

1,476

22.9

平成22年

(2010年)

高齢者世帯の構成の推移

その他世帯 一人暮らし世帯比率

高齢者のいる世帯の状況 

」により、平成

）年の高齢者のいる世帯の推移をみると、世帯数・割合ともに増加

「一人暮らし世帯」と「夫婦のみ

世帯数・割合ともに増加傾向にあり、その他の世帯は、世帯数・割合ともに減少

平成 17 年

(2005 年)

 9,735

 2,690

 27.6

平成 17 年 

(2005 年) 

2,690

570

687

1,433

21.2
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）年の高齢者のいる世帯の推移をみると、世帯数・割合ともに増加
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世帯数・割合ともに増加傾向にあり、その他の世帯は、世帯数・割合ともに減少
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２ 

めの

護予防・

（１）

 

 

 アンケートからの課題

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

めの第 7 期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定

護予防・日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅実態調査」を実施しました。

アンケートの概要については、資料編に掲載してあります。

 

（１）アンケート結果

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した

対象者の結果は以下のとおりです。

運動機能

栄養改善

咀嚼機能

閉じこもり

認知症リスク高齢者の割合

うつリスク高齢者の割合

転倒リスク高齢者の割合

ＩＡＤＬが低い

ボランティアに参加

スポーツ関係のグループ

趣味関係グループ

学習・教養サークル

地域づくりへの参加意向

地域づくりの企画・運営

配食ニーズあり

買物ニーズあり

現在の暮らしが苦しい

主観的健康感の高い

主観的幸福感の高い

 

 

 

 

 

 

アンケートからの課題

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定

日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅実態調査」を実施しました。

アンケートの概要については、資料編に掲載してあります。

アンケート結果

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した

対象者の結果は以下のとおりです。

運動機能リスク高齢者の割合

栄養改善リスク高齢者の割合

咀嚼機能リスク高齢者の割合

閉じこもりリスク高齢者の割合

リスク高齢者の割合

リスク高齢者の割合

リスク高齢者の割合

ＩＡＤＬが低い高齢者の割合

ボランティアに参加している高齢者の割合

スポーツ関係のグループ

趣味関係グループに参加

学習・教養サークルに

地域づくりへの参加意向

地域づくりの企画・運営

配食ニーズありの高齢者の割合

買物ニーズありの高齢者の割合

現在の暮らしが苦しい

主観的健康感の高い高齢者の割合

主観的幸福感の高い高齢者の割合

アンケートからの課題

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定

日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅実態調査」を実施しました。

アンケートの概要については、資料編に掲載してあります。

アンケート結果（見える化システムによる分析）

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した

対象者の結果は以下のとおりです。

対象項目

リスク高齢者の割合 

リスク高齢者の割合 

リスク高齢者の割合 

リスク高齢者の割合 

リスク高齢者の割合 

リスク高齢者の割合 

リスク高齢者の割合 

高齢者の割合 

している高齢者の割合

スポーツ関係のグループやクラブに

参加している高齢者の割合

参加している高齢者の割合

地域づくりへの参加意向のある高齢者の割合

地域づくりの企画・運営としての参加意向

の高齢者の割合 

の高齢者の割合 

現在の暮らしが苦しい高齢者の割合

高齢者の割合

高齢者の割合

12 

アンケートからの課題 

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定

日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅実態調査」を実施しました。

アンケートの概要については、資料編に掲載してあります。

（見える化システムによる分析）

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した

対象者の結果は以下のとおりです。 

対象項目 

している高齢者の割合 

やクラブに参加している高齢者の割合

している高齢者の割合

している高齢者の割合

のある高齢者の割合 

の参加意向のある高齢者の割合

高齢者の割合 

高齢者の割合 

高齢者の割合 

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定の基礎資料とするために、「

日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅実態調査」を実施しました。

アンケートの概要については、資料編に掲載してあります。

（見える化システムによる分析）

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した

している高齢者の割合

している高齢者の割合 

している高齢者の割合 

 

のある高齢者の割合

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

の基礎資料とするために、「

日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅実態調査」を実施しました。

アンケートの概要については、資料編に掲載してあります。 

（見える化システムによる分析）

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した

割合（％）

している高齢者の割合 

のある高齢者の割合 

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

の基礎資料とするために、「

日常生活圏域ニーズ調査」と「在宅実態調査」を実施しました。 

（見える化システムによる分析）

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した

割合（％） 

21.3 

5.5 

26.3 

27.1 

45.8 

43.6 

40.1 

6.7 

10.6 

17.5 

24 

5.5 

58.7 

37.4 

6.1 

5.1 

34.3 

72.5 

47.3 

中標津町が取り組むべき高齢者福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するた

の基礎資料とするために、「介

（見える化システムによる分析） 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を一定の判定方法で抽出した



 

（２）

アンケート結果からみた課題については次のように考えられます。

 

■介護予防について

私たちは、いつまでも元気で、他人の世話にならず、自立して暮らしたいと

考えますが、

なってきます。

このような時期を遅らせることが

がります。

期発見・早期対応

アンケートによると、介護・介助が必要になった原因

心臓病で

また、現在治療中、又は後遺症のある病気として高血圧が圧倒的に多いこと

も考えると、生活習慣病

への対策に力を注ぐことが重要となります。

さらに

ことが必要です

介護予防には

べきであると考えています。介護予防事業の中で、認知症予防教室、筋力トレー

ニング事業、転倒・骨折予防教室への関心が高くなっています。

の参加による事前事後の効果測定も必要ですが、参加者の意識の変化による相乗

効果が期待されます。

 

■移動手段の確保につ

高齢運転者による交通死亡事故の増加が懸念されていますが、その中で

転が不安でも車がなければ生活が成り立たない」という声

証を手放した人に、買い物や通院に利用できる移動手段を確保できるかどうかは

差し迫った課題です。

アンケートによると、

サービスを

や送迎」が望まれています。

なくなったときにどのようにすればよいのか不安であり、タクシー

は経済的に困難である。」という意見が寄せられていました。

移動手段の確保は、通院等だけでなく、「外出すること」が生きがいをもって

日常生活を営んでいくために不可欠です。

（２）高齢者実態調査の

アンケート結果からみた課題については次のように考えられます。

■介護予防について

私たちは、いつまでも元気で、他人の世話にならず、自立して暮らしたいと

考えますが、加齢に

なってきます。 

このような時期を遅らせることが

がります。そのためには、全身的な心身の虚弱さによる生活の不具合について早

期発見・早期対応

アンケートによると、介護・介助が必要になった原因

心臓病で、要介護者が抱えている傷病の上位が脳血管疾患や認知症

、現在治療中、又は後遺症のある病気として高血圧が圧倒的に多いこと

も考えると、生活習慣病

の対策に力を注ぐことが重要となります。

さらに、転倒リスク高齢者の割合は

ことが必要です。

介護予防には、

べきであると考えています。介護予防事業の中で、認知症予防教室、筋力トレー

ニング事業、転倒・骨折予防教室への関心が高くなっています。

の参加による事前事後の効果測定も必要ですが、参加者の意識の変化による相乗

効果が期待されます。

■移動手段の確保につ

高齢運転者による交通死亡事故の増加が懸念されていますが、その中で

転が不安でも車がなければ生活が成り立たない」という声

を手放した人に、買い物や通院に利用できる移動手段を確保できるかどうかは

差し迫った課題です。

アンケートによると、

サービスを60％近くが望んでいますが、それ以上に「通院や外出時などの介助

や送迎」が望まれています。

なくなったときにどのようにすればよいのか不安であり、タクシー

は経済的に困難である。」という意見が寄せられていました。

移動手段の確保は、通院等だけでなく、「外出すること」が生きがいをもって

日常生活を営んでいくために不可欠です。

高齢者実態調査の

アンケート結果からみた課題については次のように考えられます。

■介護予防について 

私たちは、いつまでも元気で、他人の世話にならず、自立して暮らしたいと

加齢による運動機能

このような時期を遅らせることが

そのためには、全身的な心身の虚弱さによる生活の不具合について早

とともに、介護にならないための、積極的な取組が必要です。

アンケートによると、介護・介助が必要になった原因

、要介護者が抱えている傷病の上位が脳血管疾患や認知症

、現在治療中、又は後遺症のある病気として高血圧が圧倒的に多いこと

も考えると、生活習慣病として死因順位の上位を占めている

の対策に力を注ぐことが重要となります。

転倒リスク高齢者の割合は

 

、70％以上が関心があり、半数以上が健康づくりに力を入れる

べきであると考えています。介護予防事業の中で、認知症予防教室、筋力トレー

ニング事業、転倒・骨折予防教室への関心が高くなっています。

の参加による事前事後の効果測定も必要ですが、参加者の意識の変化による相乗

効果が期待されます。 

■移動手段の確保について

高齢運転者による交通死亡事故の増加が懸念されていますが、その中で

転が不安でも車がなければ生活が成り立たない」という声

を手放した人に、買い物や通院に利用できる移動手段を確保できるかどうかは

差し迫った課題です。 

アンケートによると、身近な地域や自宅での生活を続けていくために、除雪

％近くが望んでいますが、それ以上に「通院や外出時などの介助

や送迎」が望まれています。

なくなったときにどのようにすればよいのか不安であり、タクシー

は経済的に困難である。」という意見が寄せられていました。

移動手段の確保は、通院等だけでなく、「外出すること」が生きがいをもって

日常生活を営んでいくために不可欠です。
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高齢者実態調査の結果からみた課題

アンケート結果からみた課題については次のように考えられます。

私たちは、いつまでも元気で、他人の世話にならず、自立して暮らしたいと

運動機能や知力の

このような時期を遅らせることが、生活の質の確保

そのためには、全身的な心身の虚弱さによる生活の不具合について早

、介護にならないための、積極的な取組が必要です。

アンケートによると、介護・介助が必要になった原因

、要介護者が抱えている傷病の上位が脳血管疾患や認知症

、現在治療中、又は後遺症のある病気として高血圧が圧倒的に多いこと

として死因順位の上位を占めている

の対策に力を注ぐことが重要となります。

転倒リスク高齢者の割合は40.1

％以上が関心があり、半数以上が健康づくりに力を入れる

べきであると考えています。介護予防事業の中で、認知症予防教室、筋力トレー

ニング事業、転倒・骨折予防教室への関心が高くなっています。

の参加による事前事後の効果測定も必要ですが、参加者の意識の変化による相乗

いて 

高齢運転者による交通死亡事故の増加が懸念されていますが、その中で

転が不安でも車がなければ生活が成り立たない」という声

を手放した人に、買い物や通院に利用できる移動手段を確保できるかどうかは

身近な地域や自宅での生活を続けていくために、除雪

％近くが望んでいますが、それ以上に「通院や外出時などの介助

や送迎」が望まれています。自由意見でも、「現在は自分で運転できるが、でき

なくなったときにどのようにすればよいのか不安であり、タクシー

は経済的に困難である。」という意見が寄せられていました。

移動手段の確保は、通院等だけでなく、「外出すること」が生きがいをもって

日常生活を営んでいくために不可欠です。

 

結果からみた課題

アンケート結果からみた課題については次のように考えられます。

私たちは、いつまでも元気で、他人の世話にならず、自立して暮らしたいと

や知力の低下により

生活の質の確保

そのためには、全身的な心身の虚弱さによる生活の不具合について早

、介護にならないための、積極的な取組が必要です。

アンケートによると、介護・介助が必要になった原因

、要介護者が抱えている傷病の上位が脳血管疾患や認知症

、現在治療中、又は後遺症のある病気として高血圧が圧倒的に多いこと

として死因順位の上位を占めている

の対策に力を注ぐことが重要となります。 

40.1％と高く、

％以上が関心があり、半数以上が健康づくりに力を入れる

べきであると考えています。介護予防事業の中で、認知症予防教室、筋力トレー

ニング事業、転倒・骨折予防教室への関心が高くなっています。

の参加による事前事後の効果測定も必要ですが、参加者の意識の変化による相乗

高齢運転者による交通死亡事故の増加が懸念されていますが、その中で

転が不安でも車がなければ生活が成り立たない」という声

を手放した人に、買い物や通院に利用できる移動手段を確保できるかどうかは

身近な地域や自宅での生活を続けていくために、除雪

％近くが望んでいますが、それ以上に「通院や外出時などの介助

自由意見でも、「現在は自分で運転できるが、でき

なくなったときにどのようにすればよいのか不安であり、タクシー

は経済的に困難である。」という意見が寄せられていました。

移動手段の確保は、通院等だけでなく、「外出すること」が生きがいをもって

日常生活を営んでいくために不可欠です。 

結果からみた課題 

アンケート結果からみた課題については次のように考えられます。

私たちは、いつまでも元気で、他人の世話にならず、自立して暮らしたいと

により、今までの生活ができなく

生活の質の確保や健康寿命の延伸に

そのためには、全身的な心身の虚弱さによる生活の不具合について早

、介護にならないための、積極的な取組が必要です。

アンケートによると、介護・介助が必要になった原因の上位

、要介護者が抱えている傷病の上位が脳血管疾患や認知症

、現在治療中、又は後遺症のある病気として高血圧が圧倒的に多いこと

として死因順位の上位を占めている心疾患・脳血管疾患

％と高く、転倒予防を強化していく
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本町において、どのような手段が効率的であり、有効であるか、買い物支援

などとともに考えていく必要があります。 

 

■生活支援サービスの整備について 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、地域で安心して在宅生活が継続できる

よう、多様な生活支援サービスの整備が求められています。 

自由意見には、「元気な間は何らかの役にたちたい。」、「元気な高齢者は、介

護を必要とする人々を手助けすることが望ましい。」などの意見もありました。 

しかし、高齢者のボランティア参加率は10.6％と高くはありません。仲間と

ともに楽しみながら社会貢献にもつながるような取組に、一人でも多くの住民が

関わることができるような働きかけが望まれます。また、「支えられる」の高齢

者から、「支える」「支えあう」高齢者へと転換を図り、まちづくりの様々な担い

手として活躍できる機会・場を多面的に設けていく必要があります。 

支えられる側ではなく支える側としての高齢者の活動を、多様な生活支援サ

ービスに生かしていくことが、介護人材の確保や介護予防・日常生活支援事業の

深化につながります。 

 

■医療・介護の連携について 

アンケートによると、介護が必要となった場合、施設への入所よりも自宅で

サービスを利用しながら生活したいと多くの人が望んでいることが分かりまし

た。 

また、認知症高齢者リスク高齢者の割合は、45.8％と高くなっています。 

高齢者施策で最も力を入れてほしい施策は「医療体制・訪問介護の充実」で、

認知症対策としても最も望まれているのは、「早期発見、専門医療につなげる仕

組み」でした。 

住民が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、地域包括ケアシス

テムの深化・推進の観点からも、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の充実

などへの取組が重要となります。 

 

■住みやすい住環境づくりについて 

アンケートでは、60％近くが「老人福祉施設の増床」を望んでいますが、今

後の介護の在り方としては、自宅でのサービスを利用しながらの生活を望んでい

る人の方が多い結果となっていました。要望の高かった「高齢者などに対する住

宅リフォームの支援」や「見守りや食事つきの高齢者向け住宅の確保」などにつ

いても検討していく必要があります。 

高齢者を対象とした住宅のうち、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け
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住宅（サ高住）の整備が全国的に進んでいます。本町においても、サービス付き

高齢者向け住宅（サ高住）が平成30年4月にサービスを開始します。サービス

付き高齢者向け住宅の登録基準への適合状況などへの適切な判断も求められま

す。 

 

■介護者支援について 

今回のアンケートでは、家族等介護者の就労継続の実現に向け、介護サービ

スの在り方を検討することも目的として実施されました。 

アンケート結果では、主な介護者が介護のために仕事を辞めた人は10.9％で、

現在働きながら介護をしている人のうち、仕事を続けていくのは難しいとの回答

は6.3％でした。 

多くの人が問題を抱えながらも、何とか介護を続けていますが、「自分のため

の時間がもてない」、「急な用事などのとき、助けてくれる人がいない」、「腰痛な

ど、からだの負担が大きい」などの悩みを抱えています。 

これらの悩みや不安を解消するために、最も求められているのが「一時預か

りの体制整備」でしたが、「気軽に相談する場所や人」「利用できるサービス等の

情報提供」も求められています。 

介護をしている人は、精神的、身体的、経済的に過剰な負担を抱えています。

介護を理由にした離職、介護疲れによる殺人、自殺などに追い込まれることがな

いような支援、また、介護者の介護家族としての役割だけでなく、休息や健康、

家族の団欒、友だちづきあいや学習、仕事、趣味などの社会参加が可能な環境づ

くりが求められています。 
孤立しがちな介護者を地域につなげるとともに情報提供の場として、「家族介

護者教室や茶話会」「介護者カフェ」などについても検討していく必要がありま

す。 
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445,750 467,199

83,157 79,952

在宅

地域密着型

施設

その他

在宅

地域密着型

施設

その他

H
27

H
28

（％）

H27 

H28 

1,229

1,186

計画 実績

H27

総給付費の計画値と実績値

等の状況

総給付費の進捗率（計画値に対する実績値の割合）は、平成

0.7％です。 

年度総給付費の対平成

万円の増加です。 

■総給付費の推計結果の検証 (総給付費の単位：

年度 

 
実績／計画

（％） 

1,185,662 96.5

※総給付費は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの合計

給付費推計結果の検証

27 年度 

実績 
実績／計画

（％）

493,736 106.7

144,775 61.0

467,199 104.8

79,952 96.1

0 20

在宅

地域密着型

施設

その他

在宅

地域密着型

施設

その他
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1,186

1,268

実績 計画

総給付費の計画値と実績値

の状況 

総給付費の進捗率（計画値に対する実績値の割合）は、平成

 

年度総給付費の対平成27年度の割合は

総給付費の単位：

実績／計画
 

計画

96.5 1,268,279

※総給付費は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの合計

給付費推計結果の検証 (給付費の単位：千円

実績／計画
（％） 

計画

106.7 462,744

61.0 272,454

104.8 449,206

96.1 83,875

61.0

40 60

進捗率

1,268
1,277

計画 実績

H28

総給付費の計画値と実績値

総給付費の進捗率（計画値に対する実績値の割合）は、平成

年度の割合は107.7

総給付費の単位：千円) 

平成

 実績

1,268,279 1,276,784

※総給付費は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの合計

給付費の単位：千円

平成

計画 実績

462,744 430,078

272,454 250,050

449,206 506,285

83,875 90,371

106.7

104.8

96.1

92.9

91.8

107.7

80 100

総給付費の進捗率（計画値に対する実績値の割合）は、平成27年度は

107.7％で、平成

平成 28 年度 

実績 
実績／計画

（％）

1,276,784 100.7

※総給付費は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの合計に、特定入所者介護サービス

給付費の単位：千円) 

平成 28 年度 

実績 
実績／計画

（％）

430,078 92.9

250,050 91.8

06,285 112.7

90,371 107.7

106.7

104.8

112.7

107.7

120

年度は96.5％、

％で、平成27年度より

 

実績／計画
（％） 

実績
対前年比

（％）

100.7 107.7

、特定入所者介護サービス

年度 

実績／計画
（％） 

実績
対前年比

（％）

92.9 87.1

91.8 172.7

112.7 108.4

107.7 113.0

％、

年度より

実績 
対前年比 

（％） 

107.7 

、特定入所者介護サービス

実績 
対前年比 

（％） 

87.1 

172.7 

108.4 

113.0 



 

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリ

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリ

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

介護予防支援・居宅介護支援

（３）

在宅サービス１）

平成27

護保険事業計画の計画値を比較した結果は、以下のとおりです。

 

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

区        

問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリ 

居宅療養管理指導

通所介護 

通所リハビリ 

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与 

福祉用具購入費 

住宅改修費 

特定施設入居者生活介護

介護予防支援・居宅介護支援

小計（在宅サービス）

（３）各サービスの進捗率

在宅サービス

27年度と平成

護保険事業計画の計画値を比較した結果は、以下のとおりです。

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

        分

居宅療養管理指導 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

 

特定施設入居者生活介護 

介護予防支援・居宅介護支援 

小計（在宅サービス） 

各サービスの進捗率

在宅サービス 

年度と平成28年度の主な

護保険事業計画の計画値を比較した結果は、以下のとおりです。

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

分 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

 
計画 

実績 

計画 

実績 
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各サービスの進捗率 

年度の主な在宅

護保険事業計画の計画値を比較した結果は、以下のとおりです。

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

合） 

２７年度
（千円）

 70,806

 86,719

 5,960

 6,871

 23,660

 26,542

 7,996

 11,425

 3,491

 3,460

 162,071

 161,764

 76,998

 70,535

 23,512

 23,005

 1,579

 2,067

 24,277

 27,385

 1,554

 2,074

 3,121

 4,652

 13,585

 12,538

 44,154

 54,699

 462,764

 493,736

 

在宅介護サービスの給付実績と、第

護保険事業計画の計画値を比較した結果は、以下のとおりです。

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

２７年度 
（千円） 

進捗

（％

70,806 

86,719 

5,960 

6,871 

23,660 

26,542 

7,996 

11,425 

3,491 

3,460 

162,071 

161,764 

76,998 

70,535 

23,512 

23,005 

1,579 

2,067 

24,277 

27,385 

1,554 

2,074 

3,121 

4,652 

13,585 

12,538 

44,154 

54,699 

462,764 

493,736 

介護サービスの給付実績と、第

護保険事業計画の計画値を比較した結果は、以下のとおりです。

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

進捗率 

％） 

２８年度
（千円）

122.5 

115.3 

112.2 

142.9 

99.1 

99.8 

91.6 

97.8 

130.9 

112.8 

133.5 

149.1 

92.3 

123.9 

106.7 

介護サービスの給付実績と、第

護保険事業計画の計画値を比較した結果は、以下のとおりです。 

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

２８年度 
（千円） 

進捗率

76,350 

85,623 

5,609 

5,857 

24,493 

26,589 

9,416 

7,628 

3,695 

3,662 

147,477 

105,141 

81,862 

68,202 

24,472 

22,475 

1,833 

1,839 

25,533 

27,921 

1,694 

2,795 

4,179 

4,305 

11,265 

14,309 

44,866 

53,732 

462,744 

430,078 

介護サービスの給付実績と、第６期介

在宅サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割

進捗率 

（％） 

112.1 

104.4 

108.6 

81.0 

99.1 

71.3 

83.3 

91.8 

100.3 

109.4 

165.0 

103.0 

127.0 

119.8 

92.9 



 

２）

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小計（地域密着型サービス）

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護については計画に含めていない

 

３）

老人福祉施設

老人保健施設

療養型医療施設

小計（施設サービス）

 

地域密着型２）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

に３ユニットの整備を見込んでいましたが、

低くなっています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サービスで、計画には

 

地域密着型サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況

区        

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型通所介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小計（地域密着型サービス）

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護については計画に含めていない

施設サービス３）

介護老人保健施設

たが、10

療養型医療施設については、

42人を見込んでいましたが、

用で進捗率が高くなっています。

施設サービスの給付費の進捗状況

区        

老人福祉施設 

老人保健施設 

療養型医療施設 

小計（施設サービス）

密着型サービス

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

に３ユニットの整備を見込んでいましたが、

低くなっています。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サービスで、計画には

地域密着型サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況
（進捗率：実績値の対計画値割合）

        分 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小計（地域密着型サービス） 

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護については計画に含めていない

施設サービス 

介護老人保健施設の

10人の利用があったことによるものです。

療養型医療施設については、

人を見込んでいましたが、

用で進捗率が高くなっています。

施設サービスの給付費の進捗状況

        分 

小計（施設サービス） 

サービス 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

に３ユニットの整備を見込んでいましたが、

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サービスで、計画には見込んでいませんでしたが、他市町村での利用

地域密着型サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況
（進捗率：実績値の対計画値割合）

 

計画

実績

計画

実績

計画

実績

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
計画

実績

 
計画

実績

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護については計画に含めていない

 

の進捗率が高いのは、月平均

利用があったことによるものです。

療養型医療施設については、平成

人を見込んでいましたが、45

用で進捗率が高くなっています。

施設サービスの給付費の進捗状況

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 

実績 

20 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

に３ユニットの整備を見込んでいましたが、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、本町では提供されていない

見込んでいませんでしたが、他市町村での利用

地域密着型サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況
（進捗率：実績値の対計画値割合）

２７年度
（千円）

計画 

実績 

計画 205,840

実績 143,783

計画 

実績 

計画 

実績 

計画 237,338

実績 144,775

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護については計画に含めていない

率が高いのは、月平均

利用があったことによるものです。

平成26年度の利

45人（平成27

用で進捗率が高くなっています。 

施設サービスの給付費の進捗状況（進捗率：実績値の対計画値割合）

２７年度 
（千円） 

251,714

244,773

21,271

25,744

172,765

196,682

445,750

467,199

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

に３ユニットの整備を見込んでいましたが、整備が遅れたことにより、進捗率が

については、本町では提供されていない

見込んでいませんでしたが、他市町村での利用

地域密着型サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況
（進捗率：実績値の対計画値割合） 

２７年度 
（千円） 

進捗

31,498 

0 

205,840 

143,783 

－ 

 

－ 

992 

237,338 

144,775 

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護については計画に含めていない。 

率が高いのは、月平均８人の利用を見込んで

利用があったことによるものです。 

年度の利用が40

27年度）、49

（進捗率：実績値の対計画値割合）

 
 

進捗率
（％）

251,714 
97.2 

244,773 

21,271 
121.0 

25,744 

172,765 
113.8 

196,682 

445,750 
104.8 

467,199 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

整備が遅れたことにより、進捗率が

については、本町では提供されていない

見込んでいませんでしたが、他市町村での利用

地域密着型サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況

進捗率％ 
２８年度
（千円）

0.0 

69.9 

－ 

－ 

61.0 

人の利用を見込んで

40人であったこともあり、

49人（平成

（進捗率：実績値の対計画値割合）

進捗率 
） 

２８年度
（千円）

97.2 

121.0 

113.8 

104.8 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

整備が遅れたことにより、進捗率が

については、本町では提供されていない

見込んでいませんでしたが、他市町村での利用実績です

地域密着型サービスの給付費（介護予防・介護給付の合計）の進捗状況 

２８年度 
（千円） 

進捗率％

41,644 

0 

230,810 

197,737 

－ 

49,999 

－ 

2,314 

272,454 

250,050 

人の利用を見込んでいまし

人であったこともあり、

人（平成28年度）の利

（進捗率：実績値の対計画値割合） 

２８年度 
（千円） 

進捗率

251,227 

258,289 

21,230 

25,010 

176,749 

222,986 

449,206 

506,285 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、第６期中に新た

整備が遅れたことにより、進捗率が

については、本町では提供されていない

実績です。 

進捗率％ 

0.0 

85.7 

－ 

－ 

91.8 

いまし

人であったこともあり、

年度）の利

進捗率 
（％） 

102.8 

117.8 

126.2 

112.7 



 

 

（４）

高齢化率

前期高齢者割合

後期高齢者割合

認定率

（４）見える化システムによる本町の状況

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

割合、認定率の低さが特徴的です。

  

高齢化率 

前期高齢者割合 

後期高齢者割合 

認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

（％）

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

（％）

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

（％）

見える化システムによる本町の状況

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

割合、認定率の低さが特徴的です。

全国

 

 

27.3

全国

50.6

49.4

全国

前期高齢者・後期高齢者割合

前期高齢者割合

18.1

全国

見える化システムによる本町の状況

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

割合、認定率の低さが特徴的です。

全国 

27.3 

50.6 

49.4 

18.1 

21 

29.9

北海道

高 齢 化 率

50.4

49.6

北海道

前期高齢者・後期高齢者割合

前期高齢者割合

19.5

北海道

認 定 率

見える化システムによる本町の状況

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

割合、認定率の低さが特徴的です。 

北海道 

 

23.5

中標津町

52.7

47.3

中標津町

前期高齢者・後期高齢者割合

後期高齢者割合

13.4

中標津町

見える化システムによる本町の状況

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

 中標津町

29.9 

50.4 

49.6 

19.5 

23.5

中標津町

52.7

47.3

中標津町

13.4

中標津町

見える化システムによる本町の状況 

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

中標津町 

23.5

52.7

47.3

13.4

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

 時点

.5 Ｈ28.10

52.7 Ｈ29.8 

47.3 Ｈ29.8 

13.4 Ｈ29.8 

見える化システムによるデータ分析によると、本町の高齢化率、後期高齢者

時点 

10 
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20.1

5.1

8.9

11.9

8.9

6.5

11.3

7.9

9.9

18.2

4.6

6.9

10.9

5.6

5.6

10.7

7.2

8.2

17 .6

4 .4

4 .7

12 .4

4 .8

4 .7

5 .3

12 .0

9 .0

0 5 10 15 20 25

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハ

通所介護

通所リハ

短期入所生活介護

短期入所療養介護

地域密着型通所介護

（回・日）

受給者1人当たり利用回数・日数

全国

北海道

中標津町

 

受給者1人当たり利用日数・回数を全国・北海道と比べると、本町は利用回数・

日数が低いサービスが多くなっていますが、短期入所療養介護においては、全国

や北海道の1.5倍以上の利用日数となっています。 

■受給者 1人当たり利用日数・回数 

 サービス事業名  単位 全国 北海道 中標津町 

訪問介護 （回） 20.1 18.2 17.6 

訪問入浴介護 （回） 5.1 4.6 4.4 

訪問看護 （回） 8.9 6.9 4.7 

訪問リハビリテーション （回） 11.9 10.9 12.4 

通所介護 （回） 8.9 5.6 4.8 

通所リハビリテーション （回） 6.5 5.6 4.7 

短期入所生活介護 （日） 11.3 10.7 5.3 

短期入所療養介護 （日） 7.9 7.2 12.0 

地域密着型通所介護 （回） 9.9 8.2 9.0 

（時点）平成29年6月(2017年6月) 

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 

 

 

 

 

 



 

事業所種別事業所名

居宅介護支援事業者
(ケアマネジャー

訪問介護事業所
(ホームヘルプサービス

訪問入浴介護事業所

訪問看護事業所

訪問リハビリ事業所

通所介護事業所
（デイサービス）

通所リハビリテーション
(デイケア）
短期入所生活介護事業所
（ショートステイ）
短期入所療養介護事業所
（ショートステイ）

認知症
事業所
（グループホーム）

小規模多機能型居宅介護事
業所 

福祉用具貸与事業所

介護老人福祉施設

介護療養型医療施設

介護予防支援事事業所

サービス付き高齢者住宅

 

（５）

■町内の介護保険サービス事業者一覧（

事業所種別事業所名

居宅介護支援事業者
ケアマネジャー) 

訪問介護事業所 
ホームヘルプサービス

訪問入浴介護事業所

訪問看護事業所 

訪問リハビリ事業所 

通所介護事業所 
（デイサービス） 

通所リハビリテーション
デイケア） 

短期入所生活介護事業所
（ショートステイ） 
短期入所療養介護事業所
（ショートステイ） 

認知症対応型共同生活介護
事業所 
（グループホーム） 

小規模多機能型居宅介護事
 

福祉用具貸与事業所

介護老人福祉施設 

介護療養型医療施設

介護予防支援事事業所

サービス付き高齢者住宅

（５）町内の介護保険サービス事業者

■町内の介護保険サービス事業者一覧（

事業所種別事業所名 事   

居宅介護支援事業者 

中標津町社協ケアサービスセンター

居宅介護支援センター中標津りんどう園
石田病院居宅介護支援事業所
ナイス・ケアもみの樹
居宅介護支援事業所たんぽぽ

白樺並木ケアプランニング

ハートケアゆとり居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所こすもす

応援居宅介護支援事業所

ホームヘルプサービス) 

中標津町社協ケアサービスセンター

石田病院
ヘルパーステーションもみの樹
ホームヘルプステーションたんぽぽ

ハートケアゆとり訪問介護事業所

訪問介護こすもす

ニットー介護ヘルプステー

ホームヘルプステーションすずらん

訪問入浴介護事業所 中標津町社協ケアサービスセンター

中標津訪問看護ステーション
医療法人樹恵会石田病院
指定訪問看護ステーション

 
町立中標津病院・訪問リハビリテーションセンター

医療法人樹恵会石田病院
指定訪問リハビリテーション
デイサービスセンター中標津りんどう園

応援デイサービスセ

デイサービスセンター白樺並木

デイサービスセンター

デイサービスセンター

通所リハビリテーション 
石田病院デイケアセンターいこいの樹

短期入所生活介護事業所 
特別養護老人ホーム

短期入所療養介護事業所 
医療法人樹恵会

対応型共同生活介護

 

石田病院
グループホーム

愛の家グループホームなかしべつ

中標津グループホームすずらん

グループホームみるく

グループホーム萩の里

小規模多機能型居宅介護事
中標津ケアセンターすずらん（休止中）

ケアセンター介陽

福祉用具貸与事業所 アズ介護

 
特別養護老人ホーム

広域ユニット型特別養護老人ホーム中標津りんどう園

介護療養型医療施設 医療法人樹恵会

介護予防支援事事業所 中標津町地域包括支援センター

サービス付き高齢者住宅 介護付き有料老人ホームつなぐ

町内の介護保険サービス事業者

■町内の介護保険サービス事業者一覧（

   業   所   

中標津町社協ケアサービスセンター

居宅介護支援センター中標津りんどう園
石田病院居宅介護支援事業所
ナイス・ケアもみの樹
居宅介護支援事業所たんぽぽ

白樺並木ケアプランニング

ハートケアゆとり居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所こすもす

応援居宅介護支援事業所

中標津町社協ケアサービスセンター

石田病院 指定訪問介護事業所
ヘルパーステーションもみの樹
ホームヘルプステーションたんぽぽ

ハートケアゆとり訪問介護事業所

訪問介護こすもす

ニットー介護ヘルプステー

ホームヘルプステーションすずらん

中標津町社協ケアサービスセンター

中標津訪問看護ステーション
医療法人樹恵会石田病院
指定訪問看護ステーション
町立中標津病院・訪問リハビリテーションセンター

医療法人樹恵会石田病院
指定訪問リハビリテーション
デイサービスセンター中標津りんどう園

応援デイサービスセ

デイサービスセンター白樺並木

デイサービスセンター

デイサービスセンター

石田病院デイケアセンターいこいの樹

特別養護老人ホーム

医療法人樹恵会  

石田病院 指定認知症対応型共同生活介護事業所
グループホーム いこいの樹

愛の家グループホームなかしべつ

中標津グループホームすずらん

グループホームみるく

グループホーム萩の里

中標津ケアセンターすずらん（休止中）

ケアセンター介陽

アズ介護サービス

特別養護老人ホーム

広域ユニット型特別養護老人ホーム中標津りんどう園

医療法人樹恵会  

中標津町地域包括支援センター

介護付き有料老人ホームつなぐ
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町内の介護保険サービス事業者

■町内の介護保険サービス事業者一覧（平成

   名 

中標津町社協ケアサービスセンター

居宅介護支援センター中標津りんどう園
石田病院居宅介護支援事業所 
ナイス・ケアもみの樹 
居宅介護支援事業所たんぽぽ 

白樺並木ケアプランニング 

ハートケアゆとり居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所こすもす 

応援居宅介護支援事業所 

中標津町社協ケアサービスセンター

指定訪問介護事業所
ヘルパーステーションもみの樹 
ホームヘルプステーションたんぽぽ

ハートケアゆとり訪問介護事業所

訪問介護こすもす 

ニットー介護ヘルプステーション

ホームヘルプステーションすずらん

中標津町社協ケアサービスセンター

中標津訪問看護ステーション  
医療法人樹恵会石田病院 
指定訪問看護ステーション エヴァー・グリーン
町立中標津病院・訪問リハビリテーションセンター

医療法人樹恵会石田病院 
指定訪問リハビリテーション 
デイサービスセンター中標津りんどう園

応援デイサービスセンター 

デイサービスセンター白樺並木 

デイサービスセンター ファイン 

デイサービスセンター ほたる 

石田病院デイケアセンターいこいの樹

特別養護老人ホーム 中標津りんどう園

  石田病院 

指定認知症対応型共同生活介護事業所
いこいの樹 

愛の家グループホームなかしべつ

中標津グループホームすずらん

グループホームみるく 

グループホーム萩の里 

中標津ケアセンターすずらん（休止中）

ケアセンター介陽 

サービス ファミリア 

特別養護老人ホーム 中標津りんどう園

広域ユニット型特別養護老人ホーム中標津りんどう園

  石田病院 

中標津町地域包括支援センター

介護付き有料老人ホームつなぐ

 

町内の介護保険サービス事業者

平成 29 年 7 月 1

中標津町社協ケアサービスセンター 

居宅介護支援センター中標津りんどう園 
 

 

ハートケアゆとり居宅介護支援事業所 

 

中標津町社協ケアサービスセンター 

指定訪問介護事業所            
 

ホームヘルプステーションたんぽぽ 

ハートケアゆとり訪問介護事業所 

ション 

ホームヘルプステーションすずらん 

中標津町社協ケアサービスセンター 

 

エヴァー・グリーン
町立中標津病院・訪問リハビリテーションセンター

デイサービスセンター中標津りんどう園 

 

 

 

石田病院デイケアセンターいこいの樹 

中標津りんどう園 

指定認知症対応型共同生活介護事業所

愛の家グループホームなかしべつ 

中標津グループホームすずらん 

中標津ケアセンターすずらん（休止中） 

中標津りんどう園 

広域ユニット型特別養護老人ホーム中標津りんどう園

中標津町地域包括支援センター 

介護付き有料老人ホームつなぐ 

町内の介護保険サービス事業者 

日現在） 

利用定員等

利用定員：

利用定員：

利用定員：

利用定員：

利用定員：

利用定員：

利用定員：

利用定員：

  

             
  

  

  

  

  

  

  

  

エヴァー・グリーン 
  

町立中標津病院・訪問リハビリテーションセンター   

利用定員：

利用定員：１日

利用定員：１日

利用定員：１日

利用定員：１日

利用定員：１日

利用定員：１日

利用定員：１日
（空床利用可）

  

指定認知症対応型共同生活介護事業所 
利用定員：

利用定員：

利用定員：

利用定員：

利用定員：

  

通所サービス利用定員：
宿泊サービス利用定員：

  

利用定員：

広域ユニット型特別養護老人ホーム中標津りんどう園 利用定員：

利用定員：

  

60 床

利用定員等 

利用定員：35 名 

利用定員：70 名 

利用定員：70 名 

利用定員：35 名 

利用定員：58 名 

利用定員：87 名 

利用定員：110 名 

利用定員：35 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用定員：30 名 

利用定員：１日 40

利用定員：１日 15

利用定員：１日 10

利用定員：１日 24

利用定員：１日 15

利用定員：１日 46

利用定員：１日 10
（空床利用可） 

 

利用定員：18 名 

利用定員：18 名 

利用定員：18 名 

利用定員：9 名 

利用定員：18 名 

 

通所サービス利用定員：
宿泊サービス利用定員：

 

利用定員：50 名 

利用定員：40 名 

利用定員：60 名 

 

床（平成 30 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 名 

15 名 

10 名 

24 名 

15 名 

46 名 

10 名 

 

 

 

 

通所サービス利用定員：6 名 
宿泊サービス利用定員：3 名 

 

 

 

4 月開設） 



 

４ 

（１）

１）

■

高齢者人口

基本チェックリストの実施数

二次予防事業対象者数（

 

対 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト 実 施 数 割 合
(C/B) 

高齢者人口に対する割合

※平成

 

２）

■運動器の機能向上事業の実績

区

実施箇所数

実施回数

参加実人数

参加延人数
※平成

 

３）

■介護予防教室

介護予防教室

※平成

（２）

１）

■相談内容の実績

 

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること

権利擁護（成年後見制度等）に関すること

高齢者虐待に関すること

その他

※平成

 

 介護予防

（１）介護予防事業

二次予防事業対象者の把握事業１）

■二次予防事業対象者の把握事業

高齢者人口 （A） 

基本チェックリストの実施数

二次予防事業対象者数（

対 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト 実 施 数 割 合
 

高齢者人口に対する割合

※平成29年度は平成

運動器の機能向上事業２）

■運動器の機能向上事業の実績

区  分 

実施箇所数 （箇所） 

実施回数   （回） 

参加実人数 （人） 

参加延人数 （人） 
※平成29年度は平成

介護予防普及啓発事業３）

■介護予防教室

介護予防教室等の開催

※平成29年度は平成

（２）包括的支援事業

総合相談支援事業・権利擁護事業の強化１）

■相談内容の実績

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること

権利擁護（成年後見制度等）に関すること

高齢者虐待に関すること

その他 

※平成29年度は平成

介護予防・包括的支援事業の実施状況

介護予防事業

二次予防事業対象者の把握事業

二次予防事業対象者の把握事業

区  分 

基本チェックリストの実施数 （B） 

二次予防事業対象者数（C） 

対 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト 実 施 数 割 合

高齢者人口に対する割合 (C/A)

年度は平成29年6月末現在

運動器の機能向上事業

■運動器の機能向上事業の実績

 

 実績

目標

実績

実績

実績
年度は平成29年6月末現在

介護予防普及啓発事業

■介護予防教室等の開催の実績

区  分 

等の開催 

年度は平成29年6月末現在

包括的支援事業

総合相談支援事業・権利擁護事業の強化

■相談内容の実績                           

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること

権利擁護（成年後見制度等）に関すること

高齢者虐待に関すること 

年度は平成29年6月末現在

・包括的支援事業の実施状況

介護予防事業 

二次予防事業対象者の把握事業

二次予防事業対象者の把握事業の実績

 実績値（人）

実績値（人）

対 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト 実 施 数 割 合 

/A) 

月末現在 

運動器の機能向上事業 

■運動器の機能向上事業の実績 

  

実績 

目標 

実績 

実績 

実績 
月末現在 

介護予防普及啓発事業 

等の開催の実績 

計 画（回）

実績値（回）

月末現在 

包括的支援事業 

総合相談支援事業・権利擁護事業の強化

                           

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること

権利擁護（成年後見制度等）に関すること 

月末現在 

24 

・包括的支援事業の実施状況

二次予防事業対象者の把握事業

の実績 

平成

実績値（人） 

実績値（人） 

（％） 

（％） 

 

平成 27 年度

268

 

平成

画（回） 

実績値（回） 

総合相談支援事業・権利擁護事業の強化

                           

平成

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること 

・包括的支援事業の実施状況

二次予防事業対象者の把握事業 

平成 27 年度 

5,473 

52 

29 

55.8 

0.5 

年度 平成

1 

90 

90 

26 

268 

平成 27 年度 

24 

25 

総合相談支援事業・権利擁護事業の強化

                           

平成 27 年度 

342 

2 

2 

91 

・包括的支援事業の実施状況 

 平成 28 年度

 5,603

 

 

 23.8

 

平成 28 年度 

1 

90 

90 

15 

239 

 平成 28 年度

 

 

総合相談支援事業・権利擁護事業の強化 

                           

平成 28 年度

570

52

年度 平成 29

5,603 

21 

5 

23.8 

0.1 

平成 29 年度

年度 平成 29

24 

27 

                           （単位：件）

年度 平成 29

570 

5 

2 

52 

29 年度 

5,759 

34 

15 

44.1 

0.3 

年度 

1 

90 

12 

3 

17 

29 年度 

24 

8 

（単位：件） 

29 年度 

133 

0 

0 

15 



 

 

電 

来 

訪 

合 

※平成

平成

平成

平成

※平成

※平成

 

■認知症サポーター養成講座開催状況

開催回数（回）

養成サポーター数（人）

※平成

 

 

 

 

 

 

 

開催回数（回）

■相談件数（延件数）の実績

   話 

   所 

   問 

   計 

※平成29年度は平成

介護予防ケアマネジメント事業２）

■予防プラン作成件数（各年度

 

平成 27 年度 

成 28 年度 

平成 29 年度 

※平成29年度は平成

包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進３）

■ケアマネ連絡会の開催状況

※平成29年度は平成

 

認知症総合支援事業４）

■認知症サポーター養成講座開催状況

開催回数（回） 

養成サポーター数（人）

※平成29年度は平成

区  

開催回数（回） 

■相談件数（延件数）の実績

年度は平成29年6月末現在

 

介護予防ケアマネジメント事業

■予防プラン作成件数（各年度

区  

要支援

要支援

合   

要支援

要支援

合   

要支援

要支援

合   

年度は平成29年10月末現在

 

包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進

■ケアマネ連絡会の開催状況

年度は平成29年6月末現在

認知症総合支援事業

■認知症サポーター養成講座開催状況

区  分 

養成サポーター数（人） 

年度は平成29年6月末現在

  分 

■相談件数（延件数）の実績                      

月末現在 

介護予防ケアマネジメント事業

■予防プラン作成件数（各年度 3月末実績値）

  分 

要支援 1 

要支援 2 

   計 

要支援 1 

要支援 2 

   計 

要支援 1 

要支援 2 

   計 

月末現在 

包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進

■ケアマネ連絡会の開催状況 

月末現在 

認知症総合支援事業 

■認知症サポーター養成講座開催状況 

 

月末現在 

平成

25 

                      

平成 27 年度

介護予防ケアマネジメント事業

月末実績値）

合   計

包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進

 

平成

平成 27 年度

 

                      

年度 平成

102 

93 

120 

315 

介護予防ケアマネジメント事業 

月末実績値）              

計 うち包括作成分

78 

91 

169 

74 

87 

161 

76 

93 

169 

包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進

平成 27 年度 

133

年度 平成

3 

                      

平成 28 年度 

117

195

115

427

              

うち包括作成分 

66

76

142

64

81

145

68

88

156

包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進 

 平成 28 年度

9 

133 

平成 28 年度 

3

                      （単位：件）

 平成 29

117 

195 

115 

427 

              （単位：件）

 うち委託分

66 

76 

142 

64 

81 

145 

68 

88 

156 

 

28 年度 平成

5 

91 

平成 29

3 

（単位：件） 

29 年度 

24 

45 

34 

103 

（単位：件） 

うち委託分 

12 

15 

27 

10 

6 

16 

8 

5 

13 

平成 29 年度 

2 

28 

29 年度 

1 



 

５ 

（１）

１）

■外出支援サービスの計画値と実績

利用実人員

※平成

 

２）

■軽度生活援助サービス（除雪サービス）の計画値と実績

利用実人員

※平成

 

３）

■緊急通報機器設置の計画値と実績

利用実人員

※平成

 

 福祉サービスの利用状況

（１）日常生活の支援

高齢者の日常生活を支援する各事業の実績は、次のとおりです。

外出支援サービス１）

平成25

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

め、サービスを実施

■外出支援サービスの計画値と実績

区  

利用実人員 

※平成 29年度の利用実人員は平成

軽度生活援助サービス２）

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪

行っています。

■軽度生活援助サービス（除雪サービス）の計画値と実績

区  

利用実人員 

※平成29年度の利用実人員は平成

緊急通報機器設置３）

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

従来の固定型と携帯型を使い分けて提供しています。

■緊急通報機器設置の計画値と実績

区  

利用実人員 

※平成29年度の利用実人員は平成

 

福祉サービスの利用状況

日常生活の支援

高齢者の日常生活を支援する各事業の実績は、次のとおりです。

外出支援サービス

25年度に移送サービス専用車両を更新し、歩行困難により普通乗用車の

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

め、サービスを実施してい

■外出支援サービスの計画値と実績

 分 

計画（人）

実績（人）

達成率（％）

年度の利用実人員は平成

軽度生活援助サービス

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪

行っています。 

■軽度生活援助サービス（除雪サービス）の計画値と実績

  分 

計画（人）

実績（人）

達成率（％）

年度の利用実人員は平成

緊急通報機器設置

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

従来の固定型と携帯型を使い分けて提供しています。

■緊急通報機器設置の計画値と実績

  分 

計画（人）

実績（人）

達成率（％）

年度の利用実人員は平成

福祉サービスの利用状況

日常生活の支援 

高齢者の日常生活を支援する各事業の実績は、次のとおりです。

外出支援サービス 

年度に移送サービス専用車両を更新し、歩行困難により普通乗用車の

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

しています。

■外出支援サービスの計画値と実績 

平成

計画（人） 

実績（人） 

達成率（％） 

年度の利用実人員は平成 29 年 10 月末現在

軽度生活援助サービス 

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪

■軽度生活援助サービス（除雪サービス）の計画値と実績

平成

計画（人） 

実績（人） 

達成率（％） 

年度の利用実人員は平成29年10月末現在

緊急通報機器設置 

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

従来の固定型と携帯型を使い分けて提供しています。

■緊急通報機器設置の計画値と実績 

平成

計画（人） 

実績（人） 

達成率（％） 

年度の利用実人員は平成29年10月末現在

26 

福祉サービスの利用状況 

高齢者の日常生活を支援する各事業の実績は、次のとおりです。

年度に移送サービス専用車両を更新し、歩行困難により普通乗用車の

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

ます。 

 

平成 27 年度 

60

36

60.0 

月末現在 

 

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪

■軽度生活援助サービス（除雪サービス）の計画値と実績

平成 27 年度 

45

4

100

月末現在 

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

従来の固定型と携帯型を使い分けて提供しています。

 

平成 27 年度 

70

69

98.6 

月末現在 

高齢者の日常生活を支援する各事業の実績は、次のとおりです。

年度に移送サービス専用車両を更新し、歩行困難により普通乗用車の

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

 平成 28

60 

36 

60.0 

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪

■軽度生活援助サービス（除雪サービス）の計画値と実績 

 平成 28

45 

45 

.0 

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

従来の固定型と携帯型を使い分けて提供しています。

 平成 28

70 

69 

98.6 

高齢者の日常生活を支援する各事業の実績は、次のとおりです。

年度に移送サービス専用車両を更新し、歩行困難により普通乗用車の

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

28 年度 

60 

32 

53.3 

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪

28 年度 

45 

38 

84.4 

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

従来の固定型と携帯型を使い分けて提供しています。 

28 年度 

75 

58 

77.3 

高齢者の日常生活を支援する各事業の実績は、次のとおりです。 

年度に移送サービス専用車両を更新し、歩行困難により普通乗用車の

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

平成 29 年度

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪

平成 29 年度

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

平成 29 年度

年度に移送サービス専用車両を更新し、歩行困難により普通乗用車の

利用が出来ない高齢者の医療機関や福祉施設などへの外出機会の便宜を図るた

年度 

60 

27 

45.0 

在宅の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を支援するために、除雪を

年度 

45 

38 

84.4 

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

年度 

80 

50 

62.5 



 

入所者数

※平成

 

 

※平成

 

 

 

 

 

（２）

養護老人ホーム１）

養護老人ホームは、

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

します。

なお、

合には介護保険を利用して入所を続けられます。

■養護老人ホームの状況

区

入所者数 

※平成29年度の入所者数は平成

高齢者向け公営住宅２）

高齢者が自立した生活が営めるよう、

２団地７

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

応できるよう

■高齢者向け公営住宅の整備状況

区

実利用世帯数（世帯）

※平成29年度の実利用世帯

 

（２）養護老人ホーム等

養護老人ホーム

養護老人ホームは、

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

します。 

なお、加齢により日常生活動作（

合には介護保険を利用して入所を続けられます。

 

■養護老人ホームの状況

区  分 

計画（人）

実績（人）

達成率（％）

年度の入所者数は平成

高齢者向け公営住宅

高齢者が自立した生活が営めるよう、

団地７棟７６戸

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

応できるよう、暮らしやすい公営住宅の整備を

■高齢者向け公営住宅の整備状況

区  分 

実利用世帯数（世帯） 

年度の実利用世帯数は平成

養護老人ホーム等

養護老人ホーム 

養護老人ホームは、おおむね

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

加齢により日常生活動作（

合には介護保険を利用して入所を続けられます。

■養護老人ホームの状況 

計画（人） 

実績（人） 

達成率（％） 

年度の入所者数は平成29年10月末現在

高齢者向け公営住宅 

高齢者が自立した生活が営めるよう、

が完成し、老朽化した公営住宅の建替え

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

暮らしやすい公営住宅の整備を

■高齢者向け公営住宅の整備状況

 

数は平成29年10

27 

養護老人ホーム等 

おおむね65歳以上で、身体上

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

加齢により日常生活動作（ADL

合には介護保険を利用して入所を続けられます。

平成 27 年度

月末現在 

 

高齢者が自立した生活が営めるよう、

老朽化した公営住宅の建替え

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

暮らしやすい公営住宅の整備を

■高齢者向け公営住宅の整備状況 

平成 27 年度

10月末現在 

 

歳以上で、身体上

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

ADL）が低下したり認知症が進むなどの場

合には介護保険を利用して入所を続けられます。 

年度 平成

10 

6 

60.0 

高齢者が自立した生活が営めるよう、ユニバーサルデザインを採用した

老朽化した公営住宅の建替え

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

暮らしやすい公営住宅の整備を進めています

年度 平成

44 

歳以上で、身体上若しくは精神上又は環境上

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

）が低下したり認知症が進むなどの場

 

平成 28 年度 

10

6

60.0

ユニバーサルデザインを採用した

老朽化した公営住宅の建替え計画

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

進めています。

平成 28 年度 

45

若しくは精神上又は環境上

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

）が低下したり認知症が進むなどの場

 平成 29

10 

6 

60.0 

ユニバーサルデザインを採用した

計画により、子

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

。 

 平成 29

45 

精神上又は環境上

の理由及び経済的理由により、居宅において生活が困難な人を施設において養護

）が低下したり認知症が進むなどの場

29 年度 

10 

5 

50.0 

ユニバーサルデザインを採用した旭第

子どもか

ら高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対

29 年度 

51 



 

（３）

１）

■シルバー人材センターの実績

※平成

２）

■老人クラブの活動

※平成

３）

■ボランティアの活動状況

 

※平成

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生きがい支援

高齢者の生きがいを支援する各事業の実績は、次のとおりです。

 

シルバー人材センター１）

高齢者は増加しているもののシルバー人材センターの会員は減少傾向にあり

ます。 

■シルバー人材センターの実績

区  

登録者数（人）

請負件数（件）

※平成29年度の登録者数は平成

 

老人クラブ２）

高齢者は増加していますが、ライフスタイルの変化により年々老人クラブへ

の加入者数及び加入率が低下しています。

■老人クラブの活動

区  

単位老人クラブ数

会員数（人）

※平成29年度は平成

 

ボランティア活動３）

高齢者対象のボランティアは、

 

■ボランティアの活動状況

区  
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※平成29年度は平成

生きがい支援
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■シルバー人材センターの実績

  分 

登録者数（人） 

請負件数（件） 

年度の登録者数は平成29

老人クラブ 

高齢者は増加していますが、ライフスタイルの変化により年々老人クラブへ

者数及び加入率が低下しています。

■老人クラブの活動状況
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ボランティア活動
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■ボランティアの活動状況
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６ 制度改正の

（１）

第６期

け地域包括ケアを一層推進するために、医療介護総合確保推進法に基づく在宅

医療・介護連携の推進、介護予防・日常生活支援総合事業の導入、認知症施策

の強化（認知症初期集中支援推進事業等）などの施策を

が求められています。

第７期計画

2025年（平成

る204

テムを深化・推進していく計画とすることが重要となります。

 

自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の１）

推進

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて

取り組む仕組みが制度化されます。

�

�

�

 

■「保険

また、保険者機能の強化に関連して、下記についても取組が進められます。

�

制度改正の

（１）地域包括

第６期から、「団塊の世代」が

け地域包括ケアを一層推進するために、医療介護総合確保推進法に基づく在宅

医療・介護連携の推進、介護予防・日常生活支援総合事業の導入、認知症施策

の強化（認知症初期集中支援推進事業等）などの施策を

が求められています。

第７期計画では

年（平成37

2040年（平成52

テムを深化・推進していく計画とすることが重要となります。

自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の

推進 

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて

取り組む仕組みが制度化されます。

� 「見える化」システム等の国から提供されたデータを基に課題分析

を行い、自立支援・重度化防止に向けた取組内容と目標を介護保険

事業計画に記載

� 都道府県による市町村に対する支援事業の創設

� 財政的インセンティブ付与の規定の整備

■「保険者機能の強化」によるインセンティブ付与までの流れ

また、保険者機能の強化に関連して、下記についても取組が進められます。

� 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）

制度改正の概要 

地域包括ケアシステムの

、「団塊の世代」が

け地域包括ケアを一層推進するために、医療介護総合確保推進法に基づく在宅

医療・介護連携の推進、介護予防・日常生活支援総合事業の導入、認知症施策

の強化（認知症初期集中支援推進事業等）などの施策を

が求められています。 

では、この第６期に導入された新施策の一層の充実を図りつつ、

37年）、更には、いわゆる団塊ジュニア世代が

52年）に向けて、地域の実情に合わせた地域包括ケアシス

テムを深化・推進していく計画とすることが重要となります。

自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて

取り組む仕組みが制度化されます。

「見える化」システム等の国から提供されたデータを基に課題分析

を行い、自立支援・重度化防止に向けた取組内容と目標を介護保険

事業計画に記載 

都道府県による市町村に対する支援事業の創設

財政的インセンティブ付与の規定の整備

者機能の強化」によるインセンティブ付与までの流れ

また、保険者機能の強化に関連して、下記についても取組が進められます。

地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
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また、保険者機能の強化に関連して、下記についても取組が進められます。

地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
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医療・介護連携推進等２）

� 「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新

護保険施設「介護医療院」

� 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長（平成

年 3

介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、

道が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

をこれまで以上に確保することが必要

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。

 

地域共生社会３）

� 市町村が地域福祉計画を策定するよう努め

おける共通事項を定め、上位計画として位置づけ

等の改正】

� 高齢者と障

介護保険と障

れました。

� 地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

び関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨

ました。

等の改正】

厚生労働省

共生社会

「

という

人と

とりの

 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多

機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）

 認知症施策の推進（新オレンジプランの推進）

 

医療・介護連携推進等

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新

護保険施設「介護医療院」

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長（平成

3 月 31 日まで）することと

介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、

が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

をこれまで以上に確保することが必要

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。

地域共生社会の実現に向けた取組の推進

市町村が地域福祉計画を策定するよう努め

おける共通事項を定め、上位計画として位置づけ

等の改正】 

高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、

介護保険と障がい

れました。【介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正】

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

び関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨

ました。（「我が事・丸ご

等の改正】 

 

厚生労働省では

共生社会」の実現

「地域共生社会

という関係を超えて

と人、人と資源

とりの暮らしと生

居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多

機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）

認知症施策の推進（新オレンジプランの推進）

医療・介護連携推進等 

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新

護保険施設「介護医療院」が

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長（平成

日まで）することと

介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、

が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

をこれまで以上に確保することが必要

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。

の実現に向けた取組の推進

市町村が地域福祉計画を策定するよう努め

おける共通事項を定め、上位計画として位置づけ

児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、

がい福祉両方の制度に新たに共生型サービス

【介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正】

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

び関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨

（「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定）【社会福祉法

 

地域共社会の目指すもの

では、“「我が

実現を今後の福祉改革

地域共生社会」とは、制度

えて、地域住民

資源が世代や分野

生きがい、地域
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居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多

機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）

認知症施策の推進（新オレンジプランの推進）

 

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新

護保険施設「介護医療院」が創設されます。

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長（平成

日まで）することとされました。

介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、

が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

をこれまで以上に確保することが必要

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。

の実現に向けた取組の推進

市町村が地域福祉計画を策定するよう努め

おける共通事項を定め、上位計画として位置づけ

児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、

福祉両方の制度に新たに共生型サービス

【介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正】

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

び関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨

と」の地域福祉推進の理念を規定）【社会福祉法

地域共社会の目指すもの

が事・丸ごと」

福祉改革を貫く

制度・分野ごとの

地域住民や地域の多様

分野を超えて『

地域をともに創

居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多

機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）

認知症施策の推進（新オレンジプランの推進）

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新

されます。 

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長（平成

されました。高度急性期から在宅医療・

介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、

が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

をこれまで以上に確保することが必要です。医療・介護の連携に関し、

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。

の実現に向けた取組の推進

市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野に

おける共通事項を定め、上位計画として位置づけ

児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、

福祉両方の制度に新たに共生型サービス

【介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正】

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

び関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨

と」の地域福祉推進の理念を規定）【社会福祉法

地域共社会の目指すもの

」地域共生社会本部

く基本コンセプ

ごとの『縦割り

多様な主体が

『丸ごと』つながることで

創っていく社会

居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多

機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）

認知症施策の推進（新オレンジプランの推進） 

れ」や「看取り・ターミ

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長（平成

高度急性期から在宅医療・

介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、

が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

です。医療・介護の連携に関し、

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。

の実現に向けた取組の推進 

るとともに、福祉の各分野に

られます。【社会福祉法

児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、

福祉両方の制度に新たに共生型サービスが

【介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正】

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

び関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨

と」の地域福祉推進の理念を規定）【社会福祉法

地域共社会の目指すもの 

地域共生社会本部”を設置

コンセプトに位置

り』や「支え

が『我が事』

つながることで

社会を目指すものです

居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多

機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入） 

」や「看取り・ターミ

ナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長（平成 36

高度急性期から在宅医療・

介護までの一連的なサービス提供体制の一体的な確保を図るため、北海

が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

です。医療・介護の連携に関し、

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。

るとともに、福祉の各分野に

【社会福祉法

児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、

が位置づけら

【介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の改正】 

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

び関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨が明記され

と」の地域福祉推進の理念を規定）【社会福祉法

設置し、「地域

位置づけています

え手」「受け手

』として参画し

つながることで、住民一人

すものです。 

居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多

」や「看取り・ターミ

たな介

36

高度急性期から在宅医療・

北海

が作成する第７次医療計画、第７期介護保険事業支援計画との整合性

です。医療・介護の連携に関し、

北海道による町に対する必要な情報の提供その他の支援が行われます。 

るとともに、福祉の各分野に

【社会福祉法

児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、

ら

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える

多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による把握及

され

と」の地域福祉推進の理念を規定）【社会福祉法

地域

づけています。 

手」

し、

住民一人ひ

 



 

（２）

現役世代並みの１）

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点か

ら、現行２割負担者のうち特に所得の高い層（年金収入等

負担割合

護保険法の改正（平成

 

介護納付金２）

現行では、各医療保険者は、介護納付金を２号被保険者であ

に応じて負担」してい

た負担」と

保険法等の改正（平成

 

その他の取組、課題等について３）

今般の介護保険法等の一部改正以外の対応をもって、今後対応や引き続き

の検討が予定されている主な事項としては、以下のとおりです。

 

① 軽度

軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の「介護予防・

日常生活支援総合事業」への移行について

る介護予防訪問介護と介護予防通所介護の移行や、「多様な主体（介護サービ

ス事業者や介護労働者以外の主体）」による「多様なサービス」の展開を着実

に進め、事業の把握・検証を行った上で、引き続き関係審議会等において検討

し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

 

② 福祉用具

福祉用具貸与について

ら、非常に高価な価格請求が行われている等の問題が存在することを踏まえ、

全ての福祉用具貸与の全国平均貸与価格を

住宅改修については、価格の設定が事業者の裁量によるほか、事業者によ

り技術・施工水準のバラツキが大きい等の課題があることから、住宅改修の見

積書類の様式（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把握できるもの）

を、国が示すことを検討

 

 

（２）介護保険制度の持続可能性の確保

現役世代並みの

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点か

ら、現行２割負担者のうち特に所得の高い層（年金収入等

負担割合が３割と

護保険法の改正（平成

介護納付金における

現行では、各医療保険者は、介護納付金を２号被保険者であ

に応じて負担」してい

た負担」となります。

保険法等の改正（平成

その他の取組、課題等について

今般の介護保険法等の一部改正以外の対応をもって、今後対応や引き続き

の検討が予定されている主な事項としては、以下のとおりです。

軽度者への支援の

軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の「介護予防・

日常生活支援総合事業」への移行について

る介護予防訪問介護と介護予防通所介護の移行や、「多様な主体（介護サービ

ス事業者や介護労働者以外の主体）」による「多様なサービス」の展開を着実

に進め、事業の把握・検証を行った上で、引き続き関係審議会等において検討

し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

福祉用具・

福祉用具貸与について

ら、非常に高価な価格請求が行われている等の問題が存在することを踏まえ、

全ての福祉用具貸与の全国平均貸与価格を

住宅改修については、価格の設定が事業者の裁量によるほか、事業者によ

り技術・施工水準のバラツキが大きい等の課題があることから、住宅改修の見

積書類の様式（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把握できるもの）

を、国が示すことを検討

介護保険制度の持続可能性の確保

現役世代並みの所得のある

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点か

ら、現行２割負担者のうち特に所得の高い層（年金収入等

なります。（ただし、月額

護保険法の改正（平成30年８月１日施行）】

における総

現行では、各医療保険者は、介護納付金を２号被保険者であ

に応じて負担」していますが、これを被用者保険間では「標準報酬総額に応じ

なります。（激変緩和の観点から段階的に導入）【介護保険法、健康

保険法等の改正（平成29年７月

その他の取組、課題等について

今般の介護保険法等の一部改正以外の対応をもって、今後対応や引き続き

の検討が予定されている主な事項としては、以下のとおりです。

者への支援の在り

軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の「介護予防・

日常生活支援総合事業」への移行について

る介護予防訪問介護と介護予防通所介護の移行や、「多様な主体（介護サービ

ス事業者や介護労働者以外の主体）」による「多様なサービス」の展開を着実

に進め、事業の把握・検証を行った上で、引き続き関係審議会等において検討

し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

・住宅改修

福祉用具貸与について、現状では価格の設定が事業者の裁量によることか

ら、非常に高価な価格請求が行われている等の問題が存在することを踏まえ、

全ての福祉用具貸与の全国平均貸与価格を

住宅改修については、価格の設定が事業者の裁量によるほか、事業者によ

り技術・施工水準のバラツキが大きい等の課題があることから、住宅改修の見

積書類の様式（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把握できるもの）

を、国が示すことを検討しています
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介護保険制度の持続可能性の確保

所得のある人の

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点か

ら、現行２割負担者のうち特に所得の高い層（年金収入等

（ただし、月額

年８月１日施行）】

総報酬割の導入

現行では、各医療保険者は、介護納付金を２号被保険者であ

が、これを被用者保険間では「標準報酬総額に応じ

（激変緩和の観点から段階的に導入）【介護保険法、健康

年７月1日施行）※平成

その他の取組、課題等について

今般の介護保険法等の一部改正以外の対応をもって、今後対応や引き続き

の検討が予定されている主な事項としては、以下のとおりです。

在り方 
軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の「介護予防・

日常生活支援総合事業」への移行について

る介護予防訪問介護と介護予防通所介護の移行や、「多様な主体（介護サービ

ス事業者や介護労働者以外の主体）」による「多様なサービス」の展開を着実

に進め、事業の把握・検証を行った上で、引き続き関係審議会等において検討

し、その結果に基づき必要な措置を講ずる

住宅改修に関する見直し

、現状では価格の設定が事業者の裁量によることか

ら、非常に高価な価格請求が行われている等の問題が存在することを踏まえ、

全ての福祉用具貸与の全国平均貸与価格を

住宅改修については、価格の設定が事業者の裁量によるほか、事業者によ

り技術・施工水準のバラツキが大きい等の課題があることから、住宅改修の見

積書類の様式（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把握できるもの）

しています。 

 

介護保険制度の持続可能性の確保

人の利用者負担割合の見直し

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点か

ら、現行２割負担者のうち特に所得の高い層（年金収入等

（ただし、月額44,400

年８月１日施行）】 

報酬割の導入 

現行では、各医療保険者は、介護納付金を２号被保険者であ

が、これを被用者保険間では「標準報酬総額に応じ

（激変緩和の観点から段階的に導入）【介護保険法、健康

日施行）※平成29

その他の取組、課題等について 

今般の介護保険法等の一部改正以外の対応をもって、今後対応や引き続き

の検討が予定されている主な事項としては、以下のとおりです。

軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の「介護予防・

日常生活支援総合事業」への移行については、平成

る介護予防訪問介護と介護予防通所介護の移行や、「多様な主体（介護サービ

ス事業者や介護労働者以外の主体）」による「多様なサービス」の展開を着実

に進め、事業の把握・検証を行った上で、引き続き関係審議会等において検討

し、その結果に基づき必要な措置を講ずることとなっています

に関する見直し 
、現状では価格の設定が事業者の裁量によることか

ら、非常に高価な価格請求が行われている等の問題が存在することを踏まえ、

全ての福祉用具貸与の全国平均貸与価格を公表する仕組みを国が構築

住宅改修については、価格の設定が事業者の裁量によるほか、事業者によ

り技術・施工水準のバラツキが大きい等の課題があることから、住宅改修の見

積書類の様式（改修内容、材料費、施工費等の内訳が明確に把握できるもの）

 

介護保険制度の持続可能性の確保 

利用者負担割合の見直し

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点か

ら、現行２割負担者のうち特に所得の高い層（年金収入等340

44,400円の負担の上限あり）【介

現行では、各医療保険者は、介護納付金を２号被保険者であ

が、これを被用者保険間では「標準報酬総額に応じ

（激変緩和の観点から段階的に導入）【介護保険法、健康

29年８月分より実施】
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第３章 計画の基本的な考え方

 計画の基本理念

私たちは生きている限り元気で、生きがいを感じながら暮らしたいと願いま

す。超高齢社会においては、価値観が多様化する中で、社会参加活動や学習活動

を通じての心の豊かさや生きがいの充足の機会が求められ

化に対応して絶えず新たな知識や技術

このため、高齢期を迎えても、一人ひとりの豊富な知識や経験を地域社会に

生かすことができる、すなわち誰にでも出番があり、地域社会に必要とされてい

ると実感できる環境づくりとともに、高齢者は支えられる存在だけではなく、互

いに助け合い支え合う

また、介

したいと願います。このような高齢者の安心な暮らしを支援するため、介護保険

サービスの充実とともに、在宅医療と介護との連携、多様な主体の協働による地

域包括ケアシステムの構築と
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２２ 施策の基本方向

計画の理念を実現するため、次に掲げる３つの目標の

す。 

（１）

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送る

めには、介護保険サービスはもとより、高齢者の在宅生活を支える様々なサービ

スや支援が包括的かつ継続的に行われる必要があります。

町では、増加を続ける一人暮らしや夫婦世帯の高齢者が、安心した暮らしを

続けていけるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、高齢者一人ひとり

が介護保険サービスを含む様々なサービスや資源を活用しながら、継続的に支援

が受けられる包括的なケアシステムの構築を地域において進めます。
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の推進」とともに、高齢者の多様なライフスタイルの実現を支援していきます。

介護予防については、介護予防事業・日常生活支援総合事業の

多様な主体による柔軟な取組について検討していきます。

（３）

これからますます増えていく

齢者など支援を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える地域ケア体制

を構築する必要があります。

地域での支え

れのサービスを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に

連携することにより、

じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に提供されることが重要となり
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続けていけるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、高齢者一人ひとり

が介護保険サービスを含む様々なサービスや資源を活用しながら、継続的に支援

が受けられる包括的なケアシステムの構築を地域において進めます。

高齢者の生きがいと健康づくり

中標津町の高齢化率は、北海道の中にあっては低く推移してきましたが、平

年）には25

その中で、私たちが目指すべき方向は、単なる長寿ではなく、高齢者一人ひ

とりが元気で活動的に生活できる「明るく活力ある高齢社会」の構築です。

このため、高齢者が住み慣れた地域で継続した生活が送れるよう「介護予防

の推進」とともに、高齢者の多様なライフスタイルの実現を支援していきます。

介護予防については、介護予防事業・日常生活支援総合事業の

多様な主体による柔軟な取組について検討していきます。

多様な暮らしを支え

これからますます増えていく

齢者など支援を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える地域ケア体制

を構築する必要があります。

合いについては、医療・介護・予防・住まい・生活支援それぞ

れのサービスを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に

連携することにより、様々な課題を抱える高齢者に対して、それぞれの状態に応

じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に提供されることが重要となり

地域ネットワークの確立については、地域包括支援センターが核となって、

議会等と調整していきます。
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計画の理念を実現するため、次に掲げる３つの目標の

安心して暮らせる環境づくり

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送る

めには、介護保険サービスはもとより、高齢者の在宅生活を支える様々なサービ

スや支援が包括的かつ継続的に行われる必要があります。

町では、増加を続ける一人暮らしや夫婦世帯の高齢者が、安心した暮らしを

続けていけるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、高齢者一人ひとり

が介護保険サービスを含む様々なサービスや資源を活用しながら、継続的に支援

が受けられる包括的なケアシステムの構築を地域において進めます。

高齢者の生きがいと健康づくり

中標津町の高齢化率は、北海道の中にあっては低く推移してきましたが、平

5％になると推計されています

その中で、私たちが目指すべき方向は、単なる長寿ではなく、高齢者一人ひ

とりが元気で活動的に生活できる「明るく活力ある高齢社会」の構築です。

このため、高齢者が住み慣れた地域で継続した生活が送れるよう「介護予防

の推進」とともに、高齢者の多様なライフスタイルの実現を支援していきます。

介護予防については、介護予防事業・日常生活支援総合事業の

多様な主体による柔軟な取組について検討していきます。

多様な暮らしを支え合う

これからますます増えていくことが予測される認知症高齢者や一人暮らし高

齢者など支援を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える地域ケア体制

を構築する必要があります。 

については、医療・介護・予防・住まい・生活支援それぞ

れのサービスを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に

な課題を抱える高齢者に対して、それぞれの状態に応

じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に提供されることが重要となり

地域ネットワークの確立については、地域包括支援センターが核となって、

議会等と調整していきます。

 

計画の理念を実現するため、次に掲げる３つの目標の

安心して暮らせる環境づくり 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送る

めには、介護保険サービスはもとより、高齢者の在宅生活を支える様々なサービ

スや支援が包括的かつ継続的に行われる必要があります。

町では、増加を続ける一人暮らしや夫婦世帯の高齢者が、安心した暮らしを

続けていけるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、高齢者一人ひとり

が介護保険サービスを含む様々なサービスや資源を活用しながら、継続的に支援

が受けられる包括的なケアシステムの構築を地域において進めます。

高齢者の生きがいと健康づくり

中標津町の高齢化率は、北海道の中にあっては低く推移してきましたが、平

になると推計されています

その中で、私たちが目指すべき方向は、単なる長寿ではなく、高齢者一人ひ

とりが元気で活動的に生活できる「明るく活力ある高齢社会」の構築です。

このため、高齢者が住み慣れた地域で継続した生活が送れるよう「介護予防

の推進」とともに、高齢者の多様なライフスタイルの実現を支援していきます。

介護予防については、介護予防事業・日常生活支援総合事業の

多様な主体による柔軟な取組について検討していきます。

合うまちづくり

ことが予測される認知症高齢者や一人暮らし高

齢者など支援を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える地域ケア体制

については、医療・介護・予防・住まい・生活支援それぞ

れのサービスを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に

な課題を抱える高齢者に対して、それぞれの状態に応

じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に提供されることが重要となり

地域ネットワークの確立については、地域包括支援センターが核となって、

議会等と調整していきます。 

計画の理念を実現するため、次に掲げる３つの目標の下に、取組を進めていきま

 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送る

めには、介護保険サービスはもとより、高齢者の在宅生活を支える様々なサービ

スや支援が包括的かつ継続的に行われる必要があります。 

町では、増加を続ける一人暮らしや夫婦世帯の高齢者が、安心した暮らしを

続けていけるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、高齢者一人ひとり

が介護保険サービスを含む様々なサービスや資源を活用しながら、継続的に支援

が受けられる包括的なケアシステムの構築を地域において進めます。

高齢者の生きがいと健康づくり 

中標津町の高齢化率は、北海道の中にあっては低く推移してきましたが、平

になると推計されています。 

その中で、私たちが目指すべき方向は、単なる長寿ではなく、高齢者一人ひ

とりが元気で活動的に生活できる「明るく活力ある高齢社会」の構築です。

このため、高齢者が住み慣れた地域で継続した生活が送れるよう「介護予防

の推進」とともに、高齢者の多様なライフスタイルの実現を支援していきます。

介護予防については、介護予防事業・日常生活支援総合事業の

多様な主体による柔軟な取組について検討していきます。 

まちづくり 

ことが予測される認知症高齢者や一人暮らし高

齢者など支援を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える地域ケア体制

については、医療・介護・予防・住まい・生活支援それぞ

れのサービスを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に

な課題を抱える高齢者に対して、それぞれの状態に応

じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に提供されることが重要となり

地域ネットワークの確立については、地域包括支援センターが核となって、

に、取組を進めていきま

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送る

めには、介護保険サービスはもとより、高齢者の在宅生活を支える様々なサービ

町では、増加を続ける一人暮らしや夫婦世帯の高齢者が、安心した暮らしを

続けていけるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、高齢者一人ひとり

が介護保険サービスを含む様々なサービスや資源を活用しながら、継続的に支援

が受けられる包括的なケアシステムの構築を地域において進めます。 

中標津町の高齢化率は、北海道の中にあっては低く推移してきましたが、平

 

その中で、私たちが目指すべき方向は、単なる長寿ではなく、高齢者一人ひ

とりが元気で活動的に生活できる「明るく活力ある高齢社会」の構築です。

このため、高齢者が住み慣れた地域で継続した生活が送れるよう「介護予防

の推進」とともに、高齢者の多様なライフスタイルの実現を支援していきます。

介護予防については、介護予防事業・日常生活支援総合事業の充実に努め

ことが予測される認知症高齢者や一人暮らし高

齢者など支援を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える地域ケア体制

については、医療・介護・予防・住まい・生活支援それぞ

れのサービスを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に

な課題を抱える高齢者に対して、それぞれの状態に応

じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に提供されることが重要となり

地域ネットワークの確立については、地域包括支援センターが核となって、

に、取組を進めていきま

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送るた

めには、介護保険サービスはもとより、高齢者の在宅生活を支える様々なサービ

町では、増加を続ける一人暮らしや夫婦世帯の高齢者が、安心した暮らしを

続けていけるよう在宅福祉サービスの充実に努めるとともに、高齢者一人ひとり

が介護保険サービスを含む様々なサービスや資源を活用しながら、継続的に支援

中標津町の高齢化率は、北海道の中にあっては低く推移してきましたが、平

その中で、私たちが目指すべき方向は、単なる長寿ではなく、高齢者一人ひ

とりが元気で活動的に生活できる「明るく活力ある高齢社会」の構築です。 

このため、高齢者が住み慣れた地域で継続した生活が送れるよう「介護予防

の推進」とともに、高齢者の多様なライフスタイルの実現を支援していきます。 

充実に努め、

ことが予測される認知症高齢者や一人暮らし高

齢者など支援を必要とする人々を、高齢者を含む社会全体で支える地域ケア体制

については、医療・介護・予防・住まい・生活支援それぞ

れのサービスを提供する関係機関及び地域住民、ボランティア等の団体が密接に

な課題を抱える高齢者に対して、それぞれの状態に応

じ、必要なときに必要なサービスが円滑かつ適切に提供されることが重要となり

地域ネットワークの確立については、地域包括支援センターが核となって、
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第４章 高齢者施策の展開 

施策の体系図 

基本理念 高齢者が生きがいを感じ、ともに支え合い、安心して暮らせるまちづくり 

 目標１ 安心して暮らせる環境づくり 

 （１）介護保険サービスの充実 

 １）予防給付の充実 
２）居宅サービスの充実 
３）地域密着型サービスの充実 
４）居住系サービスの充実 
５）施設サービスの充実 
６）人材確保の充実 

（２）高齢者の自立への支援 

 １）福祉サービスの充実 
２）高齢者に配慮した住まいの確保 

目標２ 高齢者の生きがいと健康づくり 

 （１）生きがいづくりへの支援 

 １）高齢者の就労対策 
２）老人クラブの支援 
３）生涯学習の機会の拡充 

（２）健康づくり 

 １）総合的な健康づくり 
２）元気な高齢者を目指す取組 

（３）介護予防の総合的な推進 

 １）一般介護予防事業 
２）介護予防・生活支援サービス事業 

目標３ 多様な暮らしを支え合うまちづくり 

 （１）地域包括ケアシステムの推進 

 １）地域包括支援センターの体制整備 
２）地域包括支援センターの運営 
３）在宅医療・介護の連携推進 
４）生活支援サービスの体制整備 

（２）認知症高齢者対策の推進 

 １）認知症に関する知識の普及 
２）認知症ケア体制の推進 
３）認知症初期集中支援事業 
４）認知症高齢者とその家族への地域支援 
５）認知症ケアパスの作成と普及 

（３）地域支え合いの推進 

 １）地域ネットワークの確立 
２）災害時における高齢者への支援 
４）見守り体制の推進 

 



 

１１ 安心して暮らせる環

（１）

予防給付の充実１）

介護保険法の基本理念である自立支援をより徹底する観点から、軽度の要支

援認定者に対する介護保険サービスについて、生活機能の低下を防ぎ、要介護状

態等の軽減や悪化防止に効果が期待できる利用者本位の予防給付の充実を図り

ます。 

要支援認定者の増加に

が主となってしまい他の業務に支障が出る状況にありますが、

立支援を目指し、利用者の希望に

主任ケアマネジャー等によって、

要支援認定者の通所介護や訪問介護

民、ボランティア、

提供を図っていきます

 

居宅サービスの充実２）

第６期の期間中、サービス提供体制が整わずに、

いサービスもありました

向にある中で、

もに安定的な利用

るサービス提供体制

なお、通所介護は平成

こともあり、利用者の増加が見込まれます

は、平成

 

地域密着型サービスの充実３）

本町において提供されているサービスは「小規模多機能型居宅介護」と「地

域密着型通所介護」です。「

本町では提供されていませんが、他市町村でのサービス利用が考えられます

小規模多機能型居宅介護サービスは「

を組み合わせて提供することで在宅での自立生活を支援するサービスであり、地

域包括ケアシステムを担う中核的なサービス拠点の

適切な供給量の確保や補完的なサービスが提供できる体制を整備していくこと

安心して暮らせる環

（１）介護保険サービスの充実

予防給付の充実

介護保険法の基本理念である自立支援をより徹底する観点から、軽度の要支

援認定者に対する介護保険サービスについて、生活機能の低下を防ぎ、要介護状

態等の軽減や悪化防止に効果が期待できる利用者本位の予防給付の充実を図り

 

要支援認定者の増加に

が主となってしまい他の業務に支障が出る状況にありますが、

立支援を目指し、利用者の希望に

主任ケアマネジャー等によって、

要支援認定者の通所介護や訪問介護

民、ボランティア、

を図っていきます

居宅サービスの充実

第６期の期間中、サービス提供体制が整わずに、

いサービスもありました

向にある中で、在宅での自立生活を支援するため、より一層質的向上を図るとと

もに安定的な利用

サービス提供体制

なお、通所介護は平成

こともあり、利用者の増加が見込まれます

は、平成28年4月

地域密着型サービスの充実

本町において提供されているサービスは「小規模多機能型居宅介護」と「地

域密着型通所介護」です。「

本町では提供されていませんが、他市町村でのサービス利用が考えられます

小規模多機能型居宅介護サービスは「

を組み合わせて提供することで在宅での自立生活を支援するサービスであり、地

域包括ケアシステムを担う中核的なサービス拠点の

適切な供給量の確保や補完的なサービスが提供できる体制を整備していくこと

安心して暮らせる環

介護保険サービスの充実

予防給付の充実 

介護保険法の基本理念である自立支援をより徹底する観点から、軽度の要支

援認定者に対する介護保険サービスについて、生活機能の低下を防ぎ、要介護状

態等の軽減や悪化防止に効果が期待できる利用者本位の予防給付の充実を図り

要支援認定者の増加に伴い

が主となってしまい他の業務に支障が出る状況にありますが、

立支援を目指し、利用者の希望に

主任ケアマネジャー等によって、

要支援認定者の通所介護や訪問介護

民、ボランティア、NＰＯ等の団体との協働により、多様な生活支援サービスの

を図っていきます。 

居宅サービスの充実 

第６期の期間中、サービス提供体制が整わずに、

いサービスもありました。認定者数の増加に伴い居宅サービス利用者数も増加傾

在宅での自立生活を支援するため、より一層質的向上を図るとと

ができるよう

サービス提供体制の充実を図っていきます。

なお、通所介護は平成30年度から、新たな事業所がサービス提供を開始する

こともあり、利用者の増加が見込まれます

月1日から、地域密着型通所介護の事業所となりました。

地域密着型サービスの充実

本町において提供されているサービスは「小規模多機能型居宅介護」と「地

域密着型通所介護」です。「定期

本町では提供されていませんが、他市町村でのサービス利用が考えられます

小規模多機能型居宅介護サービスは「

を組み合わせて提供することで在宅での自立生活を支援するサービスであり、地

域包括ケアシステムを担う中核的なサービス拠点の

適切な供給量の確保や補完的なサービスが提供できる体制を整備していくこと
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介護保険サービスの充実

介護保険法の基本理念である自立支援をより徹底する観点から、軽度の要支
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が主となってしまい他の業務に支障が出る状況にありますが、
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ＰＯ等の団体との協働により、多様な生活支援サービスの

 

第６期の期間中、サービス提供体制が整わずに、

。認定者数の増加に伴い居宅サービス利用者数も増加傾

在宅での自立生活を支援するため、より一層質的向上を図るとと

ができるよう、介護人材の育成・確保を推進し

の充実を図っていきます。
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域包括ケアシステムを担う中核的なサービス拠点の

適切な供給量の確保や補完的なサービスが提供できる体制を整備していくこと
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重かつ適切なケアプラン作成に努めます。

の地域支援事業

ＰＯ等の団体との協働により、多様な生活支援サービスの
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本町では提供されていませんが、他市町村でのサービス利用が考えられます
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本町において提供されているサービスは「小規模多機能型居宅介護」と「地

対応型訪問介護看護」については、

本町では提供されていませんが、他市町村でのサービス利用が考えられます

通い」を中心に随時「訪問」と「泊り」

を組み合わせて提供することで在宅での自立生活を支援するサービスであり、地
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介護保険法の基本理念である自立支援をより徹底する観点から、軽度の要支

援認定者に対する介護保険サービスについて、生活機能の低下を防ぎ、要介護状

態等の軽減や悪化防止に効果が期待できる利用者本位の予防給付の充実を図り

、地域包括支援センター職員６名ではプラン作成

要支援認定者の自

保健師や

重かつ適切なケアプラン作成に努めます。 

への移行に伴い、地域住

ＰＯ等の団体との協働により、多様な生活支援サービスの

十分な供給量を確保できな

。認定者数の増加に伴い居宅サービス利用者数も増加傾

在宅での自立生活を支援するため、より一層質的向上を図るとと

生活を支え

年度から、新たな事業所がサービス提供を開始する

人以下の事業所

日から、地域密着型通所介護の事業所となりました。 

本町において提供されているサービスは「小規模多機能型居宅介護」と「地

対応型訪問介護看護」については、

本町では提供されていませんが、他市町村でのサービス利用が考えられます。 

通い」を中心に随時「訪問」と「泊り」

を組み合わせて提供することで在宅での自立生活を支援するサービスであり、地

とされていることから、

適切な供給量の確保や補完的なサービスが提供できる体制を整備していくこと
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施設サービスの充実５）

施設サービスは、在宅で

しており、介護給付費総額の約４割を占めています。

介護老人福祉施設は、利用者にとって需要の高いサービスであり、平成

４月から36

介護老人保健施設は、町内に

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設「介

護医療院」

年間延長（平成

自宅や住み慣れた地域での在宅生活の継続が基本となりますが、家族等の援

助が受けられない高齢者や低所得高齢者の拠り所としての役割を果たしていく

ことが必要であり、

なサービスの提供体制の整備に努めるとともに、利用者の生活機能が向上するサ

ービスの提供ができるようサービスの充実を図ります。

が求められています。

りました。しかしながら、平成

他の１施設も休止と

取り組みを行い、サービス提供体制の

「域密着型通所介護」は平成

以下の小規模なデイサービスで

によりサービスが提供されています。

居住系サービス

本町では、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

２施設（3ユニット

利用が可能となっています

施設の内１施設が平成

グループホームは認知症高齢者の生活の場であることから、サービスの質の

確保が重要です。休止中のグループホームについては、事業再開に向けた

を行い、サービス提供体制の確保を図ります。

30年４月から新たに特定施設入居者生活介護の指定を受けたサービス

付高齢者向け住宅（6

人を見込みます。

量の確保に努めるとともに適切な管理

施設サービスの充実

施設サービスは、在宅で

しており、介護給付費総額の約４割を占めています。

介護老人福祉施設は、利用者にとって需要の高いサービスであり、平成

36床の増床を行い

介護老人保健施設は、町内に

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設「介

護医療院」が創設されます。

年間延長（平成36年

自宅や住み慣れた地域での在宅生活の継続が基本となりますが、家族等の援

助が受けられない高齢者や低所得高齢者の拠り所としての役割を果たしていく

ことが必要であり、現在の施設規模を維持しつつ、適切な供給量の確保と補完的

なサービスの提供体制の整備に努めるとともに、利用者の生活機能が向上するサ

ービスの提供ができるようサービスの充実を図ります。

が求められています。平成29年４月に１施設が新規開設し、町内に２

りました。しかしながら、平成26

休止となりサービスが提供できない状況となっており、

を行い、サービス提供体制の

「域密着型通所介護」は平成28

以下の小規模なデイサービスで、対象者は要介護

によりサービスが提供されています。

居住系サービスの充実 

本町では、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

ユニット）が

利用が可能となっていますが、各施設ともほぼ満床の状況となっています。しか

施設の内１施設が平成29

ムは認知症高齢者の生活の場であることから、サービスの質の

休止中のグループホームについては、事業再開に向けた

を行い、サービス提供体制の確保を図ります。

年４月から新たに特定施設入居者生活介護の指定を受けたサービス

60床）が開設されるため、

人を見込みます。サ高住の利用者数を考慮し

量の確保に努めるとともに適切な管理

施設サービスの充実 

施設サービスは、在宅での生活が困難な高齢者の受け皿としての役割を果た

しており、介護給付費総額の約４割を占めています。

介護老人福祉施設は、利用者にとって需要の高いサービスであり、平成

床の増床を行い現在は

介護老人保健施設は、町内に施設がなく現状では町外施設を利用しています。

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設「介

されます。現行の介護療養病床の経過措置期間については、６

年3月31日まで）することと

自宅や住み慣れた地域での在宅生活の継続が基本となりますが、家族等の援
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現在の施設規模を維持しつつ、適切な供給量の確保と補完的

なサービスの提供体制の整備に努めるとともに、利用者の生活機能が向上するサ

ービスの提供ができるようサービスの充実を図ります。
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年４月に１施設が新規開設し、町内に２

26年11月から

なりサービスが提供できない状況となっており、

を行い、サービス提供体制の

28年4月創設されたサービスで、利用定員

、対象者は要介護

によりサービスが提供されています。 

 

本町では、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

）が増設され、現在、

が、各施設ともほぼ満床の状況となっています。しか

29年11月から休止となっています。

ムは認知症高齢者の生活の場であることから、サービスの質の

休止中のグループホームについては、事業再開に向けた

を行い、サービス提供体制の確保を図ります。

年４月から新たに特定施設入居者生活介護の指定を受けたサービス

が開設されるため、

サ高住の利用者数を考慮し

量の確保に努めるとともに適切な管理・指導を行い、サービスの充実を図ります。

の生活が困難な高齢者の受け皿としての役割を果た

しており、介護給付費総額の約４割を占めています。

介護老人福祉施設は、利用者にとって需要の高いサービスであり、平成

現在は90床です。

施設がなく現状では町外施設を利用しています。

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受

等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設「介

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６

日まで）することと

自宅や住み慣れた地域での在宅生活の継続が基本となりますが、家族等の援

助が受けられない高齢者や低所得高齢者の拠り所としての役割を果たしていく

現在の施設規模を維持しつつ、適切な供給量の確保と補完的

なサービスの提供体制の整備に努めるとともに、利用者の生活機能が向上するサ

ービスの提供ができるようサービスの充実を図ります。

年４月に１施設が新規開設し、町内に２

月から１施設が

なりサービスが提供できない状況となっており、

を行い、サービス提供体制の確保を図ります。

月創設されたサービスで、利用定員

、対象者は要介護1以上で

本町では、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

増設され、現在、５施設

が、各施設ともほぼ満床の状況となっています。しか

月から休止となっています。

ムは認知症高齢者の生活の場であることから、サービスの質の

休止中のグループホームについては、事業再開に向けた

を行い、サービス提供体制の確保を図ります。 

年４月から新たに特定施設入居者生活介護の指定を受けたサービス

が開設されるため、本町のサービス対象人数として

サ高住の利用者数を考慮しながら

指導を行い、サービスの充実を図ります。

の生活が困難な高齢者の受け皿としての役割を果た

しており、介護給付費総額の約４割を占めています。

介護老人福祉施設は、利用者にとって需要の高いサービスであり、平成

床です。 

施設がなく現状では町外施設を利用しています。

「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」

等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設「介

現行の介護療養病床の経過措置期間については、６

日まで）することとされました。

自宅や住み慣れた地域での在宅生活の継続が基本となりますが、家族等の援

助が受けられない高齢者や低所得高齢者の拠り所としての役割を果たしていく

現在の施設規模を維持しつつ、適切な供給量の確保と補完的

なサービスの提供体制の整備に努めるとともに、利用者の生活機能が向上するサ

ービスの提供ができるようサービスの充実を図ります。

年４月に１施設が新規開設し、町内に２

１施設が休止、平成
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６）人材確保の

介護職員については、人材不足が続いており、将来的にさらなる不足が見込

まれるため、長期

新たな介護労働力確保のため、

生への福祉

を推進します。

介護現場を担う人材の育成や資質向上のため、介護福祉士実務者研修を開催

し、介護職員の資格取得の支援を行うことで、介護サービスの質の向上と処遇改

善につながるよう取り組みます。

働きやすい職場づくりや

続けることができるよう

取得など、事業者と連携を図り支援策の検討を進

また、介護職員の身体的負担軽減のため、介護ロボットやＩＣＴの有効性を

検討し、事業者に情報提供を行います。

（２）

福祉サービスの充実１）

高齢者の日常生活を支援する福祉サービスの充実に努めます。

 外出支援サービス（移送サービス）① 

民間の移送を行う事業者と、本事業との整合性（用途、利用料など）を図り、

利用者の選択肢を広げることにより利便性

者による実施に向け検討していきます。

歩行困難により普通乗用車の利用が

どへの外出機

介護医療院とは

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な

医学管理が必要な重介護者の受

「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を

一体的に提供

として法的に位置づけ

介護療養型医療施設は、平成

医療院に転換していきます。
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外出支援サービス（移送サービス）
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新たな介護労働力確保のため、
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介護現場を担う人材の育成や資質向上のため、介護福祉士実務者研修を開催

し、介護職員の資格取得の支援を行うことで、介護サービスの質の向上と処遇改

善につながるよう取り組みます。

働きやすい職場づくりや働き

続けることができるよう、介護職

など、事業者と連携を図り支援策の検討を進

また、介護職員の身体的負担軽減のため、介護ロボットやＩＣＴの有効性を

検討し、事業者に情報提供を行います。
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福祉サービスの充実 

高齢者の日常生活を支援する福祉サービスの充実に努めます。

外出支援サービス（移送サービス）
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者による実施に向け検討していきます。
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します。（介護保険法上の介護保険施設
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37 

介護職員については、人材不足が続いており、将来的にさらなる不足が見込

的な視点で人材確保を図る必要があります。

新たな介護労働力確保のため、介護を

促進など将来を見据えた介護人材の確保に向けた取組

介護現場を担う人材の育成や資質向上のため、介護福祉士実務者研修を開催

し、介護職員の資格取得の支援を行うことで、介護サービスの質の向上と処遇改
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また、介護職員の身体的負担軽減のため、介護ロボットやＩＣＴの有効性を

検討し、事業者に情報提供を行います。
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 軽度生活援助サービス（除雪サービス）② 

在宅の一人暮らし高齢者等の増加に伴い、利用拡大に対する除雪体制（担い

手・労力確保）の整備が必要で

してほしいなど）や除雪方法（通路確保だけではなく、

なども除雪してほしい）について要望があり、

継続して

の整備に努めます。

 

軽度生活援助サービスの事業量

平成 30 年度

 

 緊急通報機器設置③ 

持ち運び可能な携帯型端末を新規に導入し、利用者の身体等状況に合わせて

従来の固定型と携帯型を使い分けて

事業者、地域

とするすべての高齢者への周知が十分ではない状況があり、必要とする人に情

が届くよう、周知の在り方について検討していきます

在宅の一人暮らし高齢者数は増加傾向にあり、

の整備を進め、在宅の一人暮らし高齢者等が急病や災害時の連絡・援助体制を確

立することにより日常生活の不安解消を図ります。

高齢者サロンなどへの出前講座に出向き、高齢者福祉サービス事業の周知を

図ります。

 

緊急通報機器設置サービスの事業量
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包括支援センターなどを通じて行われていますが、サービスを必要
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高齢者に配慮した住まいの確保２）

 養護老人ホーム① 

養護老人

が、加齢により日常生活動作（

は介護保険を利用して入所を続けられます。また、病気などにより日常生活で医

療行為が必要となった場合には対応できないため退所を

あり、入所先の確保は容易ではない状況があります。

低所得であったり居住環境が劣悪な高齢者の養護について

きます。

 

平成 30

 高齢者向け公営住宅② 

高齢者が自立した生活が営めるよう、老朽化した公営住宅の建替え計画によ

り、ユニバーサルデザインを採用した泉団地４棟

どもから高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化な

どに対応できるよう、暮らしやすい公営住宅の整備を推進します。

しかし、老朽化した公営住宅の建替えのため、入居替えとなり、新たに提供

できる戸数が限られ入居が難しい状況となっております。

今後も、老朽化した公営住宅の建替え計画を進めていきます。

 

 住宅改修の相談と支援③ 

住宅改修に関する相談や情報提供のほか、住宅改修費の支給の申請に係る必

要な理由が分かる書類の作成及び介護支援専門員等が作成した場合の経費の助

成を行っています。

また、介護認定を受けて住宅改修のみを希望する要介護者には、居宅介護支

援事業所の負担を軽減するため、地域包括支援センターで

 

高齢者に配慮した住まいの確保

養護老人ホーム

養護老人ホームは、基本的には自立できる高齢者が入所することとなります

が、加齢により日常生活動作（

は介護保険を利用して入所を続けられます。また、病気などにより日常生活で医

療行為が必要となった場合には対応できないため退所を

あり、入所先の確保は容易ではない状況があります。

低所得であったり居住環境が劣悪な高齢者の養護について

きます。 

養護老人ホームの事業量
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どに対応できるよう、暮らしやすい公営住宅の整備を推進します。
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できる戸数が限られ入居が難しい状況となっております。
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また、介護認定を受けて住宅改修のみを希望する要介護者には、居宅介護支

援事業所の負担を軽減するため、地域包括支援センターで

高齢者に配慮した住まいの確保
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が、加齢により日常生活動作（

は介護保険を利用して入所を続けられます。また、病気などにより日常生活で医

療行為が必要となった場合には対応できないため退所を

あり、入所先の確保は容易ではない状況があります。

低所得であったり居住環境が劣悪な高齢者の養護について

養護老人ホームの事業量
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り、ユニバーサルデザインを採用した泉団地４棟

どもから高齢者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化な

どに対応できるよう、暮らしやすい公営住宅の整備を推進します。

しかし、老朽化した公営住宅の建替えのため、入居替えとなり、新たに提供

できる戸数が限られ入居が難しい状況となっております。
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高齢者に配慮した住まいの確保

ホームは、基本的には自立できる高齢者が入所することとなります

が、加齢により日常生活動作（ADL）が低下したり認知症が進むなどの場合に

は介護保険を利用して入所を続けられます。また、病気などにより日常生活で医

療行為が必要となった場合には対応できないため退所を

あり、入所先の確保は容易ではない状況があります。
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できる戸数が限られ入居が難しい状況となっております。

今後も、老朽化した公営住宅の建替え計画を進めていきます。
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ホームは、基本的には自立できる高齢者が入所することとなります

）が低下したり認知症が進むなどの場合に
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ア団体が連携する地域総合型の学習活動を推進します。
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総合的な健康づくり１）

健康づくりは、生活習慣病及び介護予防の「予防」の段階からの継続的な取

組など実効性のある事業の展開が求め

本町では、老人クラブや各

ンターの保健師が随時行っており、健康診査については保健センターで担当して

います。

地域包括支援センターの保健師を中心に介護予防教室や健康教育を実施して

いく中で、保健センターの管理栄養士・歯科衛生士、町立病院の理学療法士にも

協力を仰ぐことで、健康な体づくりの意識付けなど一定の効果は見られました。

今後も地域住民による自主的活動や日常生活の中での継続した健康づくりを

進めていくとともに、老人クラブや各種団体への健康教育・健康相談・介護

教室を継続していきます。
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高齢者が自立した状態を続け、健康寿命の延伸を目指すためには、できるだ
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高齢者が自立した状態を続け、健康寿命の延伸を目指すためには、できるだ

け介護を要する状態となることを防ぎ、心身の状況を維持し続けるための、介護

予防や健康づくりの取組を積極的に進めていく必要があります。

高齢者一人ひとりのライフステージや心身の状況に応じた介護予防・健康づ

くりの取組を、継続的かつ一体的に進めます。

また、生活習慣病や要支援・要介護の状態にならずに、元気で活動的な生活

を続けることができる高齢者が増えるよう、自ら行う健康づくりを支援する取組

進めます。 

健康づくりの普及・啓発

健康づくりに関する情報や検診のお知らせなど、町広報紙にて随時行

その他、健康づくりに関係する教室を開催する場合には、窓口へのチラシ

の設置や回覧板、新聞掲載等で情報発信を行っています。

健康づくりへの意識を高めていけるよう、今後も情報発信に努めていきます。

関係団体等との協働

介護予防教室内でふまねっとインストラクターの資格を持ったスポーツアカ
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導を行い、認知症予防や運動への意識付けを行っています。 

今後も各関係団体等と連携を図り、より効果的な取組ができるよう活動して

いきます。 

 

③ 運動の習慣化 

健康づくりや生活習慣病予防を支援するためには毎日の運動が大切です。 

介護予防教室の中で元気な体づくりのための普及啓発として理学療法士や軽

体操・ふまねっとの講師を招き、自宅でもできる運動の紹介を行っています。教

室参加後に、ふまねっと・軽体操のサークルの紹介を行い継続した参加につなが

ることもあり、運動の習慣化への動機付けになっています。しかし、限られた場

での活動となっているため、参加者が限られてしまう点が課題となっており、身

近な場所で継続してできる運動の場の確保が必要となっています。 

運動の習慣化には個人に働きかけるだけではなく、集団でできる場の確保も

必要です。高齢になり、車を手放した人など、誰でもが参加できる運動の場の確

保のために、各地域で住民主体でできることを目標とし、継続的に実施できる運

動の普及・啓発を行い、歩いていける範囲（町内会単位・老人クラブ単位）に運

動できる場が確保されていくよう働きかけていきます。 

 

④ 健康教育・健康相談 

健康教育には、疾病の特性や個人の生活習慣等を具体的に把握しながら、継

続的に健康教育を行うことにより、生活習慣行動の改善を支援し、生活習慣病の

予防に役立つことが求められています。 

また、健康相談には、心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び

助言を行い、家庭における健康管理の助けとなることが求められています。 

地域包括支援センター保健師により、老人クラブやサロン、又は個別での相

談に対応し、随時健康相談や血圧測定、出前講座などで健康教育を実施していま

す。 

今後も個別での対応、各種団体への出前講座や健康相談において対応してい

きます。 

 

⑤ 健康診査 

健康診査は保健センターが担当となり、お知らせ等を行っています。また、

介護予防教室において、歯科衛生士や管理栄養士による講話の後に、健診につい

て周知を行い、高齢者への健康への意識付けを図っています。 

今後も介護予防教室や健康相談の際に健診の必要性を説明していきます。 



 

（３）（３）介護予防の総合的な推進

要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだ

け地域において自立した日常生活を営むことができるよう地域の実情に応じた

効果的・効率的な介護予防の取組を推進

平成27 

な生活支援の充実、高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり、介護

予防の推進等を図るものであり、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向け、

取組を進めていきます
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43 

介護予防の総合的な推進

要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだ

け地域において自立した日常生活を営むことができるよう地域の実情に応じた

効果的・効率的な介護予防の取組を推進

年度から開始された「介護予防・日常生活支援総合事業」は、多様

な生活支援の充実、高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり、介護

予防の推進等を図るものであり、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向け、

■地域支援事業の全体像

 

介護予防の総合的な推進 

要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだ

け地域において自立した日常生活を営むことができるよう地域の実情に応じた

効果的・効率的な介護予防の取組を推進します。 
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な生活支援の充実、高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり、介護

予防の推進等を図るものであり、引き続き地域包括ケアシステムの構築に向け、
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１）一般介護予防事業１）

一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サー

ビスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔て

ることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて

加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

地域においてリハビリテーション専門職等を

推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

を目指すことを目的としています。

一般介護予防事業の対象者は、第

の活動に関わる

 

① 介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

支援を要する

老人クラブやサロン、介護予防教室や個別の相談時に基本チェックリストを

実施し、要介護状態になる可能性のある高齢者を把握しています。

 

 

一般介護予防事業

一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サー

ビスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔て

ることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて

加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

地域においてリハビリテーション専門職等を

推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

を目指すことを目的としています。

一般介護予防事業の対象者は、第

の活動に関わる人が対象となります

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

支援を要する人を把握し、介護予防活動へつなげ

ラブやサロン、介護予防教室や個別の相談時に基本チェックリストを

実施し、要介護状態になる可能性のある高齢者を把握しています。

■総合事業の内容と対象者

一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サー

ビスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔て

ることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて

加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

地域においてリハビリテーション専門職等を

推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

を目指すことを目的としています。

一般介護予防事業の対象者は、第

が対象となります

介護予防把握事業 
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

を把握し、介護予防活動へつなげ

ラブやサロン、介護予防教室や個別の相談時に基本チェックリストを

実施し、要介護状態になる可能性のある高齢者を把握しています。
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■総合事業の内容と対象者

一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サー

ビスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔て

ることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて

加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

地域においてリハビリテーション専門職等を

推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

を目指すことを目的としています。 

一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者の全ての

が対象となります。 

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

を把握し、介護予防活動へつなげ

ラブやサロン、介護予防教室や個別の相談時に基本チェックリストを

実施し、要介護状態になる可能性のある高齢者を把握しています。
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一般介護予防事業は、市町村の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サー

ビスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔て

ることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて

加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進

地域においてリハビリテーション専門職等を生かした自立支援に

推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

号被保険者の全ての

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

を把握し、介護予防活動へつなげていきます。

ラブやサロン、介護予防教室や個別の相談時に基本チェックリストを

実施し、要介護状態になる可能性のある高齢者を把握しています。
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ることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて

加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進すること、また、

た自立支援に役立つ取組を

推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

及びその支援のため

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

 

ラブやサロン、介護予防教室や個別の相談時に基本チェックリストを

実施し、要介護状態になる可能性のある高齢者を把握しています。 
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すること、また、

取組を

推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現

及びその支援のため
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ラブやサロン、介護予防教室や個別の相談時に基本チェックリストを
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今後は一般介護予防事業や通所型サービスとして通所介護予防事業は継続し

ていきます。随時、これまで同様個別の相談や老人クラブ・サロン等で基本チェ

ックリストを行い、要介護状態になる可能性のある高齢者を把握し、事業への参

加を促していきます。 

 

■介護予防事業対象者の把握事業の目標値                （単位：人） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

高齢者人口（A） 5,933 6,047 6,113 

基本チェックリストの実施数 200 200 200 

介護予防事業対象者数（B） 50 50 50 

 高齢者人口に対する割合（％）（B/A） 0.8 0.8 0.8 

 

② 介護予防普及啓発事業 
介護予防活動の普及・啓発を行います。 

老人クラブやサロン等での健康相談・健康教育、又は介護予防教室の開催で、

高齢者が要介護状態にならずできるだけ自宅や住み慣れた地域で生活していけ

るよう知識の普及・啓発を行っています。以前と比較し周知方法を検討したこと

で、参加者の固定化が少なくなり、より多くの人が参加するようになっています。 

普及・啓発の方法は、内容や周知方法を検討しながら継続していきます。 

■介護予防普及啓発事業の目標値                    （単位：回） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防教室の回数 14 14 14 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業です。 

町の介護予防教室の中で行っている【ふまねっと】は、ふまねっとインスト

ラクターの資格をもつスポーツアカデミーの会員の協力により、実施しています。 

他の団体でも、軽体操などの講習会を開催しており、認知症についての講演

会は関心が高く、参加者も多くなっています。 

これらの活動とともに、町内会が実施している高齢者サロン等やボランティ

ア活動を支援していくことで、今後も、高齢者が自宅で手軽にできる運動を学び

実践することにより元気な高齢者を育成していきます。 

 

④ 一般介護予防事業評価事業 
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防

事業の事業評価を行います。 



 

２）

一般介護予防事業を始めとした総合事業の利用実績を介護保険システムに取

り込み、事業参加した方の要介護認定移行状況等の統計をとり、事業の効果を評

価できるような仕組みについて検討します。

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア

会議、サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進

事業です。

通所介護予防事業に理学療法士等のリハビリ職のかかわりによる運動等展開

しており、その様子を町内のサロン等の団体に見学してもらい取り入れてもらう

よう普及啓発に努めています。

地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、

ーション、介護予防の取組を機能強化する必要があります。地域包括支援センタ

ーと協力し、地域ケア会議、

者会議等へのリハビリテーション専門職の関与を促進していきます。

 

 

 

介護予防・生活支援サービス事業２）

介護予防・生活支援サービス事業は、単独世帯が増加し、支援を必要とする

軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加したことにより、介護事業

所だけではなく、ボランティアや民間

支援者を中心とする自主的な通いの場づくりを提供することが必要です。

また、高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な活動への

一般介護予防事業を始めとした総合事業の利用実績を介護保険システムに取

事業参加した方の要介護認定移行状況等の統計をとり、事業の効果を評

価できるような仕組みについて検討します。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア

会議、サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進

。 

通所介護予防事業に理学療法士等のリハビリ職のかかわりによる運動等展開

しており、その様子を町内のサロン等の団体に見学してもらい取り入れてもらう

よう普及啓発に努めています。

地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、

ーション、介護予防の取組を機能強化する必要があります。地域包括支援センタ

ーと協力し、地域ケア会議、

者会議等へのリハビリテーション専門職の関与を促進していきます。

■地域

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、単独世帯が増加し、支援を必要とする

軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加したことにより、介護事業

所だけではなく、ボランティアや民間

支援者を中心とする自主的な通いの場づくりを提供することが必要です。

高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な活動への

一般介護予防事業を始めとした総合事業の利用実績を介護保険システムに取

事業参加した方の要介護認定移行状況等の統計をとり、事業の効果を評

価できるような仕組みについて検討します。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア

会議、サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進

通所介護予防事業に理学療法士等のリハビリ職のかかわりによる運動等展開

しており、その様子を町内のサロン等の団体に見学してもらい取り入れてもらう

よう普及啓発に努めています。 

地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、

ーション、介護予防の取組を機能強化する必要があります。地域包括支援センタ

ーと協力し、地域ケア会議、住民の自主的活動の場、

者会議等へのリハビリテーション専門職の関与を促進していきます。

■地域リハビリテーション活動のイメージ図

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、単独世帯が増加し、支援を必要とする

軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加したことにより、介護事業

所だけではなく、ボランティアや民間

支援者を中心とする自主的な通いの場づくりを提供することが必要です。

高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な活動への
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一般介護予防事業を始めとした総合事業の利用実績を介護保険システムに取

事業参加した方の要介護認定移行状況等の統計をとり、事業の効果を評

価できるような仕組みについて検討します。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア

会議、サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進

通所介護予防事業に理学療法士等のリハビリ職のかかわりによる運動等展開

しており、その様子を町内のサロン等の団体に見学してもらい取り入れてもらう

 

地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、

ーション、介護予防の取組を機能強化する必要があります。地域包括支援センタ

住民の自主的活動の場、

者会議等へのリハビリテーション専門職の関与を促進していきます。

ハビリテーション活動のイメージ図

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、単独世帯が増加し、支援を必要とする

軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加したことにより、介護事業

所だけではなく、ボランティアや民間企業など多様な方向から住民主体による要

支援者を中心とする自主的な通いの場づくりを提供することが必要です。

高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な活動への
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■運動器の機能向上事業の目標値                    （単位：回） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

開催回数 90 90 90 

 

③ その他の生活支援サービス（配食、見守り等） 
「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」によると、自分で食事の用意ができ

ないと回答した配食ニーズのある高齢者の割合は6.1％で、買い物ニーズのある

高齢者の割合は5.1％でした。ただし、家族等と同居していれば、この問題は解

決できますが、一人暮らしの場合は、何らかの方法による対応が必要となります。 

訪問介護等のサービスでの対応も考えられますが、近隣住民等による栄養改

善を目的とした配食サービスなど、住民主体の活動による多様なサービス等の展

開につながるものとして、検討していくことも必要になります。 

また、高齢者の一人暮らし世帯が増える傾向にあります。自分の存在を気に

かけてくれる人がいることは、日々の暮らしにおいて安心につながります。各町

内会や老人クラブ等による見守りや安否確認についても、全町的な見守り体制の

確立に向けて調整していきます。 

 

④ 介護予防支援事業（ケアマネジメント） 
要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケア

マネジメントを行います。 

総合事業による介護予防ケアマネジメントは、介護予防支援と同様、地域包

括支援センターが要支援者等に対するアセスメントを行い、その状態や置かれて

いる環境等に応じて、目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取組を生活の

中に取り入れ、自ら実施、評価できるよう支援します。 

また、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することに

より、日常生活上の何らかの困りごとに対して、心身機能の改善だけではなく、

地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、

「心身機能」「活動」「参加」の視点を踏まえた内容となるよう要支援者等の選択

を支援していくことも重要となります。 

 

 

 



 

３３ 多様な暮らしを支え合うまちづくり

（１）

団塊の世代が

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムの構築が求められています。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

生活を支えるためにも、地域包括ケアシステム

地域包括支援センターの体制１）

地域包括支援センターは、住民が困ったり悩んだりした

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

踏まえ、体制整備を充実し課題解決に向けた取組を実践していきます。

本町では、平成

おけるケア体制の確立を目指しており、平成

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、

成27年度

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

の推進、在宅医療・介護の連携の強化など

多様な暮らしを支え合うまちづくり

（１）地域包括ケアシステムの推進

団塊の世代が75

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムの構築が求められています。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

生活を支えるためにも、地域包括ケアシステム

地域包括支援センターの体制

地域包括支援センターは、住民が困ったり悩んだりした

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

踏まえ、体制整備を充実し課題解決に向けた取組を実践していきます。

本町では、平成

おけるケア体制の確立を目指しており、平成

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、

年度から社会福祉士が

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

の推進、在宅医療・介護の連携の強化など

多様な暮らしを支え合うまちづくり

地域包括ケアシステムの推進

75歳以上となる

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムの構築が求められています。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

生活を支えるためにも、地域包括ケアシステム

地域包括システムの

地域包括支援センターの体制

地域包括支援センターは、住民が困ったり悩んだりした

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

踏まえ、体制整備を充実し課題解決に向けた取組を実践していきます。

本町では、平成18年4月から地域包括支援センターを１か所開設し、地域に

おけるケア体制の確立を目指しており、平成

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、

社会福祉士が新たに

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

の推進、在宅医療・介護の連携の強化など
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多様な暮らしを支え合うまちづくり

地域包括ケアシステムの推進

歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となって

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムの構築が求められています。 

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

生活を支えるためにも、地域包括ケアシステム

地域包括システムのイメージ図

地域包括支援センターの体制

地域包括支援センターは、住民が困ったり悩んだりした

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

踏まえ、体制整備を充実し課題解決に向けた取組を実践していきます。

月から地域包括支援センターを１か所開設し、地域に

おけるケア体制の確立を目指しており、平成

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、

新たに配置され、６名体制で業務を行っています。

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

の推進、在宅医療・介護の連携の強化など

 

多様な暮らしを支え合うまちづくり

地域包括ケアシステムの推進（包括的支援事業）

年を目途に、重度な要介護状態となって

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの深化・充実

イメージ図 

地域包括支援センターの体制整備 

地域包括支援センターは、住民が困ったり悩んだりした

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

踏まえ、体制整備を充実し課題解決に向けた取組を実践していきます。

月から地域包括支援センターを１か所開設し、地域に

おけるケア体制の確立を目指しており、平成26年度から、３職種の他に保健師

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、

配置され、６名体制で業務を行っています。

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

の推進、在宅医療・介護の連携の強化など更なる業務量

多様な暮らしを支え合うまちづくり 

（包括的支援事業）

年を目途に、重度な要介護状態となって

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

深化・充実が重要です。

 

出典：厚生労働省資料より

地域包括支援センターは、住民が困ったり悩んだりしたとき

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

踏まえ、体制整備を充実し課題解決に向けた取組を実践していきます。

月から地域包括支援センターを１か所開設し、地域に

度から、３職種の他に保健師

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、

配置され、６名体制で業務を行っています。

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

業務量の増大に

（包括的支援事業）

年を目途に、重度な要介護状態となって

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

が重要です。

出典：厚生労働省資料より

ときに、まず最初に

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

踏まえ、体制整備を充実し課題解決に向けた取組を実践していきます。 

月から地域包括支援センターを１か所開設し、地域に

度から、３職種の他に保健師

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、

配置され、６名体制で業務を行っています。

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

に加え、要支援

（包括的支援事業） 

年を目途に、重度な要介護状態となって

も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

が重要です。 

出典：厚生労働省資料より 

 

に、まず最初に

訪れる最も身近な窓口であるとともに、相談からサービス調整まで一貫した対応

ができる“ワンストップサービスの拠点”となることが必要です。こうした点を

 

月から地域包括支援センターを１か所開設し、地域に

度から、３職種の他に保健師

１名、介護支援専門員１名の５名体制の配置により業務を行ってきましたが、平

配置され、６名体制で業務を行っています。 

地域包括ケアシステム構築に向けて地域ケア会議の開催、また、認知症施策

、要支援1・



 

２）

2の認定を受けている方も増加して

実、地域包括ケアや認知症施策

保健師等の専門職の増員やサブセンター

いきます。

 

地域包括支援センターの運営２）

地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、以下の機能を担います。

 

① 介護予防ケアマネジメント

要支援１・２と認定された方への介護予防プランの作成やサービス事業所と

の連絡調整等のケアマネジメントを行います。

現状は、

援者以外の基本チェックリスト該当者についても介護予防ケアマネジメントを

行うことになり、月平均

間の居宅介護支援事業所に委託することもできますが、業務多忙で、委託を受け

入れる事業所が少ないのが現状です。

今後、多様なサービスを実施する事業所が増えてきた場合、要支援者の

ケアプラン

ることになり、業務の増加が予想され

 

② 総合相談支援

地域包括支援センターでは、高齢者やその家族、地域住民の方などから様々

な相談を受けて、また、高齢者のお宅を

を把握し適切なサービスにつなげていきます。

相談業務については、年々相談件数が増えており、必要に応じて訪問し対応

しています。

権利擁護事業については、高齢者虐待への対応、悪質な訪問販売等による消

費者被害の防止、成年後見制度・日常生活自立支援事業の活用などにより、高齢

者の権利を擁護します。

本町では

成年後見制度等の関係については、成年後見の総合相談窓口として、平成

4月に中標津町社会福祉協議会に委託をして「成年後見支援センター

ました。 

「成年後見支援センター」が成年後見の総合相談窓口として機能していくこ

とで、地域住民や関係機関から寄せられた様々な課題や複合的な相談を受け、中

標津町社会福祉協議会で行っている法人後見センターや日常生活自立支援事業

の認定を受けている方も増加して

実、地域包括ケアや認知症施策

保健師等の専門職の増員やサブセンター

ます。 

地域包括支援センターの運営

地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、以下の機能を担います。

介護予防ケアマネジメント

要支援１・２と認定された方への介護予防プランの作成やサービス事業所と

の連絡調整等のケアマネジメントを行います。

現状は、平成29年度から介護予防・生活支援サービス事業が実施され、要支

援者以外の基本チェックリスト該当者についても介護予防ケアマネジメントを

行うことになり、月平均

間の居宅介護支援事業所に委託することもできますが、業務多忙で、委託を受け

入れる事業所が少ないのが現状です。

今後、多様なサービスを実施する事業所が増えてきた場合、要支援者の

ケアプランと基本チェックリスト該当者の介護予防ケアマネジメントを作成す

ることになり、業務の増加が予想され

総合相談支援

地域包括支援センターでは、高齢者やその家族、地域住民の方などから様々

な相談を受けて、また、高齢者のお宅を

を把握し適切なサービスにつなげていきます。

相談業務については、年々相談件数が増えており、必要に応じて訪問し対応

しています。 

権利擁護事業については、高齢者虐待への対応、悪質な訪問販売等による消

費者被害の防止、成年後見制度・日常生活自立支援事業の活用などにより、高齢

者の権利を擁護します。

本町では、高齢者虐待防止などは地域包括支援センターで対応していますが、

成年後見制度等の関係については、成年後見の総合相談窓口として、平成

月に中標津町社会福祉協議会に委託をして「成年後見支援センター

 

「成年後見支援センター」が成年後見の総合相談窓口として機能していくこ

とで、地域住民や関係機関から寄せられた様々な課題や複合的な相談を受け、中

標津町社会福祉協議会で行っている法人後見センターや日常生活自立支援事業

の認定を受けている方も増加して

実、地域包括ケアや認知症施策の推進など、増大している業務に対応

保健師等の専門職の増員やサブセンター

地域包括支援センターの運営

地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、以下の機能を担います。

介護予防ケアマネジメント

要支援１・２と認定された方への介護予防プランの作成やサービス事業所と

の連絡調整等のケアマネジメントを行います。

年度から介護予防・生活支援サービス事業が実施され、要支

援者以外の基本チェックリスト該当者についても介護予防ケアマネジメントを

行うことになり、月平均160件程度

間の居宅介護支援事業所に委託することもできますが、業務多忙で、委託を受け

入れる事業所が少ないのが現状です。

今後、多様なサービスを実施する事業所が増えてきた場合、要支援者の

と基本チェックリスト該当者の介護予防ケアマネジメントを作成す

ることになり、業務の増加が予想され

総合相談支援・権利擁護業務

地域包括支援センターでは、高齢者やその家族、地域住民の方などから様々

な相談を受けて、また、高齢者のお宅を

を把握し適切なサービスにつなげていきます。

相談業務については、年々相談件数が増えており、必要に応じて訪問し対応

権利擁護事業については、高齢者虐待への対応、悪質な訪問販売等による消

費者被害の防止、成年後見制度・日常生活自立支援事業の活用などにより、高齢

者の権利を擁護します。 

、高齢者虐待防止などは地域包括支援センターで対応していますが、

成年後見制度等の関係については、成年後見の総合相談窓口として、平成

月に中標津町社会福祉協議会に委託をして「成年後見支援センター

「成年後見支援センター」が成年後見の総合相談窓口として機能していくこ

とで、地域住民や関係機関から寄せられた様々な課題や複合的な相談を受け、中

標津町社会福祉協議会で行っている法人後見センターや日常生活自立支援事業
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の認定を受けている方も増加しており、介護予防・日常生活支援総合事業の充

の推進など、増大している業務に対応

保健師等の専門職の増員やサブセンター、ブランチの設置など

地域包括支援センターの運営 

地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、以下の機能を担います。

介護予防ケアマネジメント 
要支援１・２と認定された方への介護予防プランの作成やサービス事業所と

の連絡調整等のケアマネジメントを行います。

年度から介護予防・生活支援サービス事業が実施され、要支

援者以外の基本チェックリスト該当者についても介護予防ケアマネジメントを

件程度となっています。介護予防ケアプランは民

間の居宅介護支援事業所に委託することもできますが、業務多忙で、委託を受け

入れる事業所が少ないのが現状です。 

今後、多様なサービスを実施する事業所が増えてきた場合、要支援者の

と基本チェックリスト該当者の介護予防ケアマネジメントを作成す

ることになり、業務の増加が予想されるため

・権利擁護業務 
地域包括支援センターでは、高齢者やその家族、地域住民の方などから様々

な相談を受けて、また、高齢者のお宅を戸別

を把握し適切なサービスにつなげていきます。

相談業務については、年々相談件数が増えており、必要に応じて訪問し対応

権利擁護事業については、高齢者虐待への対応、悪質な訪問販売等による消

費者被害の防止、成年後見制度・日常生活自立支援事業の活用などにより、高齢

、高齢者虐待防止などは地域包括支援センターで対応していますが、

成年後見制度等の関係については、成年後見の総合相談窓口として、平成

月に中標津町社会福祉協議会に委託をして「成年後見支援センター

「成年後見支援センター」が成年後見の総合相談窓口として機能していくこ

とで、地域住民や関係機関から寄せられた様々な課題や複合的な相談を受け、中

標津町社会福祉協議会で行っている法人後見センターや日常生活自立支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業の充

の推進など、増大している業務に対応

ブランチの設置など

地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、以下の機能を担います。

要支援１・２と認定された方への介護予防プランの作成やサービス事業所と

の連絡調整等のケアマネジメントを行います。 

年度から介護予防・生活支援サービス事業が実施され、要支

援者以外の基本チェックリスト該当者についても介護予防ケアマネジメントを

なっています。介護予防ケアプランは民

間の居宅介護支援事業所に委託することもできますが、業務多忙で、委託を受け

今後、多様なサービスを実施する事業所が増えてきた場合、要支援者の

と基本チェックリスト該当者の介護予防ケアマネジメントを作成す

め、対応に

地域包括支援センターでは、高齢者やその家族、地域住民の方などから様々
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との連携、また、高齢者、障がい者やその家族、福祉施設や居宅サービス事業所、

民生委員・児童委員といった地域組織とも連携が図られることから町民の利便性

の向上を目指します。 

 

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進 
地域の介護支援専門員（ケアマネジャー）のネットワークづくりや、日常的

業務の個別相談、困難事例への支援を行い、個々の介護支援専門員の資質の向上

を図ります。また、定期的に会議を開催し、事例の検討や情報交換を行います。 

居宅介護支援事業所のケアマネジャーの情報交換や研修の場として「ケアマ

ネ連絡会」を定期的に開催したり、困難事例を抱えたケアマネジャーの相談に対

応し地域ケア会議を開催します。 

 

④ 地域ケア会議の実施 
地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤

の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法です。 

具体的には、地域包括支援センターが主催し、 

○ 医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図ると

ともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実

践力を高める。 

○ 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した

課題を明確化する。 

○ 共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらに

は介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる。 

などを行います。 
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在宅医療・介護の連携推進３）

高齢者は加齢に伴い、慢性疾

い、要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療

と介護の両方を必要とすることが多くなります。

いわゆる団塊の世代が

を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けることができるよう、地域の医療・介護の関係団体が連携して、包括

的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うこ

とが求められています。

在宅医療と介護の連携については、従来から

つですが、それぞれを支える保険制度が異なることなどにより、多職種間の相互

の理解や情報の共有が十分にできていないことなど、必ずしも円滑に連携がなさ

れていないという課題が

このような背景の下、在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援

については、平成

の包括的支援事業における在宅医療・介護連携推進事業として位置づけ、全国的

に取り組むことと

本事業は（ア）から（ク）の８つ事業項目で構成されて

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

■「地域ケア介護」の５つの機能

在宅医療・介護の連携推進
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が、それぞれを支える保険制度が異なることなどにより、多職種間の相互

の理解や情報の共有が十分にできていないことなど、必ずしも円滑に連携がなさ
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については、平成26

の包括的支援事業における在宅医療・介護連携推進事業として位置づけ、全国的
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高齢者は加齢に伴い、慢性疾

い、要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療

と介護の両方を必要とすることが多くなります。

いわゆる団塊の世代が75歳以上となる
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的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うこ

とが求められています。 

在宅医療と介護の連携については、従来から

が、それぞれを支える保険制度が異なることなどにより、多職種間の相互
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26年介護保険法改正により市区町村が実施する地域支援事業

の包括的支援事業における在宅医療・介護連携推進事業として位置づけ、全国的

なりました。 

本事業は（ア）から（ク）の８つ事業項目で構成されて

（ア）地域の医療・介護の資源の把握
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■「地域ケア介護」の５つの機能

在宅医療・介護の連携推進 

高齢者は加齢に伴い、慢性疾患による受療が多い、複数の疾病にかかりやす

い、要介護の発生率が高い、認知症の発生率が高い等の特徴を有しており、医療

と介護の両方を必要とすることが多くなります。
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互いを理解しあう場である「認知症カフェ」についても、認知症地域支援推進員

と協力の下、設置に向けて検討していきます。
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作成し、初期集中支援チームや認知症地域支援推進員とともに、内容を見直し充

実させ、認知症ケアパスの積極的活用を図ります。 

年齢や性別、その置かれている生活環境などにかかわらず、身近な地域にお

いて誰もが安心して生活を維持できるよう、地域住民相互の支え合いによる共助

の取組を通じて、高齢者を含め、支援が必要な人を地域全体で支える基盤を構築

するため、住民参加による地域サービスの創出、地域のインフォーマル活動の活

住民に身近な圏域で、他人事を「我が事」に変えていくような働きかけや複

合的な課題、世帯の課題を「丸ごと」受け止める場を設けることにより住民が主

体的に地域課題を把握し、解決を試みることができる体制の構築

認知症の人やその家族が住みなれた自宅や地域でその生活を継続できるよう

にするため、誰もが自らの問題として認識し、地域社会全体で認知症の人の生活

を支える取組へと発展させることが重要です。認知症の人やその家族が抱える不

安や悩みを気軽に相談できる体制の充実が求められています。 

認知症を抱える本人や家族がその地域で暮らしやすい環境づくり

として、認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対しての偏見がなくなる

努めています。また、現在徘徊の恐れがある認知症高齢者について各ケアマ

、警察署にも提出することで連携を図っています。

ネットワークシステムの強化に参画しています。

「介護者のつどい」については、必要に応じて相談対応や出前講座等で支援

周辺症状が現れ対応が困難となってきて

いるケースについては認知症初期集中支援チームと連携していくなど、随時対応

また、認知症の人やその家族が地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お

互いを理解しあう場である「認知症カフェ」についても、認知症地域支援推進員

認知症ケアパスとは、状態に応じた適切なサービスの流れを示すものです。

年度中に、認知症ケアパスについては各関係機関と調整を行いながら

作成し、初期集中支援チームや認知症地域支援推進員とともに、内容を見直し充

らず、身近な地域にお

いて誰もが安心して生活を維持できるよう、地域住民相互の支え合いによる共助

の取組を通じて、高齢者を含め、支援が必要な人を地域全体で支える基盤を構築

するため、住民参加による地域サービスの創出、地域のインフォーマル活動の活

住民に身近な圏域で、他人事を「我が事」に変えていくような働きかけや複

合的な課題、世帯の課題を「丸ごと」受け止める場を設けることにより住民が主

体的に地域課題を把握し、解決を試みることができる体制の構築が重要です

認知症の人やその家族が住みなれた自宅や地域でその生活を継続できるよう

にするため、誰もが自らの問題として認識し、地域社会全体で認知症の人の生活

を支える取組へと発展させることが重要です。認知症の人やその家族が抱える不

認知症を抱える本人や家族がその地域で暮らしやすい環境づくり

として、認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対しての偏見がなくなる

努めています。また、現在徘徊の恐れがある認知症高齢者について各ケアマ

、警察署にも提出することで連携を図っています。

ネットワークシステムの強化に参画しています。 

「介護者のつどい」については、必要に応じて相談対応や出前講座等で支援

周辺症状が現れ対応が困難となってきて

いるケースについては認知症初期集中支援チームと連携していくなど、随時対応

共有し、お

互いを理解しあう場である「認知症カフェ」についても、認知症地域支援推進員

認知症ケアパスとは、状態に応じた適切なサービスの流れを示すものです。 

年度中に、認知症ケアパスについては各関係機関と調整を行いながら

作成し、初期集中支援チームや認知症地域支援推進員とともに、内容を見直し充

らず、身近な地域にお

いて誰もが安心して生活を維持できるよう、地域住民相互の支え合いによる共助

の取組を通じて、高齢者を含め、支援が必要な人を地域全体で支える基盤を構築

するため、住民参加による地域サービスの創出、地域のインフォーマル活動の活

住民に身近な圏域で、他人事を「我が事」に変えていくような働きかけや複

合的な課題、世帯の課題を「丸ごと」受け止める場を設けることにより住民が主

が重要です。 



 

２）

３）

本町では、主治医や地域住民を巻

課題がありますが

ビス事業者、民生委員、警察等の関係機関との連携は進んでいます。

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

にネットワークづくりを推進します。

 

災害時における高齢者への支援２）

災害時における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

高齢者を適切に支援する体制を整備していくことが必要です。

災害時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

二に共助（隣近所の助け合い）が基本です。

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

ています。

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

て検討していきます（町内会加入の促しも含め）。

 

見守り体制の推進３）

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

齢者が住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けら

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

どの取組が求められています。

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差

があります。

全町で見守り体制が統一できるよう各関係機関と調整していきます。

 

本町では、主治医や地域住民を巻

課題がありますが、医療機関のソーシャルワーカーやケアマネジャー、介護サー

ビス事業者、民生委員、警察等の関係機関との連携は進んでいます。

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

にネットワークづくりを推進します。

災害時における高齢者への支援

における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

高齢者を適切に支援する体制を整備していくことが必要です。

時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

二に共助（隣近所の助け合い）が基本です。

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

ます。 

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

て検討していきます（町内会加入の促しも含め）。

見守り体制の推進

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

齢者が住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けら

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

どの取組が求められています。

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差

があります。 

全町で見守り体制が統一できるよう各関係機関と調整していきます。

本町では、主治医や地域住民を巻

、医療機関のソーシャルワーカーやケアマネジャー、介護サー

ビス事業者、民生委員、警察等の関係機関との連携は進んでいます。

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

にネットワークづくりを推進します。

災害時における高齢者への支援

における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

高齢者を適切に支援する体制を整備していくことが必要です。

時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

二に共助（隣近所の助け合い）が基本です。

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

て検討していきます（町内会加入の促しも含め）。

見守り体制の推進 

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

齢者が住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けら

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

どの取組が求められています。 

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差

全町で見守り体制が統一できるよう各関係機関と調整していきます。
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本町では、主治医や地域住民を巻き込んでのネットワークづくり

、医療機関のソーシャルワーカーやケアマネジャー、介護サー

ビス事業者、民生委員、警察等の関係機関との連携は進んでいます。

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

にネットワークづくりを推進します。 

災害時における高齢者への支援

における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

高齢者を適切に支援する体制を整備していくことが必要です。

時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

二に共助（隣近所の助け合い）が基本です。

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

て検討していきます（町内会加入の促しも含め）。

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

齢者が住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けら

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

 

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差

全町で見守り体制が統一できるよう各関係機関と調整していきます。

き込んでのネットワークづくり

、医療機関のソーシャルワーカーやケアマネジャー、介護サー

ビス事業者、民生委員、警察等の関係機関との連携は進んでいます。

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

災害時における高齢者への支援 

における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

高齢者を適切に支援する体制を整備していくことが必要です。

時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

二に共助（隣近所の助け合い）が基本です。 

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

て検討していきます（町内会加入の促しも含め）。 

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

齢者が住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けら

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差

全町で見守り体制が統一できるよう各関係機関と調整していきます。

き込んでのネットワークづくり

、医療機関のソーシャルワーカーやケアマネジャー、介護サー

ビス事業者、民生委員、警察等の関係機関との連携は進んでいます。

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

高齢者を適切に支援する体制を整備していくことが必要です。 

時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

齢者が住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けられるよう、安否確認や緊急

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差

全町で見守り体制が統一できるよう各関係機関と調整していきます。

き込んでのネットワークづくりについては

、医療機関のソーシャルワーカーやケアマネジャー、介護サー

ビス事業者、民生委員、警察等の関係機関との連携は進んでいます。 

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

 

時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

れるよう、安否確認や緊急

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差

全町で見守り体制が統一できるよう各関係機関と調整していきます。 

については

、医療機関のソーシャルワーカーやケアマネジャー、介護サー

元気な高齢者を育成し高齢者が高齢者を支えあう自主的・自発的な活動を支

援し、高齢者が安心した生活を送ることができるまちづくりを推進していくため

における高齢者の安全確保については、避難などに支援を必要とする

時の安全確保・避難支援は、第一は自助（自らの行動で安全を確保）、第

この共助の体制整備のため、災害時要援護者台帳を手上げ方式で整備を進め

安否確認や避難等が迅速になされる体制づくりを町内会の理解と協力を得な

がら進めるとともに、この制度への登録を望まない高齢者の援助の方法等につい

一人暮らしや夫婦のみ世帯等の高齢者世帯が増加している状況を踏まえ、高

れるよう、安否確認や緊急

時の対応、生活相談等の見守り体制の確保、日常生活における状態変化の把握な

町内会や老人クラブの加入率が低下しており、見守り体制も地区によって差
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第５章 介護保険事業の見込み 

１ サービス見込み量及び介護保険料の算出フロー 

本計画のサービス見込み量及び介護保険料の算出に当たっては、厚生労働省から

提供された「見える化システム」を用いました。 

算出の過程においては、第６期（主に平成 27 年度から平成 28 年度）の実積の

推移の伸び率を基本に推計し、サービス事業者の整備状況も勘案し推計しました。 

保険料算定等の流れ 
 

（1）実績値の整理（サービスごとの 1 人 1 月あたりの給付費等） 

 

（2）被保険者数の推計（住民基本台帳に基づく人口推計） 

 

（3）認定者数の推計 

 

（4）施設・居住系サービスの推計（サービス事業者の動向も考慮） 

 

（5）在宅サービスの推計 

 

（6）サービス給付費の見込み算出 

 

（7）地域支援事業費の見込み算出 

 

（8）保険料収納必要額及び保険料基準額の算出及び確定 
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16,000

(人)

２ 

（１）

  

  

第１号被保険者
（65歳以上）

 
65～

 
75歳以上

第２号被保険者
（40～

合計
（40歳以上）

 

8,328

2,873

2,600

13,801

H27年

(2015年)

 将来推計

（１）被保険者数の推計

1号被保険者（

代が平成27

転じ、平成

齢者は増加を続け

2号被保険者（

また、本町の平成

後期高齢者

認定率は高く

平成

(2015

第１号被保険者 
歳以上） 

～74歳 

歳以上 

第２号被保険者 
～64歳） 

合計 
歳以上） 

8,300

2,951

2,652

13,903 13,992

H28年

(2016年)

H29

(2017

将来推計 

被保険者数の推計

号被保険者（65

27（2015

転じ、平成37（2025

増加を続け、平成

号被保険者（40

また、本町の平成29

後期高齢者では26.4

認定率は高くなっていく

実績値

平成27年 

(2015年) 

平成

(2016

5,473 

2,873 

2,600 

8,328 

13,801 

※実績値：住民基本台帳（各年

8,233 8,132

3,050 3,124

2,709 2,809

13,992 14,065

H29年

(2017年)

H30

(2018

被保険者数

被保険者数の推計

65歳以上）のうち、前期高齢者（

2015）年に65歳に達しており、

2025）年には

、平成37（2025

～64歳）は、平成

29年8月末における認定率は前期高齢者では

26.4％です。今後も後期高齢者数が

なっていくと思われます。

実績値 

平成28年 

(2016年) 

平成

(2017

5,603 

2,951 

2,652 

8,300 

13,903 

※実績値：住民基本台帳（各年

60 

8,132 8,086

3,124 3,187

2,809 2,860

14,065 14,133

H30年

(2018年)

H31年

(2019年

被保険者数の推移

被保険者数の推計 

歳以上）のうち、前期高齢者（

歳に達しており、

）年には3,012人になると予測されます。

2025）年には、

歳）は、平成27

月末における認定率は前期高齢者では

％です。今後も後期高齢者数が

と思われます。 

平成29年 

(2017年) 

平成

(2018

5,759 

3,050 

2,709 

8,233 

13,992 

※実績値：住民基本台帳（各年 9月末

8,081

3,242

2,871

14,194

年)

H32年

(2020年)

歳以上）のうち、前期高齢者（65

歳に達しており、平成

人になると予測されます。

）年には、3,343

27（2015）年

月末における認定率は前期高齢者では

％です。今後も後期高齢者数が増加傾向にある

平成30年 

(2018年) 

平成

(2019

5,933 

3,124 

2,809 

8,132 

14,065 

末現在）、推計値：コーホート変化率法による推計値

7,890

3,012

3,343

14,245

H37年

(2025年)

65～74歳）は、団塊の世

平成34（2022

人になると予測されます。

43人になると予測されます

）年以降減少

月末における認定率は前期高齢者では

増加傾向にある

（単位：人

推計値 

平成31年 

(2019年) 

平成

(2020

6,047 

3,187 

2,860 

8,086 

14,133 14,194

現在）、推計値：コーホート変化率法による推計値

※（ ）内は総人口に占める割合

75歳以上

65～74歳

40～64歳

40歳以上

歳）は、団塊の世

2022）年に減少に

人になると予測されます。一方、後期高

人になると予測されます

減少が続きます。

月末における認定率は前期高齢者では3.0％ですが、

増加傾向にあることから、

（単位：人） 

平成32年 

(2020年) 

平成

(2025

6,113 

3,242 

2,871 

8,081 

14,194 14,245

現在）、推計値：コーホート変化率法による推計値

）内は総人口に占める割合

歳以上

歳

歳

歳以上

歳）は、団塊の世

）年に減少に

一方、後期高

人になると予測されます 

が続きます。 

％ですが、

ことから、

平成37年 

(2025年) 

6,355 

3,012 

3,343 

7,890 

14,245 

現在）、推計値：コーホート変化率法による推計値 

）内は総人口に占める割合 



 

要介護認定者数（人）

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定率（％）

0

200

400
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800

1000

(人)

2,873

2,600

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2015

(H27)

（人）

（２）

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

数が増加する

男女別の各年齢階級別の

た。 

  

要介護認定者数（人）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要介護認定率（％）

100

118

188

119

78

99

92

794

H27年

(2015)

2,873
2,951

2,600 2,652

2015

(H27)

2016

(H28)

（２）認定者数の推計

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

増加することが予測されることから、

男女別の各年齢階級別の

平成 
27
（2015

要介護認定者数（人） 

要支援１ 

要支援２ 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

要介護認定率（％） 

注）認定率は認定者の高齢者数

102

107

184

128

82

93

100

796

H28年

(2016)

2,951
3,050

2,652 2,709

2016

(H28)

2017

(H29)

前期高齢者数と後期高齢者数の

定者数の推計

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

ことが予測されることから、

男女別の各年齢階級別の認定率

要介護認定数等の推計

実績値

27 年度 
2015） 

28 年度
（2016

794 

100 

118 

188 

119 

78 

99 

92 

14.5 

注）認定率は認定者の高齢者数

95

127

191

131

88

104

88

824

H29年

(2017)

認

61 

3,050
3,124

2,709
2,809

2017

(H29)

2018

(H30)

前期高齢者数と後期高齢者数の

65～74歳

定者数の推計 

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

ことが予測されることから、

認定率を推計人口に乗じて、認定者数を推計しまし

要介護認定数等の推計

実績値 

年度 
2016） 

29 年度
（2017

796 824

102 

107 127

184 191

128 131

82 

93 104

100 

14.2 14.3

注）認定率は認定者の高齢者数(65 歳以上人口

108

115

192

128

89

103

95

830

H30年 H31

(2018) (2019)

定 者 数 の

 

3,124 3,187

2,809 2,860

2018

(H30)

前期高齢者数と後期高齢者数の推移

75歳以上

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

ことが予測されることから、認定者数は増加するものと

を推計人口に乗じて、認定者数を推計しまし

要介護認定数等の推計 

年度 
2017） 

30 年度
（2018） 

824 830

95 108

127 115

191 192

131 128

88 89

104 103

88 95

14.3 14.0

歳以上人口)に対する割合

110 113

117 119

198 203

132 139

89

104 111

99
105

849
882

H31年 H32

(2019) (2020)

の 推 計

3,187

2,860

2019

(H31)

歳以上

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

認定者数は増加するものと

を推計人口に乗じて、認定者数を推計しまし

推計値

年度 
 

31 年度 
（2019） 

830 849 

108 110 

115 117 

192 198 

128 132 

89 89 

103 104 

95 99 

14.0 14.0 

に対する割合 

113 141

119 100

203 221

139 112

92 132

111
117

105
128

882
951

H32年 H37

(2020) (2025)

3,242

2,871

2020

(H32)

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

認定者数は増加するものと思われます。

を推計人口に乗じて、認定者数を推計しまし

推計値 

 
 

32 年度 
（2020） 

 882 

 113 

 119 

 203 

 139 

 92 

 111 

 105 

 14.4 

141

100

221

112

132

117

128

951

H37年

(2025)

3,012

3,343

2025

(H37)

要介護認定率（高齢者に対する認定者の割合）は、認定率の高い後期高齢者

思われます。 

を推計人口に乗じて、認定者数を推計しまし

37 年度 
（2025） 

951 

141 

100 

221 

112 

132 

117 

128 

15.0 
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要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1
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（１）

１）

２）

 

 

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防福祉用具貸与

介護予防特定福祉用具購入費

介護予防住宅改修費

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防支援

 

 

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

 サービス見込量の推計

（１）介護予防給付

介護予防サービスの見込み量１）

第７期計画期間及び平成

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

うに見込みます。

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

サービス量は見

 

地域密着型介護予防サービスの見込み量２）

第７期計画期間及び平成

用者数の見込量は下記のとおりです

介護予防訪問介護 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護 

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

短期入所療養介護

介護予防福祉用具貸与 

特定福祉用具購入費

住宅改修費 

特定施設入居者生活介護

支援 

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

サービス見込量の推計

介護予防給付

介護予防サービスの見込み量

第７期計画期間及び平成

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

うに見込みます。 

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

サービス量は見込んで

地域密着型介護予防サービスの見込み量

第７期計画期間及び平成

の見込量は下記のとおりです

 

 

人/月 

 
回/月 

人/月 

回/月 

人/月 

介護予防訪問リハビリテーション 
回/月 

人/月 

介護予防居宅療養管理指導 人/月 

人/月 

介護予防通所リハビリテーション 人/月 

介護予防短期入所生活介護 
日/月 

人/月 

短期入所療養介護 
日/月 

人/月 

 人/月 

特定福祉用具購入費 人/月 

人/月 

特定施設入居者生活介護 人/月 

人/月 

 

 

介護予防認知症対応型通所介護 
回/月

人/月

介護予防小規模多機能型居宅介護 人/月

認知症対応型共同生活介護 人/月

サービス見込量の推計

介護予防給付事業

介護予防サービスの見込み量

第７期計画期間及び平成37年度における予防給付サービスの利用者数につ

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

込んでいません。

地域密着型介護予防サービスの見込み量

第７期計画期間及び平成37年度における地域密着型介護予防サービスの利

の見込量は下記のとおりです

実績値

平成 

27 年度 28

 48  

 0.0  

 0  

 37.9  

 11  

 4.8  

 1  

 1  

 76  

 38  

 16.4  

 3  

 0  

 0.0  

 56  

 2  

 2  

 2 

 167  

実績値

平成 

27 年度 28

月 0.0  

月 0  

月 0  

月 0  

62 

サービス見込量の推計 

事業 

介護予防サービスの見込み量 

年度における予防給付サービスの利用者数につ

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

ません。 

地域密着型介護予防サービスの見込み量

年度における地域密着型介護予防サービスの利

の見込量は下記のとおりです。 

実績値 見込み

平成 

28 年度 

平成

29 年度

51  

0.0  

0  

32.9  

9  

7.3  

1  

1  

72  

33  

4.3  

1  

0  

0.0  

62  

3  

3  

2  

162  

実績値 見込み

平成 

28 年度 

平成

29 年度

0.0  

0  

0  

0  

年度における予防給付サービスの利用者数につ

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

地域密着型介護予防サービスの見込み量

年度における地域密着型介護予防サービスの利

見込み 

平成 

年度 

平成 

30 年度

46 

0.0 0.0 

0 

28.1 32.7 

8 

21.3 14.2 

2 

2 

62 

28 30 

4.7 8.

1 

0 

0.0 0.0 

71 72 

4 

2 

2 

156 161 

見込み 

平成 

年度 

平成

30 年度

0.0 0.0 

0 

0 

0 

年度における予防給付サービスの利用者数につ

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

地域密着型介護予防サービスの見込み量 

年度における地域密着型介護予防サービスの利

推計値

 

年度 

平成 

31 年度 

  

0.0  0.0  

0  0  

32.7  32.7  

9  9  

14.2  14.2  

2  2  

2  2  

  

30  30  

8.4  8.4  

2  2  

0  0  

0.0  0.0  

72  75  

2  2  

2  2  

6  10  

161  162  

推計値

 

年度 

平成 

31 年度 

0.0  0.0  

0  0  

2  2  

0  0  

年度における予防給付サービスの利用者数につ

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成29年度以降の

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

年度における地域密着型介護予防サービスの利

推計値 

平成 

32 年度 37

 

0.0 

0 

32.7 

9 

14.2 

2 

2 

 

30 

8.4 

2 

0 

0.0 

77 

2 

2 

13 

166 

推計値 

 

平成 

32 年度 37

0.0  0.0  

0  0  

2  2  

0  0 

年度における予防給付サービスの利用者数につ

いては、高齢者人口及び利用者の増加に伴うサービス量の増加を勘案し、次のよ

年度以降の

推計値につきましては、制度改正により「地域支援事業費」に移行されますので、

年度における地域密着型介護予防サービスの利

平成 

37 年度 

 

0.0  

0 

36.2 

10 

14.2  

2  

2 

 

30 

8.4 

2 

0 

0.0 

80 

2 

2 

13 

174 

平成 

37 年度 

0.0  

0  

2  

0  



 

 

 

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

特定福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

居宅介護支援

 

 

（２）

居宅サービスの見込量１）

第７期計画期間及び平成

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。

平成27

者の整備状況

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

の確保、サービスの質の向上を図っていく必要があります。

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハビリテーション

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

福祉用具貸与 

特定福祉用具購入費

住宅改修費 

特定施設入居者生活介護

居宅介護支援 

（２）介護給付

居宅サービスの見込量

第７期計画期間及び平成

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。

27年度から平成

者の整備状況も勘案し

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

の確保、サービスの質の向上を図っていく必要があります。

 

 

回/月 

人/月 

回/月 

人/月 

回/月 

人/月 

訪問リハビリテーション 
回/月 

人/月 

 人/月 

回/月 

人/月 

通所リハビリテーション 
回/月 

人/月 

 
日/月 

人/月 

 
日/月 

人/月 

人/月 

特定福祉用具購入費 人/月 

人/月 

特定施設入居者生活介護 人/月 

人/月 

介護給付事業 

居宅サービスの見込量

第７期計画期間及び平成37

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。

年度から平成28年度にかけての

も勘案し算出しています。

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

の確保、サービスの質の向上を図っていく必要があります。

実績値 

平成 

27 年度 

平成

28

2,355.5  

96  

51  

10  

277.8  

54  

326.8  

28  

35  

1,481  

167  

516.4  

81  

243.8  

47  

16.3  

2  

149  

4  

3  

6  

298  

 

63 

居宅サービスの見込量 

37年度における居宅サービスの利用者数について

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。

年度にかけての

算出しています。

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

の確保、サービスの質の向上を図っていく必要があります。

 見込み

平成 

28 年度 

平成

29 年度

2,275.4  2,191.7 

95  

43  

9  

278.3  222.1 

53  

220.0  210.8 

24  

38  

879  

110  

500.9  507.7 

80  

254.1  215.0 

46  

14.9  

2  

164  

5  

2  

7  

295  

 

年度における居宅サービスの利用者数について

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。

年度にかけての利用率の伸びを

算出しています。 

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

の確保、サービスの質の向上を図っていく必要があります。

見込み 

平成 

年度 

平成

30 年度

2,191.7 2,431.6 

88 101 

53 43.2 

10 

222.1 289.9 

48 

210.8 255.1 

23 

36 

768 886.7 

103 111 

507.7 534.6 

81 

215.0 218.8 

36 

13.5 11.7 

1 

178 168 

4 

4 

8 

283 305 

年度における居宅サービスの利用者数について

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。

利用率の伸びを基に、サービス事業

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

の確保、サービスの質の向上を図っていく必要があります。 

推計値

平成 

年度 

平成 

31 年度 

2,431.6  2,458.6 

101  102 

43.2  43.2 

9  9 

289.9  289.9 

55  55 

255.1  262.6 

28  29 

40  41 

886.7  958.6 

111  120 

534.6  546.0 

85  87 

218.8  218.8 

40  40 

11.7  11.7 

1  1 

168  175 

5  5 

4  4 

14  20 

305  309 

年度における居宅サービスの利用者数について

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。

基に、サービス事業

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

 

推計値 

 

 

平成 

32 年度 

2,458.6  2,564.3 

102  106 

43.2  43.2 

9  9 

289.9  316.5 

55  61 

262.6  262.6 

29  29 

41  43 

958.6  1,048.3 

120  131 

546.0  562.9 

87  90 

218.8  235.0 

40  43 

11.7  11.7 

1  1 

175  185 

5  5 

4  4 

20  27 

309  316 

年度における居宅サービスの利用者数について

は、要介護認定者の増加及び利用者の要望等を勘案し、次のように見込みます。 

基に、サービス事業

要介護者が安心して在宅生活を維持するための重要なサービスであり、人材

平成 

37 年度 

2,710.0  

111  

46.7  

10  

364.3  

69  

300.7  

33  

48 

1,165.6  

146  

599.0  

97  

250.5  

46  

21.5  

2  

211 

7 

5 

27 

335 



 

２）

 

 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施

生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

 

３）

 

 

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

 

地域密着型サービスの見込み量２）

第７期計画期間及び平成

見込量は下記のとおりです。

 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者

 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護 

施設サービスの見込量３）

第７期計画期間及び平成

下記のとおりです。

なお、介護療養型医療施設は平成

しく創設される介護医療院に転換する必要があります。

 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

介護医療院 

地域密着型サービスの見込み量

第７期計画期間及び平成

量は下記のとおりです。

 

 

 
人/月 

人/月 

 
回/月 

人/月 

小規模多機能型居宅介護 人/月 

認知症対応型共同生活介護 人/月 

設入居者 
人/月 

地域密着型介護老人福祉施設 
人/月 

看護小規模多機能型居宅介護 人/月 

回/月 

人/月 

施設サービスの見込量

第７期計画期間及び平成

下記のとおりです。 

なお、介護療養型医療施設は平成

しく創設される介護医療院に転換する必要があります。

 

 

人/月 

人/月 

人/月 

人/月 

 

地域密着型サービスの見込み量

第７期計画期間及び平成37年度における地域密着型サービスの利用者数の

量は下記のとおりです。 

実績値

平成 

27 年度 28

 0  

 0  

 0.0  

 0  

 0  

 52  

 0  

 0  

 0  

  

  

施設サービスの見込量 

第７期計画期間及び平成37年度における施設サービス利用者数の見込量は

 

なお、介護療養型医療施設は平成

しく創設される介護医療院に転換する必要があります。

実績値

平成 
27 年度 28

 85  

 9  

 44  

  

 

64 

地域密着型サービスの見込み量

年度における地域密着型サービスの利用者数の

実績値 見込み

平成 

28 年度 

平成

29 年度

1  

0  

0.0  

0  

0  

71  

0  

0  

0  

523.9  569.5 

63  

 

年度における施設サービス利用者数の見込量は

なお、介護療養型医療施設は平成36年３

しく創設される介護医療院に転換する必要があります。

実績値 見込み

平成 
28 年度 

平成
29 年度

90  

9  

48  

 

地域密着型サービスの見込み量 

年度における地域密着型サービスの利用者数の

見込み 

平成 

年度 

平成 

30 年度

1 

0 

0.0 0.0 

0 

0 

89 77 

0 

0 

0 

569.5 633.2 

67 75 

年度における施設サービス利用者数の見込量は

３月31日までに廃止され

しく創設される介護医療院に転換する必要があります。

見込み 

平成 
年度 

平成 
30 年度

93 91 

14 

48 48 

 

年度における地域密着型サービスの利用者数の

推計値

 

年度 

平成 

31 年度 

2  2  

0  0  

0.0  0.0  

0  0  

4  4  

77  79  

0  0  

0  0  

0  0  

633.2  669.1  

75  79  

年度における施設サービス利用者数の見込量は

日までに廃止され

しく創設される介護医療院に転換する必要があります。 

推計値

 
年度 

平成 
31 年度 

91  91  

8  8  

48  48  

- - 

年度における地域密着型サービスの利用者数の

推計値 

平成 

32 年度 37

3  

0  

0.0  

0  

4  

81  

0  

0  

0  

700.2 

83 

年度における施設サービス利用者数の見込量は

日までに廃止されるため、新

推計値 

平成 
32 年度 37

91  

8  

48  

- 

年度における地域密着型サービスの利用者数の

平成 

37 年度 

3 

0 

0.00 

 

4 

90 

0 

0 

0 

823.3  

96  

年度における施設サービス利用者数の見込量は

、新

平成 
37 年度 

91 

8 

 

48 



 

  

  

居宅サービス

 介護予防訪問介護

 介護予防訪問入浴介護

 介護予防訪問看護

 介護予防訪問リハビリテーション

 介護予防居宅療養管理指導

 介護

 介護予防通所リハビリテーション

 介護予防短期入所生活介護

 介護予防

 介護予防福祉用具貸与

 介護予防

 介護予防

 
介護予防
介護

介護予防

地域密着型サービス

 
介護予
護 

 
介護予防
介護

 
介護予防
介護

（３）

予防給付事業費の給付見込み１）

第７期計画期間及び平成

とおりで

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

給付事業費は見込んで

 

 

居宅サービス 

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防福祉用具貸与

介護予防特定福祉用具購入費

介護予防住宅改修費

介護予防特定施設入居者生活
介護 

介護予防支援 

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介
 

介護予防小規模多機能型居宅
介護 
介護予防認知症対応型共同生活
介護 

合  計

 

 

 

（３）介護保険事業費

予防給付事業費の給付見込み

第７期計画期間及び平成

です。 

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

給付事業費は見込んで

介護予防訪問介護 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導 

予防通所介護 

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

介護予防福祉用具貸与 

特定福祉用具購入費 

住宅改修費 

特定施設入居者生活

地域密着型サービス 

認知症対応型通所介

小規模多機能型居宅

認知症対応型共同生活

計 

介護保険事業費

予防給付事業費の給付見込み

第７期計画期間及び平成37

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

給付事業費は見込んでいません。

実績値

平成 
27 年度 

 

11,444 

0 

3,068 

介護予防訪問リハビリテーション 161 

141 

23,752 

介護予防通所リハビリテーション 13,953 

1,136 

0 

3,528 

 753 

1,794 

特定施設入居者生活
1,484 

8,896 

 

認知症対応型通所介
0 

小規模多機能型居宅
0 

認知症対応型共同生活
0 

70,111 

65 

介護保険事業費 

予防給付事業費の給付見込み

37年度における予防給付事業費の見込みは下記の

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

ません。 

実績値 見込み

平成 
28 年度 29

 

10,955 

0 

2,746 

244 

50 

21,464 

11,818 

288 

0 

3,829 

899 

2,232 

2,089 

8,633 

 

0 

0 

0 

65,962 

 

予防給付事業費の給付見込み 

年度における予防給付事業費の見込みは下記の

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

見込み 

平成 
29 年度 

平成
30 年度

 

9,813 

0 

2,234 

709 

113 

18,156 

10,608 12,925 

337 

0 

4,499 

708 

1,189 

1,565 

8,237 

 

0 

0 

0 

58,168 38,736 

※端数処理により合計が合わない場合があります。

年度における予防給付事業費の見込みは下記の

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

推計値

平成 
年度 

平成
31 年度

 

 

0 

2,640 2,640 

514 514 

249 249 

 

12,925 12,925 

564 564 

0 

4,452 4,636 

717 717 

1,787 1,787 

4,939 8,602 

8,488 8,540 

 

0 

1,461 1,461 

0 

38,736 42,635 

端数処理により合計が合わない場合があります。

年度における予防給付事業費の見込みは下記の

なお、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の平成29年度以降の

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

（単位：千円）

推計値 

平成 
年度 

平成 
32 年度 

  

 

0 0 

2,640 2,640 

514 514 

249 249 

 

12,925 12,925 

564 564 

0 0 

4,636 4,756 

717 717 

1,787 1,787 

8,602 11,629 

8,540 8,751 

 

0 0 

1,461 1,461 

0 0 

42,635 45,993 

端数処理により合計が合わない場合があります。

年度における予防給付事業費の見込みは下記の

年度以降の

推計値については、制度改正により「地域支援事業費」に移行されたので、予防

（単位：千円） 

 
 

平成 
37 年度 

  

  

0 0 

2,640 2,899 

514 514 

249 249 

  

12,925 12,147 

564 564 

0 0 

4,756 4,920 

717 717 

1,787 1,787 

11,629 11,629 

8,751 9,176 

  

0 0 

1,461 1,461 

0 0 

45,993 46,063 

端数処理により合計が合わない場合があります。 

 

 



 

２）

  

  

居宅サービス

 訪問介護

 訪問入浴介護

 訪問看護

 訪問リハビリテーション

 居宅療養管理指導

 通所介護

 通所リハビリテーション

 短期入所生活介護

 短期入所療養介護

 福祉用具貸与

 特定福祉用具購入費

 住宅改修費

 特定施設入居者生活介護

居宅介護支援

地域密着型サービス

 
定期巡回・随時対応型訪
看護 

 夜間対応型訪問介護

 認知症対応型通所介護

 小規模多機能型居宅介護

 認知症対応型共同生活介護

 
地域密着型特定施設入
生活介護

 
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

 地域密着型通所介護

施設サービス

 介護老人福祉施設

 介護老人保健施設

 介護療養型医療施設

 介護医療院

３）

  

  

予防給付事業費

介護給付事業費

総給付費 

介護給付費事業費の見込み２）

第７期計画期間及び平成

とおりです。

居宅サービス 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導 

通所介護 

通所リハビリテーション

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

福祉用具貸与 

特定福祉用具購入費

住宅改修費 

特定施設入居者生活介護

居宅介護支援 

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪
 

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入
生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護 

地域密着型通所介護

施設サービス 

介護老人福祉施設 

介護老人保健施設 

介護療養型医療施設

介護医療院 

合  計 

総給付費の見込み３）

第７期計画期間及び平成

です。 

給付事業費 

給付事業費 

 

介護給付費事業費の見込み

第７期計画期間及び平成

とおりです。 
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訪問リハビリテーション 

 

通所リハビリテーション 

 

 

特定福祉用具購入費 

特定施設入居者生活介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者 

地域密着型介護老人福祉施設 

地域密着型通所介護 

 

 

介護療養型医療施設 

 

総給付費の見込み

第７期計画期間及び平成

27

1,035,607 

1,1

介護給付費事業費の見込み

第７期計画期間及び平成37年度における介護給付事

実績値 

平成 
27 年度 

平成
28

 

75,280 

6,871 

23,473 

11,263 

3,319 

138,017 

56,582 

21,868 

2,067 

23,857 

1,321 

2,858 

11,054 

45,803 

 

992 

0 

0 

0 

143,783 197,020 

0 

0 

 

 

244,773 258,289 

25,744 

196,682 222,986 

 

1,035,607 1,114,228 

総給付費の見込み 

第７期計画期間及び平成37年度における総給

実績値 

平成 
27 年度 

平成
28

70,111 

1,035,607 1,114,228 

1,105,718 1,180,190 

66 

介護給付費事業費の見込み 

年度における介護給付事

 見込み

平成 
28 年度 

平成
29 年度

 

74,670 74,848 

5,857 7,110 

23,843 19,218 

7,384 6,945 

3,613 3,157 

77,449 67,806 

56,386 57,135 

22,187 18,990 

1,838 1,775 

24,092 26,796 

1,896 1,455 

2,073 3,875 

12,221 15,077 

45,098 41,148 

 

2,314 2,384 

0 

0 

0 

197,020 254,103 

0 

0 

49,999 58,966 

 

258,289 270,715 

25,010 44,368 

222,986 238,214 

 

1,114,228 1,214,085 

※端数処理により合計が合わない場合があります。

年度における総給

 見込み

平成 
28 年度 

平成
29 年度

65,962 58,168 

1,114,228 1,214,085 

1,180,190 1,272,252 

※端数処理により合計が合わない場合があります。

年度における介護給付事

見込み 

平成 
年度 

平成 
30 年度

 

74,848 103,554 

7,110 5,846 

19,218 24,801 

6,945 9,942 

3,157 5,484 

67,806 79,482 

57,135 59,374 

18,990 19,472 

1,775 1,514 

26,796 24,772 

1,455 2,092 

3,875 4,125 

15,077 29,696 

41,148 45,131 

 

2,384 5,046 

0 

0 

0 7,669 

254,103 213,551 

0 

0 

58,966 65,192 

 

270,715 263,774 

44,368 22,685 

238,214 218,893 

 

1,214,085 1,212,095 

端数処理により合計が合わない場合があります。

年度における総給付費の見込みは下記のとおり

見込み 

平成 
年度 

平成 
30 年度

58,168 38,736 

1,214,085 1,212,095 

1,272,252 1,250,831 

端数処理により合計が合わない場合があります。

年度における介護給付事業費の見込みは下記の

推計値

 
年度 

平成 
31 年度 

  

103,554 104,755 

5,846 5,846 

24,801 24,801 

9,942 10,232 

5,484 5,622 

79,482 86,858 

59,374 60,835 

19,472 19,472 

1,514 1,514 

24,772 26,062 

2,092 2,092 

4,125 4,125 

29,696 41,506 

45,131 45,718 

  

5,046 5,046 

0 0 

0 0 

7,669 7,669 

213,551 219,083 

0 0 

0 0 

65,192 69,398 

  

263,774 263,774 

2,685 22,685 

218,893 218,893 

  

1,212,095 1,245,986 

端数処理により合計が合わない場合があります。

付費の見込みは下記のとおり

推計値

 
年度 

平成 
31 年度 

38,736 42,635 

1,212,095 1,245,986 

1,250,831 1,288,621 

端数処理により合計が合わない場合があります。

業費の見込みは下記の

（単位：千円

推計値 

平成 
32 年度 37

 

109,422 

5,846 

26,953 

10,232 

5,901 

95,204 

63,243 

20,892 

1,514 

27,663 

2,092 

4,125 

55,504 

46,798 

 

7,570 

0 

0 

7,669 

224,814 

0 

0 

72,582 

 

263,774 

22,685 

218,893 

 

1,293,376 1,374,968

端数処理により合計が合わない場合があります。

付費の見込みは下記のとおり

（単位：千円

推計値 

平成 
32 年度 

平成
37

45,993 

1,293,376 1,374,968

1,339,369 1,421,031 

端数処理により合計が合わない場合があります。

業費の見込みは下記の

千円） 

平成 
37 年度 

 

115,764 

6,322 

31,339 

11,718 

6,595 

106,984 

68,201 

22,164 

2,746 

32,494 

2,730 

4,845 

55,504 

50,506 

 

7,570 

0 

0 

7,669 

249,833 

0 

0 

86,632 

 

263,774 

22,685 

 

218,893 

1,374,968 

端数処理により合計が合わない場合があります。 

付費の見込みは下記のとおり

千円） 

平成 
37 年度 

46,063 

1,374,968 

1,421,031 

端数処理により合計が合わない場合があります。 



 

４

1）要介護認定の適正化

2）ケアプランの点検
 

3）住宅改修・福祉用具の点検

4）縦覧点検・医療情報との突合

４ 事業の適正な運営

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

図り、町の介護保険をよりよい保険制度に高めていく必要があります。

このため、

トなどの円滑な実施とともに介護給付費の適正化を進めます。

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

業など、町の特性や実情に応じた独自の取組について検討します。

 

（１）

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

に運営し、持続可能な制度とするため、

 

事業名

介護認定の適正化

）ケアプランの点検

）住宅改修・福祉用具の点検

）縦覧点検・医療情報との突合

事業の適正な運営

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

図り、町の介護保険をよりよい保険制度に高めていく必要があります。

このため、事業計画の策定やサービス基盤の整備、要介護認定、ケアマネジメン

トなどの円滑な実施とともに介護給付費の適正化を進めます。

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

業など、町の特性や実情に応じた独自の取組について検討します。

（１）介護給付適正化の方針

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

に運営し、持続可能な制度とするため、

事業名 

介護認定の適正化 

）ケアプランの点検 

）住宅改修・福祉用具の点検 

）縦覧点検・医療情報との突合

事業の適正な運営

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

図り、町の介護保険をよりよい保険制度に高めていく必要があります。

事業計画の策定やサービス基盤の整備、要介護認定、ケアマネジメン

トなどの円滑な実施とともに介護給付費の適正化を進めます。

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

業など、町の特性や実情に応じた独自の取組について検討します。

介護給付適正化の方針

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

に運営し、持続可能な制度とするため、

� 町職員
務の

� 新規申請以外
期的
質的向上

� 「ケアプラン
保険者
に行

� 地域包括支援
ジメントを
ケアマネージャーの
マネジメントの
①包括的
②主治医
③在宅
・ 
・ 
・ 

 

 

� 受給者宅
等を

� 訪問調査等
る。

）縦覧点検・医療情報との突合 

� 受給者
細書内容
数・
見して

� 受給者
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事業の適正な運営 

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

図り、町の介護保険をよりよい保険制度に高めていく必要があります。

事業計画の策定やサービス基盤の整備、要介護認定、ケアマネジメン

トなどの円滑な実施とともに介護給付費の適正化を進めます。

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

業など、町の特性や実情に応じた独自の取組について検討します。

介護給付適正化の方針 

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

に運営し、持続可能な制度とするため、

概要 

町職員の実施により
の推進に努める

新規申請以外の
期的に調査員への
質的向上を図り

ケアプラン点検支援
保険者と介護支援専門員

行う。 
地域包括支援センターの
ジメントを強化
ケアマネージャーの
マネジメントの

包括的・継続的
主治医との連携強化
在宅サービス
 支援困難事例等
 ケアマネージャーの
 ケアマネジメントの

受給者宅の実態確認
を行い、不適切又

訪問調査等を行
。 

受給者ごとに複数月
細書内容）を確認
・算定日数等
して適切な処置

受給者の後期高齢者医療

 

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

図り、町の介護保険をよりよい保険制度に高めていく必要があります。

事業計画の策定やサービス基盤の整備、要介護認定、ケアマネジメン

トなどの円滑な実施とともに介護給付費の適正化を進めます。

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

業など、町の特性や実情に応じた独自の取組について検討します。

 

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

に運営し、持続可能な制度とするため、本町では、

により公正かつ
める。 
の委託による認定調査
への研修を実施
り、適切な認定業務
点検支援マニュアル

介護支援専門員が

センターの機能
強化するとともに

ケアマネージャーの資質と専門性
マネジメントの独立性と中立性

継続的マネジメントの
連携強化の推進

サービス事業者間や在宅
支援困難事例等のケアマネージャー
ケアマネージャーの資質
ケアマネジメントの独立性

実態確認や工事見積書
不適切又は不要な
行い、福祉用具

複数月にまたがる
確認し、提供されたサービスの

算定日数等の点検を行い
処置を行う。 

後期高齢者医療や

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

図り、町の介護保険をよりよい保険制度に高めていく必要があります。

事業計画の策定やサービス基盤の整備、要介護認定、ケアマネジメン

トなどの円滑な実施とともに介護給付費の適正化を進めます。 

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

業など、町の特性や実情に応じた独自の取組について検討します。

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

本町では、次の取組を進め

かつ中立性を

認定調査の実施
実施し、必要な
認定業務を実施

マニュアル（厚生労働省
が協力してケアプラン

機能を生かした
するとともに、地域包括

専門性の向上
中立性の推進を

マネジメントの強化 
推進 
在宅と施設間

のケアマネージャー
資質と専門性の
独立性・中立性

工事見積書の点検
な住宅改修を

福祉用具の必要性や

にまたがる介護報酬
されたサービスの
い、請求内容
 

や国民健康保険

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

図り、町の介護保険をよりよい保険制度に高めていく必要があります。 

事業計画の策定やサービス基盤の整備、要介護認定、ケアマネジメン

 

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

業など、町の特性や実情に応じた独自の取組について検討します。 

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

の取組を進めます。

を確保した認定調査業

実施に当たっては
な知識や技術

実施する。 
厚生労働省）」に

してケアプラン点検

かした包括的・継続的
地域包括ケアの確立

向上に努め、併
を図る。 
 

施設間との連携強化
のケアマネージャー支援の強化

の向上 
中立性の推進 

点検、竣工時の
を排除する。
や利用状況等

介護報酬の支払状況
されたサービスの整合性

請求内容の誤り等を

国民健康保険の入院情報

明るく活力のある高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的に運営

し、持続可能な制度とするためには、介護保険制度が利用者本位の制度であること

を念頭に、保険者として介護サービスの質的向上とともに、健全な保険財政運営を

事業計画の策定やサービス基盤の整備、要介護認定、ケアマネジメン

一方で、誰もが介護保険制度を利用できるよう、高齢者の生活実態に応じた適切

な保険料の設定に努めるほか、高齢社会に備えて取り組む必要性の高い介護予防事

明るく活力のある超高齢社会の構築に向け、介護保険事業を適正かつ安定的

ます。 

認定調査業

たっては、定
技術の習得と

に基づき、
点検を適切

継続的マネ
確立に向けて
併せてケア

連携強化 
強化 

の訪問調査
。 

利用状況等を確認す

支払状況（請求明
整合性、算定回

を早期に発

入院情報と介護



 

5）介護給付費通知

6）給付実績の活用

（２）

（３）

（４）

）介護給付費通知 

）給付実績の活用 

 

（２）介護保険サービスの質の向上

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報

公表や計画的な第三者評価の実施と評価結果の公開を促します。

事業者の指定及び指導・監査について、平成

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

正に指導・監査を実施します。

 

（３）相談体制の充実と苦情への適切な対応

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

相談窓口を地域包括支援センターに開設し対応しています。

一方、苦情内容に応じては、北海道国保連合会

など、利用者の相談・苦情に対し適切な対応に努めます。

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。

 

（４）自立支援・重度化防止等

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

られるよう適切に運営指導と監督を行います。

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取

り組む仕組

介護保険サービスの質の向上

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報

公表や計画的な第三者評価の実施と評価結果の公開を促します。

事業者の指定及び指導・監査について、平成

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

正に指導・監査を実施します。

相談体制の充実と苦情への適切な対応

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

相談窓口を地域包括支援センターに開設し対応しています。

一方、苦情内容に応じては、北海道国保連合会

など、利用者の相談・苦情に対し適切な対応に努めます。

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。

自立支援・重度化防止等

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

られるよう適切に運営指導と監督を行います。

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取

り組む仕組みが制度化されます。

保険の
整合性
ます。

� 保険者
の介護報酬
ことにより
と提供
改めて

�  
� 国保連合会

の適正化事業

介護保険サービスの質の向上

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報

公表や計画的な第三者評価の実施と評価結果の公開を促します。

事業者の指定及び指導・監査について、平成

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

正に指導・監査を実施します。 

相談体制の充実と苦情への適切な対応

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

相談窓口を地域包括支援センターに開設し対応しています。

一方、苦情内容に応じては、北海道国保連合会

など、利用者の相談・苦情に対し適切な対応に努めます。

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。

自立支援・重度化防止等

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

られるよう適切に運営指導と監督を行います。

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取

みが制度化されます。
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の給付情報を突合
整合性の点検を行い

。 
保険者から受給者本人

介護報酬の請求及
ことにより、受給者

提供を普及啓発するとともに
めて確認し、適正

国保連合会の給付費適正化
適正化事業を継続

介護保険サービスの質の向上

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報

公表や計画的な第三者評価の実施と評価結果の公開を促します。

事業者の指定及び指導・監査について、平成

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

 

相談体制の充実と苦情への適切な対応

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

相談窓口を地域包括支援センターに開設し対応しています。

一方、苦情内容に応じては、北海道国保連合会

など、利用者の相談・苦情に対し適切な対応に努めます。

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。

自立支援・重度化防止等

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

られるよう適切に運営指導と監督を行います。

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取

みが制度化されます。 

突合し、給付日数
い、医療と介護

受給者本人（家族を
請求及び費用の給付状況等
受給者や事業者に

するとともに
適正な請求に向

給付費適正化システムを
継続して実施する

介護保険サービスの質の向上 

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報

公表や計画的な第三者評価の実施と評価結果の公開を促します。

事業者の指定及び指導・監査について、平成30年度から居宅介護支援事業者

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

相談体制の充実と苦情への適切な対応

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

相談窓口を地域包括支援センターに開設し対応しています。

一方、苦情内容に応じては、北海道国保連合会と連携して問題解決に

など、利用者の相談・苦情に対し適切な対応に努めます。

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。

自立支援・重度化防止等 

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

られるよう適切に運営指導と監督を行います。 

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取

給付日数や提供されたサービスの
介護の重複請求

を含む）に対して
給付状況等について

に対して適切なサービスの
するとともに、自ら受けているサービスを

向けた抑制効果

システムを活用
する。 

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報

公表や計画的な第三者評価の実施と評価結果の公開を促します。

年度から居宅介護支援事業者

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

相談体制の充実と苦情への適切な対応 

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

相談窓口を地域包括支援センターに開設し対応しています。 

と連携して問題解決に

など、利用者の相談・苦情に対し適切な対応に努めます。 

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取

提供されたサービスの
重複請求の排除等を

対して、事業者
について通知

適切なサービスの
けているサービスを

抑制効果をあげる。

活用した介護給付費

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報

公表や計画的な第三者評価の実施と評価結果の公開を促します。 

年度から居宅介護支援事業者

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

と連携して問題解決に当たる

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取

されたサービスの
を図り

事業者から
知する

なサービスの利用
けているサービスを

。 

介護給付費

利用者が、自分の心身の状況や生活実態等に応じた適切なサービスを選択で

きるよう、介護保険制度やサービス事業者等に関する情報提供を進めます。 

一方、事業者が行う利用者への情報提供の重要性から、介護サービス情報の

年度から居宅介護支援事業者

の指導監督権限が北海道から市町村へ権限移譲されます。地域密着型サービス事

業所や居宅介護支援事業所の適正な事業運営が行われるよう、事業者に対して厳

利用者保護や介護サービスの質の向上に向け、町民が気軽に相談できるよう、

当たる

なお、地域包括支援センターの相談窓口では、介護保険制度、介護予防、権

利擁護などの保健医療・福祉全般の相談や関係機関との連絡調整を行っています。 

地域密着型サービスに関しては、保険者に指定基準の策定や事業者の指定、

指導監督権限が付与されたことから、地域において質の高いサービスの確保が図

保険者である市町村においては、高齢者の自立支援・重度化防止に向けて取
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第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の周知と関係機関等との連携 

本計画は、本町の高齢者施策の総合的な体系を示したものです。 

本計画を推進するに当たり、庁内の関係各課が連携し、情報の共有化を図り、横

断的に施策の展開を図ることはもとより、広く本計画の周知を図り、高齢者を含め

た幅広い住民の地域社会への参画を促進するとともに、地域社会における相互扶助

その他の機能が活性化するよう、各団体等との協力体制の構築を図ります。 

２ 高齢者を含む地域住民の社会参加の促進 

高齢者を含む地域住民の社会的孤立を防ぎ、誰もが社会との「絆」を感じながら、

安心して生活できる基盤を構築する上で、地域住民やＮＰＯ等による社会活動の充

実が不可欠です。 

一方、高齢者のボランティア組織やＮＰＯ等における社会活動は、心の豊かさや

生きがいの充足の機会となります。 

高齢者が年齢や性別にとらわれることなく、他の世代とともに社会の重要な一員

として、生きがいを持って活躍できるように、ボランティア活動を始めとした高齢

者の社会参加活動を促進していきます。 

３ 計画の点検・評価 

本計画の進行管理については、その実施状況の把握や評価点検等を行い、計画全

体の進行管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P：PLAN（計画）：中標津町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画 

D：DO（実行）：住民の活動・団体の活動（施策の実施） 

C：CHECK（評価）：目標(進捗率)の把握と評価・施策の進捗状況の把握 

A：ACTION（見直し・改善）：必要に応じて見直し・修正・改善策の整理 

 



 

資料編

１ 

（１）

１）

２）

調 査 種

調 査 対

調 査 地

調査基準日

調 査 期

実 施 方

３）

 

配  布

有 効 回 収

有 効 回 収

資料編

 高齢者の実態調査

（１）アンケート調査の概要

調査の目的１）

この調査は、

福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するための

護保険事業計画

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や

齢者の生活状態に合った

に実施しました。

「在宅実態調査」は、

の就労継続の実現に向け、介護サービスの

とを目的として実施しました。

調査の種類及び調査方法等２）

調 査 種 類 

調 査 対 象 

調 査 地 域 

調査基準日 

調 査 期 間 

実 施 方 法 

回収結果３）

区      分

布  数  Ａ  

有 効 回 収 数   B 

有 効 回 収 率 Ｂ ÷ Ａ ×

資料編 

高齢者の実態調査

アンケート調査の概要

調査の目的 

この調査は、平成30

福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するための

護保険事業計画」策定

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や

齢者の生活状態に合った

に実施しました。 

「在宅実態調査」は、

の就労継続の実現に向け、介護サービスの

とを目的として実施しました。

調査の種類及び調査方法等

日常生活圏域ニーズ調査
在宅介護実態調査

① 65 歳以上
いる方から無作為で

② 要介護
で抽出

町内全域 

平成29年4

平成29年6

郵送による配布・回収

回収結果 

分 

 

 

Ｂ ÷ Ａ × 1 0 0  

高齢者の実態調査 

アンケート調査の概要

30～32年度までの

福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するための

策定の基礎資料とするために実施しました。

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や

齢者の生活状態に合った介護予防事業実施のための基礎資料

「在宅実態調査」は、要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者

の就労継続の実現に向け、介護サービスの

とを目的として実施しました。 

調査の種類及び調査方法等

日常生活圏域ニーズ調査
在宅介護実態調査 

歳以上の一般高齢者及び要支援
いる方から無作為で
要介護 1～5 の認定を受けて、在宅で生活されている方から
で抽出 

 

4月1日 

6月26日～8月

郵送による配布・回収 

① 日常生活圏域
ニーズ調査

70 

アンケート調査の概要 

年度までの3年間に中標津町が取り組むべき高齢者

福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するための

の基礎資料とするために実施しました。

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や

介護予防事業実施のための基礎資料

要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者

の就労継続の実現に向け、介護サービスの在り方

 

調査の種類及び調査方法等 

日常生活圏域ニーズ調査 

の一般高齢者及び要支援
いる方から無作為で 1,000 名を任意抽出

の認定を受けて、在宅で生活されている方から

月18日 

 

日常生活圏域 
ニーズ調査 

②

1,000 

668 

66.8% 

年間に中標津町が取り組むべき高齢者

福祉施策や介護保険事業を総合的に展開するための「高齢者福祉計画・

の基礎資料とするために実施しました。

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や

介護予防事業実施のための基礎資料

要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者

在り方を検討し、計画に反映させるこ

の一般高齢者及び要支援 1・2 の認定を受けて、在宅で生活されて
名を任意抽出 

の認定を受けて、在宅で生活されている方から

② 在宅介護実態調査

年間に中標津町が取り組むべき高齢者

高齢者福祉計画・

の基礎資料とするために実施しました。 

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や

介護予防事業実施のための基礎資料とすることを目的

要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者

を検討し、計画に反映させるこ

の認定を受けて、在宅で生活されて

の認定を受けて、在宅で生活されている方から

在宅介護実態調査 

301 

176 

58.5% 

年間に中標津町が取り組むべき高齢者

高齢者福祉計画・第7期

 

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や

とすることを目的

要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者

を検討し、計画に反映させるこ

の認定を受けて、在宅で生活されて

の認定を受けて、在宅で生活されている方から 301 名を無作為

合  計

年間に中標津町が取り組むべき高齢者

期介

「日常生活圏域ニーズ調査」は、地域の高齢者の状況を把握することで地域

課題を把握するとともに、地域の実情に合った新しい総合事業の運営・管理や高

とすることを目的

要介護認定者の適切な在宅生活の継続と家族等介護者

を検討し、計画に反映させるこ

の認定を受けて、在宅で生活されて

名を無作為

計 

1,301 

844 

64.9% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）

回答者の属性１）

① 性別

 

 

 

 

 

 

② 年齢

③ 家族構成

回答者の

年齢は、

が 32％で最

94％が未認定者

です。 

家族構成

一般高齢者

かの介護を

介護等が

「心臓病」

全体

男

女

全体

一般高齢者

要支援認定者

（２）日常生活圏域ニーズ調査

回答者の属性

性別 

年齢 

家族構成 

の属性は、「男性

、全体の平均

最も多く、「90

未認定者（以下

家族構成は、「1人暮

一般高齢者の 80％近

を受けています

が必要となった

」です。 

32

31

32

65～

69歳

70

74

全体

24

23

１人暮

らし

全体

一般高齢者

要支援認定者

女

55.5%

日常生活圏域ニーズ調査

回答者の属性 

男性」が 44.5

平均は 74.5 歳で

90 歳以上」はわずか

以下、一般高齢者

人暮らし」が全体

近くは介護や

けています。 

となった最も多い原因

71 

年齢(5歳階級）

21

21

20

70～

74歳

75～

79歳

80

84

家族構成

24 35

23 36

40

１人暮

らし

夫婦2人

暮らし

(配:65

歳以上)

夫婦

暮らし

(配:64

歳以下

男

44.5%

ｎ性別

日常生活圏域ニーズ調査

44.5％、「女性

で、男性は 74.6

はわずか 3％

一般高齢者という。）、「

全体で 24％ですが

や介助の必要

原因は、一般高齢者

 

歳階級）(%)

24 14

26 12

22 15

80～

84歳

85～

89歳

90

以上

家族構成

35 10 18

36 10 17

23 21

夫婦2人

暮らし

:64

歳以下)

息子・

娘との

2世帯

その他

ｎ=668

日常生活圏域ニーズ調査 

女性」が 55.5％

74.6 歳、女性

％です。 

。）、「要支援１

ですが、要支援者

必要はありませんが

一般高齢者は「

14 7

3

12 8

2

7

3

90歳

以上

ｎ

668

297

371

18 12
2

17 12
2

12
5

その他 不明

ｎ

668

625

43

％です。 

女性は 74.5 歳

１」が 3％、「

要支援者では 40％

はありませんが、要支援者

「骨折・転倒

ｎ

668

625

43

歳です。「65～

％、「要支援２」

40％となっています

支援者の 65％は

転倒」で、要支援者

～69 歳」

」が 3％

となっています。 

は何ら

要支援者は



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

こと

くなる

や

人

骨折・転倒

高齢による衰弱

認知症

脊椎損傷

脳卒中

心臓病

呼吸器の病気

関節の病気

視覚・聴覚障害

糖尿病

（％）

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上85

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上85

女-85歳以上

④ 介護・介助の必要性

⑤ 介助が必要となった原因

日常生活について２）

① 運動機能について

運動機能については

こと」などができるかどうかをみると

くなる人が多くなります

「物忘れ」「

や「預貯金の出

人が多くなります

 

全体

一般高齢者

要支援認定者

5.9

5.9

5.9

2.9

0.0 5.0 10.0

骨折・転倒

高齢による衰弱

認知症

脊椎損傷

脳卒中

心臓病

がん

呼吸器の病気

関節の病気

視覚・聴覚障害

糖尿病

一般高齢者（n=34)

55

59

7 16

68

46

27

71

43

16 16

できるし、

している

できるけど

していない

85歳未満

85歳未満

介護・介助の必要性

介助が必要となった原因

日常生活について

運動機能について

については、「

などができるかどうかをみると

くなります。

」「今日が何月何日

出し入れ」についても

くなります。 

介護等の必要性

73

9 14

介護・介助

は必要ない

介護等は必

要だが、現

在は受けて

いない

一般高齢者

要支援認定者

20.6

17.6

14.7

14.7

11.8

11.8

11.8

10.0 15.0 20.0 25.0

n=34)

階段の昇り(%)

17 23

17 20

74

68 20 10

13 34

23 47

71 16 10

18 33

59

できるけど

していない

できない 不明

介護・介助の必要性 

介助が必要となった原因

日常生活について 

運動機能について 

、「手すり等を

などができるかどうかをみると

。 

何月何日かわかる

についても、

72 

介護等の必要性

73 8

78 8

65

介護等は必

要だが、現

在は受けて

いない

何らかの介

護を受けて

いる

不明

25.0

心臓病

関節の病気

骨折・転倒

脳卒中

視覚・聴覚障害

高齢による衰弱

呼吸器の病気

糖尿病

がん

認知症

パーキンソン病

腎疾患

（％）

4

4

2

10
3

7

3

10
3

6

8

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

介助が必要となった原因 

を持たないでの

などができるかどうかをみると、要支援者

かわかる」などの

、要支援者や

9 10

8 5 9

12

不明

ｎ

668

625

43

10.7

10.7

3.6

3.6

3.6

3.6

0.0 10.0

心臓病

関節の病気

骨折・転倒

脳卒中

視覚・聴覚障害

高齢による衰弱

呼吸器の病気

糖尿病

がん

認知症

パーキンソン病

腎疾患

要支援認定者(n=28)

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上85歳未満

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上85歳未満

女-85歳以上

たないでの階段の昇り

要支援者や男女とも

などの認知機能や「

や男女とも 85

25.0

21.4

21.4

17.9

17.9

14.3

20.0 30.0

(n=28)

15分の継続的歩行

67

70

30 16

72

63

50

76

62

49 8

できるし、

している

できるけど

していない

できない

り」や「15

とも 85 歳以上になるとできな

「バスや電車

85 歳以上になるとできない

30.0

分の継続的歩行(%)

17 13
3

17 11
3

51
2

20

5
3

12 22
3

17 30
3

18

5
2

18 17
4

8 41
3

できない 不明

15 分間続けて

になるとできな

電車、車での外出

になるとできない

3

3

3

2

3

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

けて歩く

になるとできな

外出」

になるとできない



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上85歳未満

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上85歳未満

女-85歳以上

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上85歳未満

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上85歳未満

女-85歳以上

② 認知機能について

③ 外出等について

健康について３）

現在の健康状態

計は 72％です

ない人の割合

す。 

現在治療中

最も多くなっており

介護認定別

の病気（骨粗

す。 

46

45

56

37

60

67

42

42

54

はい いいえ

歳未満

歳未満

バスや電車を使って１人で外出

73

75

35

84

58

37

69

30

できるし、

している

できるけど

していない

歳未満

歳未満

認知機能について

外出等について

健康について

健康状態は、

です。男女年齢階級別

割合が高くなり

現在治療中、又は後遺症

くなっており、

介護認定別でみても

骨粗しょう症

物忘れ(%)

50

51

40

60

32

30

57

51

41

いいえ 不明

バスや電車を使って１人で外出(%)

14

75 14

21 40

84 10

22 13

17 43

89

19

30 32

できるけど

していない

できない 不明

認知機能について 

外出等について 

健康について 

、全体でみると

男女年齢階級別でみると

くなり、85 歳以上

後遺症のある病気

、次いで「目の

でみても「高血圧」が

症、関節症等）」

73 

4

4

5

3

8

3

1

7

5

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

9

4

7
4

5

10

2
5

7

3

7
2

2
8 4

8

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

でみると、「とてもよい

でみると、男女

歳以上では要支援認定者

のある病気は、全体

目の病気」、「筋骨格

」が最も多くなっていますが

関節症等）」、「心臓病

 

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上85歳未満

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上85歳未満

女-85歳以上

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上85歳未満

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上85歳未満

女-85歳以上

とてもよい」（9％

男女ともに年齢

要支援認定者の

全体でみると、「

筋骨格の病気

くなっていますが

心臓病」、「目の病気

今日が何月何日かわからないときがあるか

27

26

37

19

29

37

24

30

41

はい いいえ

歳未満

歳未満

自分で預貯金の出し入れ

79

82

42

84

76

57

86

80

54

できるし、

している

できるけど

していない

％）と「まあよい

年齢が上がるほど

健康状態と似

、「高血圧」

病気」と続いています

くなっていますが、要支援認定者

病気」、が上位回答

今日が何月何日かわからないときがあるか(%)

72

72

63

80

67

63

75

68

57

いいえ 不明

自分で預貯金の出し入れ(%)

14

13

35 21

12

15 8

27 17

86 11

14

32 8

できるけど

していない

できない 不明

まあよい」（63％

ほど健康状態

似た傾向となりま

」が他を引き

いています。 

要支援認定者は「

上位回答となっていま

2

2

1

4

1

1

3

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

5 1

4 1

2

2 3

8
2

3

4 1

5

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

％）の合

健康状態がよく

となりま

き離して

 

「筋骨格

となっていま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高血圧

目の病気

筋骨格の病気

糖尿病

心臓病

高脂血症

胃腸・肝臓・胆のう

耳の病気

脳卒中

外傷

呼吸器の病気

腎臓・前立腺の病気

がん

血液・免疫の病気

認知症

うつ病

パーキンソン病

（％）

認知症予防教室

筋力トレーニング事業

転倒骨折予防教室

地域でのサロン活動

栄養改善の指導

口腔衛生に関する教室

日常生活関連動作訓練

足指・爪の病気予防等に関する教室

① 健康状態

② 治療中、又は後遺症のある病気

介護予防について４）

介護予防

る」（43％）

参加したい

いで「筋力

要支援認定者

（34.9％）、「

 

13.4

13.1

10.4

9.8

8.8

8.0

6.9

5.4

5.0

3.5

3.2

1.8

1.3

1.1

0.2

0.0 10.0 20.0

高血圧

目の病気

筋骨格の病気

糖尿病

心臓病

高脂血症

胃腸・肝臓・胆のう…

耳の病気

脳卒中

外傷

呼吸器の病気

腎臓・前立腺の病気

がん

血液・免疫の病気

認知症

うつ病

パーキンソン病

一般高齢者(n=625)

6.9

6.2

5.4

0.0 10.0

認知症予防教室

筋力トレーニング事業

転倒骨折予防教室

地域でのサロン活動

栄養改善の指導

口腔衛生に関する教室

日常生活関連動作訓練

足指・爪の病気予防等に関する教室

（％）

一般高齢者（n=625)

健康状態 

治療中、又は後遺症のある病気

介護予防について

介護予防については

％）の合計は 73

したい講座については

筋力トレーニング

要支援認定者は「転倒

％）、「地域での

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上

女-85歳以上

17.0

13.4

13.1

20.0 30.0 40.0

(n=625)

25.0

18.4

17.8

6.9

6.2

5.4

10.0 20.0 30.0

n=625)

治療中、又は後遺症のある病気

介護予防について 

については、全体でみると

73％で、要支援認定者

については、一般高齢者

トレーニング事業」（35.5

転倒骨折予防

でのサロン活動

74 

9

10

9

8

3

12

9

8

とてもよ

い

一般高齢者

要支援認定者

歳未満

歳以上85歳未満

歳以上

歳未満

歳以上85歳未満

歳以上

胃腸・肝臓・胆のう

腎臓・前立腺の病気

血液・免疫の病気

（％）

46.1

50.0

37.6

35.5

30.0 40.0

治療中、又は後遺症のある病気

でみると、「非常

要支援認定者の

一般高齢者は「

35.5％）、「転倒

予防教室」が 37.

活動」（25.6％）

現在の健康状態

63

64

44

68

59

43

71

59

43

とてもよ まあよい あまりよ

くない

よくない

4.7

4.7

2.3

2.3

2.3

2.3

0.0

高血圧

筋骨格の病気

心臓病

目の病気

耳の病気

糖尿病

脳卒中

外傷

呼吸器の病気

胃腸・肝臓・胆のう…

腎臓・前立腺の病気

血液・免疫の病気

うつ病

高脂血症

がん

認知症

パーキンソン病

（％）

要支援認定者

転倒骨折予防教室

認知症予防教室

地域でのサロン活動

筋力トレーニング事業

足指・爪の病気予防等に関する教室

栄養改善の指導

日常生活関連動作訓練

口腔衛生に関する教室

治療中、又は後遺症のある病気 

非常に関心がある

のその割合は

「認知症予防教室

転倒骨折予防

37.2％で第 1

％）が続きます

現在の健康状態(%)

22

2 4

20

2 4

47 7
2

16

1 5

25

3 5

43 7
3

15

1 2

25

3 4

35

3

11

よくない 不明

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

30.2

25.6

25.6

20.9

16.3

14.0

14.0

11.6

7.0

7.0

4.7

4.7

20.0 40.0

要支援認定者(n=43)

0.0 10.0

転倒骨折予防教室

認知症予防教室

地域でのサロン活動

筋力トレーニング事業

足指・爪の病気予防等に関する教室

栄養改善の指導

日常生活関連動作訓練

口腔衛生に関する教室

（％）

要支援認定者(n=43)

がある」（30％）

は 84％と高くなっています

認知症予防教室」が 37.6

予防教室」（25.0

1 位、次いで「

きます。 

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

51.2

40.0 60.0

25.6

18.6

16.3

16.3

9.3

9.3

10.0 20.0 30.0

％）と「やや関心

くなっています

37.6％で第 1

25.0％）が続きます

「認知症予防教室

37.2

34.9

40.0

関心があ

くなっています。 

1 位、次

きます。 

認知症予防教室」



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の生活について５）

高齢者保健福祉施策について６）

介護が

るサービスを

祉施設に

介護認定別

利用できるサービスを

り高くなっています

地域

介助や

介護認定別

時に通報

です。

 

高齢者

くが望

一方、

43.5％

 

認知症対策

えています

る仕組

 

力を

「地域交通

います

ます。

 

サービスを利用し、自宅で生活

町内の福祉施設に入所

町外の福祉施設に入所

町外の子どものいる所

今後の生活について

高齢者保健福祉施策について

が必要になったときの

るサービスを利用しながら

に入所したい

介護認定別でみると

できるサービスを

くなっています

地域や自宅での

や送迎」（61.5

介護認定別でも

通報できる手段

。 

高齢者の住みやすい

望んでいましたが

、一般高齢者

％となっており

認知症対策として

えています。介護認定別

仕組み」ととも

を入れてほしい

地域交通の利便性

います。地域医療の

。 

1.0

2.4

0.0

4.7

0%

サービスを利用し、自宅で生活

町内の福祉施設に入所

町外の福祉施設に入所

町外の子どものいる所

介護必要時の介護希望

今後の生活について 

高齢者保健福祉施策について

になったときの希望

しながら、自宅

したい」が 31.0％

でみると、要支援認定者

できるサービスを利用しながら

くなっています。 

での生活を続けていくために

61.5％）、「除雪

もこの傾向は

手段・連絡体制

みやすい住環境

んでいましたが、60％近

一般高齢者では「高齢者

となっており、自宅で

として、65.4％

介護認定別でみると

とともに「相談窓口

れてほしい高齢者施策

利便性の向上」（

の充実及び外出支援

75 

31.7

20.9

20% 40%

介護必要時の介護希望

 

高齢者保健福祉施策について

希望について

自宅で生活したい

％で続いています

要支援認定者も全体

しながら、自宅

けていくために

除雪サービス」（

は同じですが

連絡体制」（45.3％）、

住環境づくりとして

近くが「老人

高齢者などに対する

で住み続けるための

％が「早期発見

みると、要支援認定者

相談窓口の充実」

高齢者施策については

」（37.7％）、「

外出支援が高齢者施策

 

46.9

65.1

60%

一般高齢者(n=625)

要支援認定者(n=43)

高齢者保健福祉施策について 

について、全体でみると

したい」が 48.1

いています。 

全体と傾向は

自宅で生活したい

けていくために必要なこととして

」（58.8％）

が第 3位についてみると

％）、要支援認定者

づくりとして、今後自宅

老人福祉施設の

する住宅リフォームへの

けるための支援

早期発見、専門医療

要支援認定者は

」が第 1 位と

については、「医療体制

、「移動手段の

高齢者施策として

80%

でみると「介護保険制度

48.1％です。

は同じですが

したい」が 65.1

なこととして、「

が上位となっています

についてみると、

要支援認定者は「買

自宅での生活を

の増床」を必要

リフォームへの

も必要だと考

専門医療につなげる

、「早期発見

なっています

医療体制・訪問診療

の確保」（34.6

として求められていると

介護保険制度で利用

。次いで「町内

じですが、「介護保険制度

65.1％と一般高齢者

、「通院や外出時

となっています。

、一般高齢者

買い物支援」（

を続けることを

必要だと考えています

リフォームへの支援」を求

考えています

につなげる仕組み」を

早期発見、専門医療

なっています。 

訪問診療の充実」（

34.6％）が上位

められていると

利用でき

町内の福

介護保険制度で

一般高齢者よ

外出時などの

。 

一般高齢者は「緊急

」（39.5％）

けることを半数近

えています。

求める人も

えています。 

を重要と考

専門医療につなげ

」（39.5％）、

上位を占めて

められていると考えられ
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62.2

59.7

45.3

40.3

29.3

28.0

23.7

21.4

20.0

17.1

10.9

8.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

通院や外出時などの介助や送迎

除雪サービス

緊急時に通報できる手段・連絡体制

医療体制・訪問診療の充実

買い物支援

定期的な安否の確認

配食サービスなどの食事の提供

高齢者向け住宅や公営住宅への住み替え

住宅のリフォームや改修などの助成

話し相手や相談相手

徘徊高齢者を探す地域の体制づくり

簡単な日常生活への支援

（％）

一般高齢者(n=625)

51.2

46.5

39.5

34.9

25.6

23.3

20.9

20.9

18.6

11.6

9.3

7.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

通院や外出時などの介助や送迎

除雪サービス

買い物支援

緊急時に通報できる手段・連絡体制

配食サービスなどの食事の提供

定期的な安否の確認

話し相手や相談相手

医療体制・訪問診療の充実

簡単な日常生活への支援

徘徊高齢者を探す地域の体制づくり

高齢者向け住宅や公営住宅への住み替え

住宅のリフォームや改修などの助成

（％）

要支援認定者(n=43)

58.1

43.5

40.2

35.2

27.5

23.5

18.2

14.4

13.1

12.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

老人福祉施設の増床

高齢者などに対する住宅リフォーム支援

見守りや食事つきの高齢者向け住宅の確保

高齢者などに対する家賃助成

バリアフリーの公営住宅の整備

まちなか居住の推進

住宅情報の充実

住宅に関する相談窓口の設置

耐震診断・補強に対する支援

高齢者の入居拒否しない民間賃貸住宅の確保

（％）

一般高齢者(n=625)

53.5

27.9

25.6

23.3

20.9

18.6

14.0

14.0

11.6

9.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

老人福祉施設の増床

見守りや食事つきの高齢者向け住宅の確保

高齢者などに対する家賃助成

高齢者などに対する住宅リフォーム支援

バリアフリーの公営住宅の整備

まちなか居住の推進

耐震診断・補強に対する支援

住宅情報の充実

住宅に関する相談窓口の設置

高齢者の入居拒否しない民間賃貸住宅の確保

（％）

要支援認定者(n=43)

65.4

45.1

40.1

32.8

30.1

22.8

21.6

20.2

19.2

15.4

12.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

早期発見、専門医療につなげる仕組み

介護者支援の充実

相談窓口の充実

認知症グループホームなどの整備

認知症予防の教室・講座の開催

介護専門職の質の向上

徘徊を発見する仕組等の充実

認知症サポーターによる見守り

成年後見制度などの充実

虐待を防止する制度や取組の充実

若年認知症への支援

ｎ=668認知症対策の重点事項

39.5

37.7

34.6

29.8

28.1

26.6

22.3

21.3

20.1

18.9

16.8

15.0

13.8

12.9

8.8

8.2

5.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

医療体制・訪問診療の充実

地域交通の利便性の向上

移動手段の確保

健康づくりや介護予防の取組の充実

認知症などの生活を支える仕組みづくり

情報提供や相談窓口の充実

介護保険サービスの提供体制の拡充

緊急通報システムなどの充実

趣味や学習活動等の活性化

高齢者向け住宅の確保、住宅改修への支援

働く場の確保

地域の見守り活動等の支援

災害時の避難・誘導体制の推進

安心して外出できる環境の整備

高齢者の権利を守る事業の充実

ボランティア等の活動支援

福祉に関する事業者等の活動支援

ｎ=668力を入れるべき高齢者施策

① 地域や自宅での生活を続けていくために必要なこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

② 高齢者の住みやすい環境づくりに必要なこと 

③ 認知症対策の重点事項 
 

 

 

 

 

 

 

④ 高齢者施策として力を入れてほしい施策 
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中標津町への評価(%)

17 32 14 11 22

3

17 33 14 11 22

3

23 28 16 12 21

16 34 11 14 25

1

23 31 12 12 18
3

30 27 10 13 17
3

10 31 19 12 24
3

20 36 13

5

20 6

27 30 14

5

22

3

暮らし
やすい

どちら
かとい
うとそ
う思う

どちら
かとい
えばそ
う思わ
ない

暮らし
やすい
とは思
わない

わから
ない

不明

ｎ
668

625

43

152

115

30

196

138

37

全体

一般高齢者

要支援認定者

男-75歳未満

男-75歳以上85歳未満

男-85歳以上

女-75歳未満

女-75歳以上85歳未満

女-85歳以上

⑤ 高齢者にとって中標津町の暮らしやすさ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体でみると、「暮らしやすいと思う」（17％）と「どちらかといえばそう思う」

（32％）の合計は 49％となっており、要支援認定者でその割合は 51％で大きな差

はないのですが、「暮らしやすい」割合は、要支援認定者が一般高齢者より 6ポイ

ント高くなっています。 

男女年齢階級別に「暮らしやすいと思う」と「どちらかといえばそう思う」の

合計をみると、男女間に大きな差異はありませんが、年齢が上がるほど高くなっ

ています。 



 

（３）

１）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

75

全体

男

女

（３）在宅介護実態調査

回答者の属性１）

介護の状況２）

回答者

要介護度

介護 3～

年齢は

男女別

と高くなっています

 

家族や

となっています

 

介護の

「屋内の

介護 1～

さほど多

「食事

が多くなっています

在宅生活継続

多くなっています

16 34

22

11 26

75歳未満 75歳以上

女

53.4%

性別

在宅介護実態調査

回答者の属性 

介護の状況 

回答者の性別は、

要介護度を全体でみると

～5」は 29％

は、全体の平均

男女別の年齢構成

くなっています

や親族からの

となっています。 

の内容は介護度別

の移乗、移動

～2は「外出

多くはありません

食事の準備」「

くなっています

在宅生活継続に必要

くなっています。

年齢（統合）(%)

43

64

歳以上85歳未満 85

男

46.6%

ｎ=176

在宅介護実態調査

 

、「男性」が

でみると、軽度

％です。 

平均は 83.6

年齢構成には大きな

くなっています。 

からの介護を受けている

 

介護度別で大きく

移動」などの身体介護

外出の付き添いや

くはありません。 

」「その他の家事

くなっています。 

必要な支援・サービスは

。 
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51
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につなげる仕組み」

グループホーム」などの整備

31.3％）となっています

」（36.9％）

となっています。 

36.9

」が 50.6％

整備（39.2％）、

となっています。

％）が最も多く

 

％で最も

％）、介

。 

くなって


